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第第

　　
１１

　　
号号

　
 
 
　
令
和
６
年
度
長
野
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
４
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
　
 
（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

　
　
第
１
条
 
　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
1
億
6
,
8
0
5
万
9
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
1
兆
1
4
9
億

　
　
　
3
,
7
7
6
万
8
千
円
と
す
る
。

　
　
２
　
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
金
額
は
、
「
第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算
補

　
　
 
 
正
」
に
よ
る
。

　
　
　
(
繰
越
明
許
費
の
補
正
）

　
　
第
２
条
　
繰
越
明
許
費
の
追
加
及
び
変
更
は
、
「
第
２
表
　
繰
越
明
許
費
補
正
」
に
よ
る
。

　
　
　
(
債
務
負
担
行
為
の
補
正
）

　
　
第
３
条
　
債
務
負
担
行
為
の
追
加
は
、
「
第
３
表
　
債
務
負
担
行
為
補
正
」
に
よ
る
。

　
　
　
(
地
方
債
の
補
正
）

　
　
第
４
条
　
地
方
債
の
変
更
は
、
「
第
４
表
　
地
方
債
補
正
」
に
よ
る
。

令令
和和

６６
年年

度度
長長

野野
県県

一一
般般

会会
計計

補補
正正

予予
算算

（（
第第

４４
号号

））
案案

 
 
 
 
 
第

１
号

　
令

和
６

年
度

長
野

県
一

般
会

計
補

正
予

算
（

第
４

号
）

案
1
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2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算
補
正

款
項

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計
 
 
 
 

千
円

千
円

千
円

9
国

庫
支

出
金

1
2
1
,
1
2
8
,
8
4
2

4
4
,
2
5
0

1
2
1
,
1
7
3
,
0
9
2

2
国

庫
補

助
金

5
6
,
9
9
3
,
0
5
7

4
4
,
2
5
0

5
7
,
0
3
7
,
3
0
7

1
3

繰
越

金
1
,
9
7
1
,
6
5
5

1
0
2
,
8
0
9

2
,
0
7
4
,
4
6
4

1
繰

越
金

1
,
9
7
1
,
6
5
5

1
0
2
,
8
0
9

2
,
0
7
4
,
4
6
4

1
5

県
債

7
6
,
0
5
2
,
0
0
0

2
1
,
0
0
0

7
6
,
0
7
3
,
0
0
0

1
県

債
7
6
,
0
5
2
,
0
0
0

2
1
,
0
0
0

7
6
,
0
7
3
,
0
0
0

歳
入

合
計

1
,
0
1
4
,
7
6
9
,
7
0
9

1
6
8
,
0
5
9

1
,
0
1
4
,
9
3
7
,
7
6
8

歳
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
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款
項

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計
 
 
 
 

千
円

千
円

千
円

2
総

務
費

4
3
,
9
8
2
,
8
7
5

2
8
,
9
9
7

4
4
,
0
1
1
,
8
7
2

2
企

画
費

6
,
8
7
9
,
3
0
4

1
5
,
2
4
4

6
,
8
9
4
,
5
4
8

9
生

活
文

化
費

3
,
8
2
8
,
6
3
9

1
3
,
7
5
3

3
,
8
4
2
,
3
9
2

5
労

働
費

2
,
9
2
8
,
2
6
6

9
8
,
7
2
5

3
,
0
2
6
,
9
9
1

3
雇

用
対

策
費

6
6
4
,
9
8
2

9
8
,
7
2
5

7
6
3
,
7
0
7

1
1

教
育

費
2
0
0
,
0
4
1
,
9
8
7

4
0
,
3
3
7

2
0
0
,
0
8
2
,
3
2
4

5
高

等
学

校
費

4
4
,
4
7
0
,
6
4
4

4
0
,
3
3
7

4
4
,
5
1
0
,
9
8
1

歳
出

合
計

1
,
0
1
4
,
7
6
9
,
7
0
9

1
6
8
,
0
5
9

1
,
0
1
4
,
9
3
7
,
7
6
8

歳
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出

 
 
 
 
 
第

１
号

　
令

和
６

年
度

長
野

県
一

般
会

計
補

正
予

算
（

第
４

号
）

案
3
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第
２
表
　
繰
越
明
許
費
補
正

 
 
 
 
事
 
　
業
 
　
名

補
正

前
の

額
補

正
額

計

2
総

務
費

1
総

務
管

理
費

中
長
期
修
繕
・
改
修
事
業
費

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

千
円

1
4
9
,
4
0
0

 
 
 
 

千
円

1
4
9
,
4
0
0

 
 
 
 
 

千
円

2
総

務
費

4
市

町
村

振
興

費
市
町
村
連
絡
調
整
費

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2
,
0
2
4

 
 
 
 
 
 

2
,
0
2
4

 
 
 
 
 
 
 

6
環

境
費

1
環

境
管

理
費

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
普
及
推
進
事
業

費
-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1
1
,
1
7
6

 
 
 
 
 

1
1
,
1
7
6

 
 
 
 
 
 

7
農

林
水

産
業

費
3

農
地

費
県
営
か
ん
が
い
排
水
事
業
費

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

7
0
,
8
7
0

 
 
 
 
 

7
0
,
8
7
0

 
 
 
 
 
 

7
農

林
水

産
業

費
3

農
地

費
県
営
畑
地
帯
総
合
土
地
改
良
事
業
費

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1
2
6
,
5
5
0

 
 
 
 

1
2
6
,
5
5
0

 
 
 
 
 

7
農

林
水

産
業

費
3

農
地

費
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
費

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2
2
8
,
7
1
0

 
 
 
 

2
2
8
,
7
1
0

 
 
 
 
 

7
農

林
水

産
業

費
3

農
地

費
県
営
中
山
間
総
合
整
備
事
業
費

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

8
1
,
0
0
0

 
 
 
 
 

8
1
,
0
0
0

 
 
 
 
 
 

7
農

林
水

産
業

費
3

農
地

費
団
体
営
土
地
改
良
事
業
費

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5
3
,
1
6
6

 
5
3
,
1
6
6

 
 
 
 
 
 

7
農

林
水

産
業

費
3

農
地

費
地
す
べ
り
対
策
事
業
費

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5
2
,
6
4
0

 
 
 
 
 

5
2
,
6
4
0

 
 
 
 
 
 

7
農

林
水

産
業

費
3

農
地

費
県
営
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
費

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2
4
9
,
0
6
0

 
 
 
 

2
4
9
,
0
6
0

 
 
 
 
 

7
農

林
水

産
業

費
3

農
地

費
団
体
営
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
費

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

9
5
,
3
7
7

 
 
 
 
 

9
5
,
3
7
7

 
 
 
 
 
 

7
農

林
水

産
業

費
4

林
業

費
公
共
治
山
事
業
費

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

9
4
,
2
8
3

 
 
 
 
 

9
4
,
2
8
3

 
 
 
 
 
 

9
土

木
費

2
道

路
橋

梁
費

舗
装
補
修
費

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3
8
1
,
8
1
9

 
 
 
 

3
8
1
,
8
1
9

 
 
 
 
 

9
土

木
費

2
道

路
橋

梁
費

橋
梁
補
修
費

4
,
7
7
2
,
9
1
2

 
 
 
 

4
0
1
,
0
0
0

 
 
 
 

5
,
1
7
3
,
9
1
2

 
 
 

款
項
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9
土

木
費

2
道

路
橋

梁
費

災
害
防
除
道
路
費

1
,
9
5
5
,
0
0
0

 
 
 
 

1
,
2
3
0
,
9
4
7

 
 

3
,
1
8
5
,
9
4
7

 
 
 

9
土

木
費

2
道

路
橋

梁
費

雪
寒
対
策
道
路
費

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4
9
5
,
7
5
6

 
 
 
 

4
9
5
,
7
5
6

 
 
 
 
 

9
土

木
費

2
道

路
橋

梁
費

交
通
安
全
施
設
費

1
,
9
6
6
,
6
9
2

 
 
 
 

4
4
2
,
1
7
8

 
 
 
 

2
,
4
0
8
,
8
7
0

 
 
 

9
土

木
費

2
道

路
橋

梁
費

市
町
村
基
幹
道
路
整
備
費

4
5
9
,
0
5
2

 
 
 
 
 
 

4
5
5
,
7
0
8

 
 
 
 

9
1
4
,
7
6
0

 
 
 
 
 

9
土

木
費

2
道

路
橋

梁
費

雪
寒
地
域
建
設
機
械
整
備
費

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3
5
0
,
0
0
0

 
 
 
 

3
5
0
,
0
0
0

 
 
 
 
 

9
土

木
費

2
道

路
橋

梁
費

道
路
改
築
費

4
,
7
7
9
,
0
0
0

 
 
 
 

2
0
,
5
8
0
,
5
4
7

 
2
5
,
3
5
9
,
5
4
7

 
 

9
土

木
費

4
砂

防
費

通
常
砂
防
費

1
,
9
6
4
,
8
4
2

 
 
 
 

3
,
2
4
8
,
3
4
4

 
 

5
,
2
1
3
,
1
8
6

 
 
 

9
土

木
費

4
砂

防
費

火
山
砂
防
費

6
0
8
,
0
0
0

 
 
 
 
 
 

2
8
2
,
0
0
0

 
 
 
 

8
9
0
,
0
0
0

 
 
 
 
 

9
土

木
費

4
砂

防
費

火
山
噴
火
緊
急
減
災
対
策
費

1
0
,
0
0
0

 
 
 
 
 
 
 

1
7
,
9
9
0

 
 
 
 
 

2
7
,
9
9
0

 
 
 
 
 
 

9
土

木
費

4
砂

防
費

特
定
緊
急
砂
防
費

4
0
,
0
0
0

 
 
 
 
 
 
 

1
3
9
,
9
4
5

 
 
 
 

1
7
9
,
9
4
5

 
 
 
 
 

9
土

木
費

4
砂

防
費

地
す
べ
り
対
策
費

7
9
8
,
0
0
0

 
 
 
 
 
 

5
2
2
,
0
0
0

 
 
 
 

1
,
3
2
0
,
0
0
0

 
 
 

9
土

木
費

4
砂

防
費

急
傾
斜
地
崩
壊
対
策
費

8
5
5
,
3
5
0

 
 
 
 
 
 

1
,
2
5
9
,
0
0
0

 
 

2
,
1
1
4
,
3
5
0

 
 
 

9
土

木
費

5
都

市
計

画
費

街
路
費

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4
,
3
0
0
,
1
7
4

 
 

4
,
3
0
0
,
1
7
4

 
 
 

9
土

木
費

5
都

市
計

画
費

都
市
公
園
事
業
費

3
,
6
6
0
,
0
0
0

 
 
 
 

5
9
3
,
6
0
0

 
 
 
 

4
,
2
5
3
,
6
0
0

 
 
 

9
土

木
費

6
住

宅
費

県
営
住
宅
居
住
環
境
改
善
事
業
費

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1
7
9
,
9
5
5

 
 
 
 

1
7
9
,
9
5
5

 
 
 
 
 

9
土

木
費

6
住

宅
費

県
営
住
宅
建
替
事
業
費

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

7
8
,
7
9
7

 
 
 
 
 

7
8
,
7
9
7

 
 
 
 
 
 

1
1

教
育

費
5

高
等

学
校

費
高
等
学
校
再
編
施
設
整
備
事
業
費

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2
2
5
,
2
8
8

 
 
 
 

2
2
5
,
2
8
8

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
第

１
号

　
令

和
６

年
度

長
野

県
一

般
会

計
補

正
予

算
（

第
４

号
）

案
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

― 5 ―



6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
4
,
8
6
5
,
3
8
2

 
 
 

3
6
,
3
9
9
,
3
0
4

 
6
1
,
2
6
4
,
6
8
6

 
 

繰
　
越
　
明
　
許
　
費
　
合
　
計

― 6 ―



　
　
第
３
表
　
債
務
負
担
行
為
補
正

 
追
　
　
加

　
　
　
 
事
　
　
　
　
　
　
　
項

　
期
　
　
　
　
　
　
　
間

限
 
度
 
額

千
円

文
化
施
設
管
理
運
営
事
業

令
和
７
年
度
～
令
和
９
年
度

9
3
,
6
0
0

飯
田
創
造
館
除
却
事
業

令
和
６
年
度
～
令
和
７
年
度

1
1
,
0
4
8

山
岳
総
合
セ
ン
タ
ー
事
業

令
和
７
年
度
～
令
和
1
1
年
度

1
3
1
,
1
2
2

白
馬
ジ
ャ
ン
プ
競
技
場
運
営
事
業

令
和
７
年
度
～
令
和
1
1
年
度

2
0
5
,
0
0
0

県
立
武
道
館
運
営
事
業

令
和
７
年
度
～
令
和
1
1
年
度

4
7
2
,
5
0
0

舗
装
補
修
事
業

令
和
６
年
度
～
令
和
７
年
度

2
0
0
,
0
0
0

道
路
橋
梁
維
持
修
繕
事
業

令
和
６
年
度
～
令
和
７
年
度

1
,
2
0
0
,
0
0
0

令
和
３
年
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業

令
和
６
年
度
～
令
和
７
年
度

2
0
0
,
0
0
0

火
山
砂
防
事
業

令
和
７
年
度
～
令
和
８
年
度

8
0
0
,
0
0
0

特
定
緊
急
砂
防
事
業

令
和
７
年
度

8
0
0
,
0
0
0

交
通
安
全
施
設
整
備
事
業

令
和
６
年
度
～
令
和
７
年
度

1
5
0
,
0
0
0

 
 
 
 
 
第

１
号

　
令

和
６

年
度

長
野

県
一

般
会

計
補

正
予

算
（

第
４

号
）

案
 
7
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8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
第
４
表
 
 
地
方
債
補
正

起
　
債
　
の
　
方
　
法

利
 
率

償
 
還
 
の
 
方
 
法

高
等
学
校
整
備
事
業
費

2
,
6
1
4
,
0
0
0

2
1
,
0
0
0

2
,
6
3
5
,
0
0
0

合
 
 
 
 
 
 
 
 
計

7
6
,
0
5
2
,
0
0
0

2
1
,
0
0
0

7
6
,
0
7
3
,
0
0
0

１
　
資
　
金

　
　
政
府
資
金
、
銀
行
そ
の
他

２
　
方
　
法

　
　
普
通
貸
借
又
は
債
券
発
行

　
（
他
の
地
方
公
共
団
体
と
の

 
 
共
同
発
行
を
含
む
。
）

３
　
そ
の
他

　
　
発
行
価
格
が
額
面
金
額
を

　
下
回
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ

　
の
発
行
価
格
差
減
額
を
埋
め

　
る
た
め
に
必
要
な
金
額
を
そ

　
れ
ぞ
れ
の
限
度
額
に
加
算
し

　
た
金
額
を
限
度
額
と
す
る
。

１
　
政
府
資
金
に
つ
い
て
は
、

　
そ
の
融
通
条
件
に
よ
る
。

２
 
 
銀
行
そ
の
他
の
資
金
に
つ

　
い
て
は
、
そ
の
債
権
者
と
の

　
協
定
に
よ
る
。

起
 
 
債
 
 
の
 
 
目
 
 
的

補
　
正
　
前
　
の

限
 
 
　
度
　
 
 
額

補
　
　
正
　
　
額

補
　
正
　
後
　
の

限
 
 
　
度
　
 
 
額

千
円

千
円

千
円

5
.
0
％

以
内

― 8 ―



　
　

　
　

 

第第
　　

２２
　　

号号

（
総
　
則
）

第
１
条

令
和
６
年
度
長
野
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
資
本
的
収
入
及
び
支
出
）

第
２
条

令
和
６
年
度
長
野
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
会
計
予
算
第
４
条
に
定
め
た
資
本
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
を
次
の
と
お
り
補
正
す
る
。

収
　
　
 
　
　
　
　
入

既
決
予
定
額

補
正
予
定
額

千
円

千
円

千
円

支
　
　
　
　
　
 
　
出

既
決
予
定
額

補
正
予
定
額

千
円

千
円

千
円

第
１

款
2
,
9
5
3

2
3
,
2
4
9

第
２

項
固

定
資

産
購

入
費

2
,
9
5
3

2
1
,
0
0
5

第
２
項

補
助

金
2
,
9
5
3

2
,
9
5
3

科
目

計

令令
和和

６６
年年

度度
長長

野野
県県

総総
合合

リリ
ハハ

ビビ
リリ

テテ
ーー

シシ
ョョ

ンン
事事

業業
会会

計計
補補

正正
予予

算算
（（

第第
１１

号号
））

案案

科
目

計

第
１

款
2
,
9
5
3

2
3
,
2
4
9

資
本

的
収

入

資
本

的
支

出

2
0
,
2
9
6 -

2
0
,
2
9
6

1
8
,
0
5
2

　
　

 
第

２
号

　
令

和
６

年
度

長
野

県
総

合
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

会
計

補
正

予
算

（
第

１
号

）
案

9
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第
３
号
　
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

1
0

第
　

３
　

号

知
事

の
権

限
に

属
す

る
事

務
の

処
理

の
特

例
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
案

　
知

事
の

権
限

に
属

す
る

事
務

の
処

理
の

特
例

に
関

す
る

条
例

（
平

成
1
1
年

長
野

県
条

例
第

4
6
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
別

表
の

１
の

３
の

項
中

「
住

所
」

の
次

に
「

又
は

通
勤

若
し

く
は

通
学

の
た

め
に

居
所

」
を

加
え

、
同

表
の

2
2
の

項
中

「
第

2
1
条

第
１

項
」

を
「

第
2
2
条

の
３

第
１

項
」

に
改

め
る

。

　
　

　
附

　
則

　
こ

の
条

例
は

、
令

和
７

年
３

月
2
4
日

か
ら

施
行

す
る

。
た

だ
し

、
別

表
の

2
2
の

項
の

改
正

規
定

は
、

同
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
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第
４
号
　
長
野
県
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

1
1

第
　

４
　

号

長
野

県
手

数
料

徴
収

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

案

　
長

野
県

手
数

料
徴

収
条

例
（

平
成

1
2
年

長
野

県
条

例
第

２
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
別

表
第

１
の

４
の

項
中

　「

を

⑴
　

法
第

８
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
一

般
旅

券
の

交
付

１
　

件
2
,
0
0
0
円

。
た

だ
し

、

法
第

2
0
条

第
２

項
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

4
,
0
0
0
円

と
す

る
。

」

「

に
改

め
、

同
表

の
2
8
の

項
中

⑴
�　

法
第

８

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

一
般

旅
券

の
交

付

ア
　

イ
以

外
の

も
の

１
　

件
2
,
3
0
0
円

。
た

だ
し

、

法
第

2
0
条

第
２

項
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

4
,
3
0
0
円

と
す

る
。

イ
�　

情
報

通
信

技
術

を
活

用
し

た
行

政
の

推
進

等
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
4
年

法
律

第
1
5
1
号

）
第

６

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

同
項

に
規

定
す

る
電

子

　
�情

報
処

理
組

織
を

使
用

し
て

法
第

2
0
条

第
１

項
第

１
号

か
ら

第
３

号
ま

で
に

掲
げ

る
処

分
の

申
請

を

し
た

も
の

〃
1
,
9
0
0
円

。
た

だ
し

、

法
第

2
0
条

第
２

項
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

3
,
9
0
0
円

と
す

る
。

」
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1
2

「

」
を
「

」
に

、
「
大
麻
草
採
取
栽
培
者
」
を
「
第
一
種
大
麻
草
採
取
栽
培
者
」
に
改
め
、
同
表
の
39
の

6
,
9
0
0
円

�
2
2
,
0
0
0
円

項
中
「
（
平
成

1
4
年

法
律

第
1
5
1
号

）
」

を
削

る
。

　
　

　
附

　
則

　
（

施
行

期
日

）

１
�　

こ
の

条
例

は
、

令
和

７
年

３
月

2
4
日

か
ら

施
行

す
る

。
た

だ
し

、
附

則
第

４
項

の
規

定
は

公
布

の
日

か
ら

、
別

表
第

１
の

2
8
の

項
の

改
正

規
定

及
び

附

則
第

３
項

の
規

定
は

同
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。

　
（

経
過

措
置

）

２
�　

こ
の

条
例

の
施

行
の

日
前

に
旅

券
法

（
昭

和
2
6
年

法
律

第
2
6
7
号

）
第

2
0
条

第
１

項
第

１
号

か
ら

第
３

号
ま

で
に

掲
げ

る
処

分
の

申
請

を
し

た
者

が
納

付
す

べ
き

同
法

第
８

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

一
般

旅
券

の
交

付
に

係
る

手
数

料
に

つ
い

て
は

、
こ

の
条

例
に

よ
る

改
正

後
の

長
野

県
手

数
料

徴
収

条
例

別
表

第
１

の
４

の
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

な
お

従
前

の
例

に
よ

る
。

３
�　

大
麻

取
締

法
及

び
麻

薬
及

び
向

精
神

薬
取

締
法

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
令

和
５

年
法

律
第

8
4
号

。
以

下
こ

の
項

及
び

次
項

に
お

い
て

「
改

正
法

」

と
い

う
。
）

附
則

第
４

条
の

規
定

に
よ

り
な

お
従

前
の

例
に

よ
る

こ
と

と
さ

れ
る

改
正

法
第

２
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

前
の

大
麻

草
の

栽
培

の
規

制
に

関

す
る

法
律

（
昭

和
2
3
年

法
律

第
1
2
4
号

）
第

６
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

る
大

麻
草

採
取

栽
培

者
の

登
録

事
項

の
変

更
及

び
同

法
第

７
条

第
３

項
の

規
定

に

よ
る

免
許

証
の

再
交

付
に

係
る

手
数

料
に

つ
い

て
は

、
こ

の
条

例
に

よ
る

改
正

後
の

長
野

県
手

数
料

徴
収

条
例

別
表

第
１

の
2
8
の

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら

ず
、

な
お

従
前

の
例

に
よ

る
。

　
（

令
和

７
年

３
月

１
日

前
に

受
け

よ
う

と
す

る
免

許
の

審
査

に
係

る
手

数
料

）

４
�　

令
和

７
年

３
月

１
日

前
に

改
正

法
附

則
第

７
条

の
規

定
に

よ
り

改
正

法
第

２
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

後
の

大
麻

草
の

栽
培

の
規

制
に

関
す

る
法

律
第

５

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
免
許
に
係
る
申
請
１
件
に
つ
き
、
手
数
料
２
万
2,
00
0円

を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
５
号
　
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

1
3

第
　

５
　

号

職
員

の
勤

務
時

間
及

び
休

暇
等

に
関

す
る

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

案

　
職

員
の

勤
務

時
間

及
び

休
暇

等
に

関
す

る
条

例
（

昭
和

2
7
年

長
野

県
条

例
第

９
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
第

２
条

第
６

項
中

「
勤

務
時

間
を

割
り

振
ら

な
い

日
（

以
下

「
週

休
日

」
と

い
う

」
を

「
週

休
日

（
勤

務
時

間
を

割
り

振
ら

な
い

日
（

第
９

項
及

び
第

1
1

項
に

お
い

て
読

み
替

え
て

準
用

す
る

第
1
0
項

の
規

定
に

よ
る

も
の

を
除

く
。
）

を
い

う
。

以
下

同
じ

」
に

改
め

、
同

条
第

９
項

中
「

前
項

」
を

「
第

８
項

」

に
、
「

前
２

項
」

を
「

前
３

項
」

に
改

め
、

同
項

を
同

条
第

1
0
項

と
し

、
同

条
第

８
項

の
次

に
次

の
１

項
を

加
え

る
。

９
�　

任
命

権
者

は
、

職
員

（
人

事
委

員
会

が
定

め
る

職
員

を
除

く
。

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
同

じ
。
）

に
つ

い
て

、
職

員
の

申
告

を
考

慮
し

て
、

第
６

項
の

規
定

に
よ

る
週

休
日

の
ほ

か
に

当
該

職
員

の
勤

務
時

間
を

割
り

振
ら

な
い

日
を

設
け

、
又

は
当

該
職

員
の

勤
務

時
間

を
割

り
振

る
こ

と
が

公
務

の
運

営
に

支
障

が
な

い
と

認
め

る
場

合
に

は
、

前
２

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
人

事
委

員
会

が
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
職

員
の

申
告

を
経

て
、

４
週

間
を

超
え

な
い

範
囲

内
で

週
を

単
位

と
し

て
人

事
委

員
会

が
定

め
る

期
間

（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
単

位
期

間
」

と
い

う
。
）
ご

と
の

期
間

に
つ

き
第

１
項

か
ら

第
５

項
ま

で
に

規
定

す
る

勤
務

時
間

と
な

る
よ

う
に

、
第

６
項

の
規

定
に

よ
る

週
休

日
の

ほ
か

に
当

該
職

員
の

勤
務

時
間

を
割

り
振

ら
な

い
日

を
設

け
、

又
は

当
該

職
員

の
勤

務
時

間
を

割
り

振
る

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

、
当

該
職

員
が

育
児

短
時

間
勤

務
職

員
等

で
あ

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
単

位
期

間
ご

と
の

期
間

に
つ

い
て

、
当

該
育

児
短

時
間

勤
務

等
の

内
容

に
従

い
、

勤
務

時
間

を
割

り
振

る
も

の
と

す
る

。

　
第

２
条

に
次

の
１

項
を

加
え

る
。

1
1
�　

前
項

の
規

定
は

、
職

員
に

第
９

項
の

規
定

に
よ

り
勤

務
時

間
を

割
り

振
ら

な
い

日
と

さ
れ

た
日

に
お

い
て

特
に

勤
務

す
る

こ
と

を
命

ず
る

必
要

が
あ

る

場
合

に
つ

い
て

準
用

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

前
項

中
「

週
休

日
に

変
更

し
て

」
と

あ
る

の
は

、
「

勤
務

時
間

を
割

り
振

ら
な

い
日

に
変

更
し

て
」

と
読

み
替

え
る

も
の

と
す

る
。

　
第

３
条

第
２

項
た

だ
し

書
を

次
の

よ
う

に
改

め
る

。
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1
4

　
�　

た
だ

し
、

次
に

掲
げ

る
場

合
に

は
、

人
事

委
員

会
が

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

休
憩

時
間

を
一

斉
に

与
え

な
い

こ
と

そ
の

他
の

休
憩

時
間

の
基

準
に

つ

い
て

別
段

の
定

め
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

　
⑴

　
職

務
の

性
質

に
よ

り
必

要
が

あ
る

と
き

。

　
⑵

　
職

員
の

健
康

及
び

福
祉

に
重

大
な

影
響

を
及

ぼ
し

、
又

は
能

率
を

甚
だ

し
く

阻
害

す
る

と
き

。

　
⑶

　
職

員
か

ら
の

申
告

を
考

慮
し

て
休

憩
時

間
を

置
く

こ
と

が
適

当
で

あ
る

と
き

。

　
第

５
条

の
３

第
１

項
中

「
ま

で
」

を
「

ま
で

若
し

く
は

第
1
0
項

（
同

条
第

1
1
項

に
お

い
て

読
み

替
え

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

」
に

、
「

第
６

条
第

１

項
」

を
「

次
条

第
１

項
」

に
改

め
る

。

　
　

　
附

　
則

　
（

施
行

期
日

）

１
　

こ
の

条
例

は
、

令
和

７
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。

　
（

一
般

職
の

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
の

一
部

改
正

）

２
　

一
般

職
の

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
（

昭
和

2
7
年

長
野

県
条

例
第

６
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
�　

第
1
1
条

第
４

項
中

「
第

９
項

」
を

「
第

1
0
項

」
に

、
「

の
日

数
」

を
「

並
び

に
勤

務
時

間
条

例
第

２
条

第
９

項
及

び
同

条
第

1
1
項

に
お

い
て

読
み

替
え

て
準

用
す

る
同

条
第

1
0
項

の
規

定
に

よ
る

勤
務

時
間

を
割

り
振

ら
な

い
日

の
日

数
の

合
計

日
数

」
に

改
め

る
。

　
�　

第
2
8
条

第
３

項
中

「
第

２
条

第
９

項
」

を
「

第
２

条
第

1
0
項

（
同

条
第

1
1
項

に
お

い
て

読
み

替
え

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

」
に

、
「

若
し

く
は

第

８
項

」
を

「
か

ら
第

９
項

ま
で

」
に

改
め

、
同

条
第

４
項

中
「

及
び

第
９

項
」

を
「

及
び

第
1
0
項

」
に

、
「

週
休

日
」

を
「

週
休

日
又

は
勤

務
時

間
条

例

第
２

条
第

９
項

及
び

同
条

第
1
1
項

に
お

い
て

読
み

替
え

て
準

用
す

る
同

条
第

1
0
項

の
規

定
に

よ
る

勤
務

時
間

を
割

り
振

ら
な

い
日

」
に

、
「

勤
務

時
間

条

例
第

２
条

第
９

項
又

は
」

を
「

同
項

（
同

条
第

1
1
項

に
お

い
て

読
み

替
え

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

又
は

勤
務

時
間

条
例

」
に

改
め

る
。

　
　

第
2
9
条

第
２

項
中

「
第

９
項

」
を

「
第

1
0
項

」
に

改
め

る
。

　
�　

第
3
1
条

の
２

第
１

項
第

１
号

中
「

第
９

項
」

を
「

第
1
0
項

」
に

、
「

又
は

祝
日

法
」

を
「

若
し

く
は

勤
務

時
間

条
例

第
２

条
第

９
項

及
び

同
条

第
1
1
項
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第
５

号
　

職
員

の
勤

務
時

間
及

び
休

暇
等

に
関

す
る

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

案
1
5

に
お

い
て

読
み

替
え

て
準

用
す

る
同

条
第

1
0
項

の
規

定
に

よ
る

勤
務

時
間

を
割

り
振

ら
な

い
日

又
は

祝
日

法
」

に
改

め
る

。

　
（

長
野

県
学

校
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

の
一

部
改

正
）

３
　

長
野

県
学

校
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

（
昭

和
2
9
年

長
野

県
条

例
第

２
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
�　

第
1
8
条

第
４

項
中

「
第

９
項

」
を

「
第

1
0
項

」
に

、
「

（
以

下
「

週
休

日
」

と
い

う
。
）

の
日

数
」

を
「

並
び

に
勤

務
時

間
条

例
第

２
条

第
９

項
及

び
同

条
第

1
1
項

に
お

い
て

読
み

替
え

て
準

用
す

る
同

条
第

1
0
項

の
規

定
に

よ
る

勤
務

時
間

を
割

り
振

ら
な

い
日

（
第

2
4
条

の
３

第
１

項
第

３
号

及
び

第
４

号
に

お
い

て
「

週
休

日
等

」
と

い
う

。
）

の
日

数
の

合
計

日
数

」
に

改
め

る
。

　
�　

第
2
4
条

の
３

第
１

項
第

３
号

中
「
週

休
日

」
を

「
週

休
日

等
」

に
改

め
、

同
項

第
４

号
中

「
週

休
日

」
を

「
週

休
日

等
」

に
、
「

ま
で

」
を

「
ま

で
又

は
第

1
0
項

（
同

条
第

1
1
項

に
お

い
て

読
み

替
え

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

」
に

改
め

る
。

　
（

長
野

県
警

察
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

の
一

部
改

正
）

４
　

長
野

県
警

察
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

（
昭

和
2
9
年

長
野

県
条

例
第

3
0
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
�　

第
1
1
条

第
４

項
中

「
第

９
項

」
を

「
第

1
0
項

」
に

、
「

の
日

数
」

を
「

並
び

に
勤

務
時

間
条

例
第

２
条

第
９

項
及

び
同

条
第

1
1
項

に
お

い
て

読
み

替
え

て
準

用
す

る
同

条
第

1
0
項

の
規

定
に

よ
る

勤
務

時
間

を
割

り
振

ら
な

い
日

の
日

数
の

合
計

日
数

」
に

改
め

る
。

　
（

企
業

職
員

の
給

与
の

種
類

及
び

基
準

を
定

め
る

条
例

の
一

部
改

正
）

５
　

企
業

職
員

の
給

与
の

種
類

及
び

基
準

を
定

め
る

条
例

（
昭

和
4
3
年

長
野

県
条

例
第

2
2
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
�　

第
1
4
条

の
２

第
１

号
中

「
週

休
日

（
」

を
「

勤
務

時
間

条
例

第
２

条
第

６
項

、
第

８
項

及
び

第
1
0
項

並
び

に
第

1
5
条

の
規

定
に

よ
る

週
休

日
若

し
く

は

勤
務

時
間

条
例

第
２

条
第

９
項

及
び

同
条

第
1
1
項

に
お

い
て

読
み

替
え

て
準

用
す

る
同

条
第

1
0
項

の
規

定
に

よ
る

」
に

改
め

、
「

を
い

う
。
）

」
を

削
る

。

　
（

任
期

付
研

究
員

の
採

用
等

に
関

す
る

条
例

の
一

部
改

正
）

６
　

任
期

付
研

究
員

の
採

用
等

に
関

す
る

条
例

（
平

成
1
4
年

長
野

県
条

例
第

4
1
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
�　

第
７

条
第

３
項

中
「

ま
で

」
を

「
ま

で
及

び
第

1
0
項

（
同

条
第

1
1
項

に
お

い
て

読
み

替
え

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

」
に

、
「

及
び
」

を
「

並
び

に
」

に
改

め
る

。
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第
６
号
　
長
野
県
警
察
関
係
許
可
等
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

1
6

第
　

６
　

号

長
野

県
警

察
関

係
許

可
等

手
数

料
徴

収
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
案

　
長

野
県

警
察

関
係

許
可

等
手

数
料

徴
収

条
例

（
昭

和
2
9
年

長
野

県
条

例
第

3
6
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
第

９
条

第
１

項
第

1
4
号

中
「

1
,
4
0
0
円

」
を

「
1
,
3
5
0
円

」
に

、
「

2
,
8
5
0
円

」
を

「
3
,
1
0
0
円

」
に

改
め

、
同

項
第

1
5
号

中
「

の
規

定
」

を
「

又
は

第
9
5
条

の
２

第
1
1
項

の
規

定
」

に
改

め
、

同
項

第
3
2
号

中
「

別
表

第
４

の
1
0
」

を
「

別
表

第
４

の
1
2
」

に
、
「

同
1
0
」

を
「

同
1
2
」

に
改

め
、

同
号

を
同

項
第

3
4
号

と
し

、
同

項
第

3
1
号

中
「

9
0
0
円

」
を

「
1
,
0
0
0
円

」
に

改
め

、
同

号
を

同
項

第
3
3
号

と
し

、
同

項
第

3
0
号

中
「

別
表

第
４

の
９

」
を

「
別

表
第

４
の

1
1
」

に
、
「

同
９

」
を

「
同

1
1
」

に
改

め
、

同
号

を
同

項
第

3
2
号

と
し

、
同

項
第

2
9
号

中
「

2
,
3
5
0
円

」
を

「
2
,
2
5
0
円

」
に

改
め

、
同

号
を

同
項

第
3
1
号

と
し

、

同
号

の
前

に
次

の
１

号
を

加
え

る
。

(3
0)
	
法

第
1
0
5
条

の
２

第
４

項
の

規
定

に
よ

る
運

転
経

歴
情

報
の

記
録

　
　

　
運

転
経

歴
情

報
記

録
手

数
料

　
	9
0
0
円

（
法

第
1
0
5
条

の
２

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
運

転
経

歴
証

明
書

の
交

付
又

は
同

項
及

び
同

条
第

５
項

の
規

定
に

よ
る

再
交

付
と

同
時

に
記

録
を

受
け

る
場

合
に

あ
つ

て
は

、
1
0
0
円

）

　
第

９
条

第
１

項
第

2
8
号

中
「

第
1
0
4
条

の
４

第
６

項
及

び
第

７
項

（
こ

れ
ら

の
規

定
を

法
第

1
0
5
条

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

」
を

「
第

1
0
5
条

の
２

第
２

項
及

び
第

５
項

」
に

、
「

1
,
1
0
0
円

」
を

「
1
,
1
5
0
円

」
に

改
め

、
同

号
を

同
項

第
2
9
号

と
し

、
同

項
第

2
7
号

中
「

第
1
0
4
条

の
４

第
６

項
（

法
第

1
0
5
条

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

」
を

「
第

1
0
5
条

の
２

第
２

項
」

に
、
「

1
,
1
0
0
円

」
を

「
1
,
1
5
0
円

」
に

改
め

、
同

号
を

同
項

第
2
8
号

と
し

、
同

項
第

2
6
号

中
「

免
許

証
の

更
新

」
を

「
免

許
証

等
の

更
新

」
に

、
「

5
5
0
円

」
を

「
別

表
第

４
の

1
0
の

左
欄

に
掲

げ
る

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

同
1
0
の

右
欄

に
定

め
る

額
」

に
改

め
、

同
号

を
同

項
第

2
7
号

と
し

、
同

項
第

2
5
号

中
「

免
許

証
の

更
新

」
を

「
免

許
証

等
の

更
新

」
に

、
「

免
許

証
更

新
手

数
料

」
を

「
免

許
証

等
更

新
手

数
料

」
に

、
「

別
表

第
４

の
８

」
を

「
別

表
第

４
の

９
」

に
、
「

同
８

」
を

「
同

９
」

に
改

め
、

同
号

を
同

項
第

2
6
号

と

し
、

同
項

第
2
4
号

中
「

別
表

第
４

の
７

」
を

「
別

表
第

４
の

８
」

に
、
「

同
７

」
を

「
同

８
」

に
改

め
、

同
号

を
同

項
第

2
5
号

と
し

、
同

項
第

2
3
号

中
「

別
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1
7

表
第

４
の

６
」

を
「

別
表

第
４

の
７

」
に

、
「

同
６

」
を

「
同

７
」

に
改

め
、

同
号

を
同

項
第

2
4
号

と
し

、
同

項
第

2
2
号

を
同

項
第

2
3
号

と
し

、
同

項
第

2
1

号
中

「
別

表
第

４
の

５
」

を
「

別
表

第
４

の
６
」

に
、
「

同
５

」
を

「
同

６
」

に
改

め
、

同
号

を
同

項
第

2
2
号

と
し

、
同

項
第

2
0
号

を
同

項
第

2
1
号

と
し

、

同
項

第
1
9
号

中
「

3
,
5
5
0
円

」
を

「
3
,
6
5
0
円

」
に

改
め

、
同

号
を

同
項

第
2
0
号

と
し

、
同

項
第

1
8
号

中
「

1
,
4
5
0
円

」
を

「
1
,
4
0
0
円

」
に

、
「

1
,
2
0
0
円

」
を

「
1
,
1
5
0
円

」
に

改
め

、
同

号
を

同
項

第
1
9
号

と
し

、
同

項
第

1
7
号

を
同

項
第

1
8
号

と
し

、
同

項
第

1
6
号

の
次

に
次

の
１

号
を

加
え

る
。

　
⒄

	　
法

第
9
5
条

の
２

第
３

項
の

規
定

に
よ

る
特

定
免

許
情

報
の

記
録

（
道

路
交

通
法

施
行

令
（

昭
和

3
5
年

政
令

第
2
7
0
号

。
以

下
こ

の
号

及
び

別
表

第
４

に
お

い
て

「
政

令
」

と
い

う
。
）

第
4
3
条

第
４

項
第

１
号

に
掲

げ
る

者
が

受
け

よ
う

と
す

る
も

の
を

除
く

。
）

又
は

法
第

9
5
条

の
３

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
適

用
す

る
法

第
9
2
条

第
２

項
の

規
定

若
し

く
は

法
第

1
0
6
条

の
４

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
免

許
情

報
記

録
（

法
第

9
5
条

の
２

第
２

項
第

１
号

に

規
定

す
る

免
許

情
報

記
録

を
い

う
。

別
表

第
４

に
お

い
て

同
じ

。
）

の
書

換
え

（
政

令
第

4
3
条

第
４

項
第

２
号

に
掲

げ
る

者
が

受
け

よ
う

と
す

る
も

の

を
除

く
。
）

　
　

　
特

定
免

許
情

報
記

録
手

数
料

　
別

表
第

４
の

５
の

左
欄

に
掲

げ
る

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

同
５

の
右

欄
に

定
め

る
額

　
別

表
第

４
の

１
中
「

」
を
「

」
に

、
「

1
,
9
0
0
円

」
を

1
,
5
5
0
円

1
,
6
5
0
円

「
1
,
9
5
0
円

」
に

、
「

道
路

交
通

法
施

行
令

（
昭

和
3
5
年

政
令

第
2
7
0
号

。
以

下
こ

の
表

に
お

い
て

「
政

令
」

と
い

う
。
）

第
3
3
条

の
６

の
２

第
６

号
に

掲
げ

る

や
む

を
得

な
い

理
由

の
た

め
運

転
免

許
証

」
を

「
政

令
第

3
3
条

の
６

の
２

第
６

号
に

掲
げ

る
や

む
を

得
な

い
理

由
の

た
め

運
転

免
許

証
又

は
免

許
情

報
記

録

（
以
下
「
免
許
証
等
」
と
い
う
。）

」
に
、「

、
80
0円

」
を
「
、

75
0円

」
に
、

「

を

4
,
1
0
0
円

（
法

第
9
7
条

第
１

項
第

２
号

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

行
う

試
験

を
長

野
県

公

安
委

員
会

が
提

供
す

る
自

動
車

を
使

用
し

て

受
け

る
場

合
に

あ
つ

て
は

、
6
,
6
0
0
円

）

1
,
7
5
0
円

」
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第
６
号
　
長
野
県
警
察
関
係
許
可
等
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

1
8

「

に
、
「

政
令

第
3
3
条

の
６

の
２

第
６

号
に

掲
げ

る
や

む
を

得
な

い
理

由
の

た
め

運
転

免
許

証
」
を
「

政

3
,
9
0
0
円

（
法

第
9
7
条

第
１

項
第

２
号

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

行
う

試
験

（
以

下
「

技

能
試

験
」

と
い

う
。
）

を
長

野
県

公
安

委
員

会
が

提
供

す
る

自
動

車
を

使
用

し
て

受
け

る

場
合

に
あ

つ
て

は
、

6
,
9
0
0
円

）

1
,
9
0
0
円

」

令
第
33
条
の
６
の
２
第
６
号
に
掲
げ
る
や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
免
許
証
等
」
に
、

「

」

を

2
,
5
5
0
円

（
法

第
9
7
条

第
１

項
第

２
号

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

行
う

試
験

を
長

野
県

公

安
委

員
会

が
提

供
す

る
自

動
車

を
使

用
し

て

受
け

る
場

合
に

あ
つ

て
は

、
3
,
3
5
0
円

）

1
,
7
5
0
円

「

」

に
、
「

2
,
6
0
0
円

（
法

第
9
7
条

第
１

項
第

２
号

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

行
う

試
験

」
を

「
2
,
8
0
0
円

2
,
5
0
0
円

（
技

能
試

験
を

長
野

県
公

安
委

員

会
が

提
供

す
る

自
動

車
を

使
用

し
て

受
け

る

場
合

に
あ

つ
て

は
、

3
,
3
0
0
円

）

1
,
8
5
0
円

（
技
能
試
験
」
に
、「

4,
05
0円

」
を
「
4,
55
0円

」
に
、
「

」
を

1
,
5
0
0
円

「

」
に

、
「

」
を

1
,
7
0
0
円

1
,
6
0
0
円
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1
9

「

」
に

、
「

4
,
8
0
0
円

（
法

第
9
7
条

第
１

項
第

２
号

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

行
う

試
験

」
を

「
4
,
5
0
0
円

1
,
8
0
0
円

（
技

能
試

験
」

に
、
「

7
,
6
5
0
円

」
を

「
7
,
4
5
0
円

」
に

、
「

2
,
9
0
0
円

（
法

第
9
7
条

第
１

項
第

２
号

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

行
う

試
験

」
を

「
2
,
9
5
0
円

（
技

能
試

験
」

に
、
「

4
,
3
5
0
円

」
を

「
4
,
7
0
0
円

」
に

改
め

、
同

表
の

２
中

「
3
,
9
0
0
円

」
を

「
3
,
9
5
0
円

」
に

、
「

6
,
4
0
0
円

」
を

「
6
,
9
5
0
円

」
に

、
「

3
,
7
5
0
円

」

を
「

3
,
8
5
0
円

」
に

、
「

4
,
5
5
0
円

」
を

「
4
,
6
5
0
円

」
に

改
め

、
同

表
の

３
を

次
の

よ
う

に
改

め
る

。

　
３

　
免

許
証

交
付

手
数

料

区
　

　
　

　
　

　
分

金
　

　
　

　
　

　
額

⑴
	　

第
一

種
運

転
免

許
又

は
第

二
種

運
転

免

許
に

係
る

運
転

免
許

証

ア
	　

法
第

9
2
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
交

付

を
受

け
る

場
合

2
,
3
5
0
円

（
政

令
第

3
3
条

の
６

の
２

第
６

号

に
掲

げ
る

や
む

を
得

な
い

理
由

の
た

め
免

許

証
等

の
更

新
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

な
か

つ

た
者

で
あ

つ
て

、
法

第
9
7
条

の
２

第
１

項
第

３
号

に
該

当
し

て
同

項
の

規
定

の
適

用
を

受

け
た

も
の

（
以

下
「

特
定

試
験

免
除

者
」

と
い

う
。
）

に
対

す
る

交
付

に
あ

つ
て

は
、

2
,
1
0
0
円

）
（

日
を

同
じ

く
し

て
第

一
種

運

転
免

許
又

は
第

二
種

運
転

免
許

の
う

ち
二

以

上
の

種
類

の
運

転
免

許
を

受
け

る
者

（
以

下

「
複

数
免

許
取

得
者

」
と

い
う

。
）

に
対

す

る
交

付
に

あ
つ

て
は

、
2
,
1
5
0
円

（
特

定
試

験

免
除

者
に

対
す

る
交

付
に

あ
つ

て
は

、
1
,
9
0
0

円
）

に
、

与
え

る
運

転
免

許
一

種
類

ご
と

に

2
0
0
円

を
加

え
た

額
）
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第
６

号
　

長
野

県
警

察
関

係
許

可
等

手
数

料
徴

収
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
案

2
0

イ
	　

法
第

9
5
条

の
２

第
1
1
項

の
規

定
に

よ
る

交
付

を
受

け
る

場
合

2
,
5
5
0
円

⑵
　

仮
運

転
免

許
に

係
る

運
転

免
許

証
1
,
1
0
0
円

　
別

表
第

４
の

４
中

「

」

を

「

」

に
改

め
、

同
表

の
1
0
中

2
,
2
5
0
円

2
,
6
0
0
円

1
,
1
5
0
円

1
,
0
5
0
円

「

」

を

「

」

に
改

め
、

同
1
0
を

同
表

の
1
2
と

し
、

同
表

の

6
,
4
5
0
円

6
,
6
0
0
円

2
,
9
0
0
円

2
,
9
5
0
円

1
,
5
0
0
円

1
,
4
0
0
円

９
中

「

」

を

「

」

に
、
「

4
,
4
5
0
円

」
を

「
4
,
6
5
0
円

」
に

、
講

習
１

時
間

に
つ

い
て

7
5
0
円

講
習

１
時

間
に

つ
い

て
8
5
0
円

講
習

１
時

間
に

つ
い

て
2
,
3
5
0
円

講
習

１
時

間
に

つ
い

て
2
,
4
0
0
円

「
3,
50
0円

」
を
「
3,
80
0円

」
に
、「

2,
80
0円

」
を
「
3,
05
0円

」
に
、「

4,
15
0円

」
を
「
4,
30
0円

」
に
、「

4,
00
0円

」
を
「
4,
20
0円

」
に
、「

1,
50
0円

」

円
」
を
「
1,
75
0円

」
に
、「

3,
10
0円

」
を
「
3,
20
0円

」
に
、

「

」

を
講

習
１

時
間

に
つ

い
て

1
,
4
0
0
円

講
習

１
時

間
に

つ
い

て
7
5
0
円

「

」

に
、
「

2
,
1
5
0
円

」
を

「
2
,
3
0
0
円

」
に

、
「

2
,
0
5
0
円

」
を

「
2
,
1
5
0
円

」
に

、
「

2
,
7
0
0
円

」
を

「
2
,
8
5
0

講
習

１
時

間
に

つ
い

て
1
,
8
5
0
円

講
習

１
時

間
に

つ
い

て
9
0
0
円
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2
1

円
」
に
、
「
2
,
5
5
0
円
」
を
「
2
,
7
0
0
円
」
に
、
「
2
,
4
5
0
円
」
を
「
2
,
5
5
0
円
」
に
、

「

を

⑾
	　

法
第
1
0
8
条

の
２

第
１

項
第
1
1
号

に
掲

げ
る
講
習

ア
	　

法
第
9
2
条

の
２

第
１

項
の

表
の

備
考

の

１
の

２
に

規
定

す
る

優
良

運
転

者
に

対
す

る
講
習

5
0
0
円

イ
	　

法
第
9
2
条

の
２

第
１

項
の

表
の

備
考

の

１
の

３
に

規
定

す
る

一
般

運
転

者
に

対
す

る
講
習

8
0
0
円

ウ
	　

法
第
9
2
条

の
２

第
１

項
の

表
の

備
考

の

１
の

４
に

規
定

す
る

違
反

運
転

者
等

に
対

す
る
講
習

1
,
3
5
0
円
（
運

転
免

許
に

係
る

講
習

等
に

関

す
る

規
則

（
平

成
６

年
国

家
公

安
委

員
会

規
則

第
４

号
）

で
定

め
る

政
令

第
3
3
条

の

７
第

２
項

の
基

準
に

該
当

し
な

い
者

に
対

す
る

講
習

に
あ
つ
て
は
、
8
0
0
円
）

」

「
⑾
	　

法
第
1
0
8
条

の
２

第
１

項
第
1
1
号

に
掲

げ
る
講
習

ア
	　

法
第
9
5
条

の
６

第
１

項
の

表
の

備
考

の

１
の

ロ
に

規
定

す
る

優
良

運
転

者
に

対
す

る
講
習

5
0
0
円
（
長

野
県

公
安

委
員

会
の

使
用

に
係

る
電

子
計

算
機
（
入

出
力

装
置

を
含

む
。

以

下
同

じ
。
）

と
講

習
を

受
け

る
者

の
使

用
に

係
る

電
子

計
算

機
と

を
電

気
通

信
回

線
で

接

続
し

た
電

子
情

報
処

理
組

織
を

使
用

す
る

方

法
に

よ
る

講
習
（
以

下
「
オ

ン
ラ

イ
ン

講

習
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
2
0
0
円
）

イ
	　

法
第
9
5
条

の
６

第
１

項
の

表
の

備
考

の

１
の

ハ
に

規
定

す
る

一
般

運
転

者
に

対
す

る
講
習

80
0円

（
オ

ン
ラ

イ
ン

講
習

に
あ

つ
て

は
、

20
0円

）
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第
６

号
　

長
野

県
警

察
関

係
許

可
等

手
数

料
徴

収
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
案

2
2

ウ
	　

法
第

9
5
条

の
６

第
１

項
の

表
の

備
考

の

１
の

ニ
に

規
定

す
る

違
反

運
転

者
等

の
う

ち
特

定
基

準
不

該
当

者
（

運
転

免
許

に
係

　
	る

講
習

等
に

関
す

る
規

則
（

平
成

６
年

国

家
公

安
委

員
会

規
則

第
４

号
）

で
定

め
る

政
令

第
3
3
条

の
７

第
２

項
の

基
準

に
該

当

し
な

い
者

を
い

う
。

以
下

同
じ
。
）

で
な

い
も

の
に

対
す

る
講

習

1
,
4
0
0
円

に
、

エ
	　

法
第

9
5
条

の
６

第
１

項
の

表
の

備
考

の

１
の

ニ
に

規
定

す
る

違
反

運
転

者
等

の
う

ち
特

定
基

準
不

該
当

者
で

あ
る

も
の

に
対

す
る

講
習

8
0
0
円

（
オ

ン
ラ

イ
ン

講
習

に
あ

つ
て

は
、

2
0
0
円

）

」

「

」

を

「

」

に
、

6
,
4
5
0
円

6
,
6
0
0
円

2
,
9
0
0
円

2
,
9
5
0
円

「

を

⒀
　

法
第

1
0
8
条

の
２

第
１

項
第

1
3
号

に
掲

げ
る

講
習

1
2
,
5
0
0
円

（
道

路
交

通
法

施
行

規
則

（
昭

和

3
5
年

総
理

府
令

第
6
0
号

）
第

3
8
条

第
1
3
項

第

２
号

の
表

の
第

１
号

に
掲

げ
る

講
習

方
法

に

係
る

も
の

で
あ

る
場

合
に

あ
つ

て
は

、
9
,
0
5
0

円
）

」
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2
3

「

に
、

⒀
	　

法
第

1
0
8
条

の
２

第
１

項
第

1
3
号

に
掲

げ
る

講
習

ア
	　

自
動

車
又

は
一

般
原

動
機

付
自

転
車

（
こ

れ
ら

に
準

ず
る

も
の

と
し

て
政

令
第

　
	4
3
条

第
１

項
の

表
の

国
家

公
安

委
員

会
規

則
で

定
め

る
装

置
を

含
む

。
）

を
使

用
す

る
指

導
（

以
下

「
実

車
等

指
導

」
と

い

う
。
）

を
含

む
講

習

1
2
,
9
0
0
円

イ
　

実
車

等
指

導
を

含
ま

な
い

講
習

9
,
3
5
0
円

」

「
2,
25
0円

」
を
「
2,
60
0円

」
に
、

「

」

を

「

」

に
改

め
、

講
習

１
時

間
に

つ
い

て
2
,
0
0
0
円

講
習

１
時

間
に

つ
い

て
2
,
1
0
0
円

講
習

１
時

間
に

つ
い

て
2
,
0
0
0
円

講
習

１
時

間
に

つ
い

て
2
,
0
5
0
円

同
９

を
同

表
の

1
1
と

し
、

同
1
1
の

前
に

次
の

よ
う

に
加

え
る

。

　
９

　
免

許
証

等
更

新
手

数
料

区
　

　
　

　
　

　
分

金
　

　
　

　
　

　
額

⑴
	　

運
転

免
許

証
の

有
効

期
間

の
更

新
（

同

時
に

免
許

情
報

記
録

の
有

効
期

間
の

更
新

を
受

け
る

場
合

を
除

く
。
）

ア
	　

法
第

1
0
1
条

の
２

の
２

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
経

由
地

公
安

委
員

会
を

経
由

し
て

行
う

更
新

申
請

書
の

提
出

（
以

下
「

経
由

申
請

」
と

い
う

。
）

を
す

る
場

合

2
,
7
5
0
円

イ
	　

更
新

時
不

交
付

申
出

を
す

る
場

合
（

経

由
申

請
を

す
る

場
合

を
除

く
。
）

1
,
3
0
0
円
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第
６

号
　

長
野

県
警

察
関

係
許

可
等

手
数

料
徴

収
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
案

2
4

ウ
	　

経
由

申
請

及
び

更
新

時
不

交
付

申
出

の

い
ず

れ
を

も
し

な
い

場
合

2
,
8
5
0
円

⑵
	　

免
許

情
報

記
録

の
有

効
期

間
の

更
新

（
同

時
に

運
転

免
許

証
の

有
効

期
間

の
更

新
を

受
け

る
場

合
を

除
く

。
）

ア
	　

経
由

申
請

を
す

る
場

合
で

あ
つ

て
、

法

第
1
0
1
条

の
２

の
２

第
３

項
の

規
定

に
よ

る
申

出
（

以
下

「
経

由
地

書
換

申
出

」
と

い
う

。
）

を
す

る
と

き
。

1
,
0
0
0
円

イ
	　

経
由

申
請

を
す

る
場

合
で

あ
つ

て
、

経

由
地

書
換

申
出

を
し

な
い

と
き

。

1
,
9
5
0
円

ウ
　

経
由

申
請

を
し

な
い

場
合

2
,
1
0
0
円

⑶
	　

運
転

免
許

証
の

有
効

期
間

の
更

新
及

び

免
許

情
報

記
録

の
有

効
期

間
の

更
新

ア
	　

経
由

申
請

を
す

る
場

合
で

あ
つ

て
、

経

由
地

書
換

申
出

を
す

る
と

き
。

2
,
5
0
0
円

イ
	　

経
由

申
請

を
す

る
場

合
で

あ
つ

て
、

経

由
地

書
換

申
出

を
し

な
い

と
き

。

2
,
8
5
0
円

ウ
　

経
由

申
請

を
し

な
い

場
合

2
,
9
5
0
円

1
0
　

経
由

手
数

料

区
　

　
　

　
　

　
分

金
　

　
　

　
　

　
額

⑴
　

経
由

地
書

換
申

出
を

す
る

場
合

1
,
7
0
0
円

⑵
　

経
由

地
書

換
申

出
を

し
な

い
場

合
7
5
0
円

　
別

表
第

４
の

８
を

削
り
、

同
表

の
７

中
「
1,
90
0円

」
を
「
2,
05
0円

」
に
、「

4,
40
0円

」
を
「
5,
05
0円

」
に
、「

1,
75
0円

」
を
「
1,
95
0円

」
に
、

「
2,
55
0円

」
を

「
2
,
7
5
0
円

」
に

、
「

1
,
6
5
0
円

」
を

「
1
,
8
0
0
円

」
に

、
「

3
,
1
0
0
円

」
を

「
3
,
5
5
0
円

」
に

、
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2
5

「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
７
を
同
表
の
８
と
し
、
同
表
の

1
,
0
0
0
円

1
,
1
0
0
円

６
中
「
1
4
,
5
5
0
円
」

を
「
1
5
,
1
0
0
円
」

に
、
「
そ

れ
ぞ

れ
１

万
4
,
5
5
0
円
」

を
「
そ

れ
ぞ

れ
１

万
5
,
1
0
0
円
」

に
、
「
1
1
,
8
5
0
円
」

を
「
1
2
,
0
0
0
円
」

に
、
「
そ

れ
ぞ
れ
１
万
1
,
8
5
0
円
」
を
「
そ
れ
ぞ
れ
１
万
2
,
0
0
0
円
」
に
、
「
9
,
6
5
0
円
（
」
を
「
9
,
9
5
0
円
（
」
に
、
「
そ
れ
ぞ
れ
9
,
6
5
0
円
」
を
「
そ
れ
ぞ
れ
9
,
9
5
0
円
」

に
、
「
1
2
,
4
5
0
円
」

を
「
1
2
,
8
5
0
円
」

に
、
「
そ

れ
ぞ

れ
１

万
2
,
4
5
0
円
」

を
「
そ

れ
ぞ

れ
１

万
2
,
8
5
0
円
」

に
改

め
、

同
６

の
備

考
の

１
中
「
１

万
4
,
5
5
0

円
」

を
「
１

万
5
,
1
0
0
円
」

に
、
「
2
,
4
0
0
円
」

を
「
3
,
0
0
0
円
」

に
、
「
１

万
1
,
8
5
0
円
」

を
「
１

万
2
,
0
0
0
円
」

に
、
「
9
0
0
円
」

を
「
9
5
0
円
」

に
、
「
9
,
6
5
0

円
」
を
「
9
,
9
5
0
円
」
に
、
「
1
,
1
0
0
円
」
を
「
1
,
3
5
0
円
」
に
、
「
１
万
2
,
4
5
0
円
」
を
「
１
万
2
,
8
5
0
円
」
に
、
「
2
,
8
5
0
円
」
を
「
2
,
9
5
0
円
」
に
改
め
、
同
備

考
の

２
中
「
１

万
4
,
5
5
0
円
」

を
「
１

万
5
,
1
0
0
円
」

に
、
「
1
5
0
円

を
、

普
通

自
動

車
免

許
」

を
「
2
0
0
円

を
、

普
通

自
動

車
免

許
」

に
、
「
１

万
1
,
8
5
0
円
」

を
「
１
万
2
,
0
0
0
円
」
に
、
「
9
,
6
5
0
円
」
を
「
9
,
9
5
0
円
」
に
、
「
1
5
0
円
を
減
ず
る
」
を
「
5
0
円
を
減
ず
る
」
に
改
め
、
同
６
の
付
表
中

「

」
を
「

」
に
、

4
,
0
0
0
円

3
,
5
5
0
円

1
,
2
5
0
円

4
,
2
5
0
円

3
,
8
0
0
円

3
,
6
5
0
円

1
,
2
0
0
円

4
,
4
5
0
円

「

」
を
「

」
に
、

2
,
0
5
0
円

2
,
1
0
0
円

「

」

を

「

」

に
、
「

」
を
「

」
に
、

1
,
5
0
0
円

1
,
5
5
0
円

1
,
3
0
0
円

1
,
3
5
0
円

1
,
3
0
0
円

1
,
3
5
0
円

「

」
を
「

」
に

改
め

、
同

６
を

同
表

の
７

と
し

、
同

表
の

５
中

「
2
3
,
4
0
0
円

」
を

「
2
3
,
7
5
0
円

」
に

、
「

そ
れ

ぞ
れ

２
万

2
,
5
5
0
円

2
,
6
0
0
円

3
,
4
0
0
円
」

を
「
そ

れ
ぞ

れ
２

万
3
,
7
5
0
円
」

に
、
「
1
9
,
5
0
0
円
」

を
「
1
9
,
8
0
0
円
」

に
、
「
そ

れ
ぞ

れ
１

万
9
,
5
0
0
円
」

を
「
そ

れ
ぞ

れ
１

万
9
,
8
0
0
円
」

に
、
「
1
4
,
7
0
0
円
」

を
「
1
4
,
4
5
0
円
」

に
、
「
そ

れ
ぞ

れ
１

万
4
,
7
0
0
円
」

を
「
そ

れ
ぞ

れ
１

万
4
,
4
5
0
円
」

に
、
「
2
1
,
5
0
0
円
」

を
「
2
2
,
2
0
0
円
」

に
、
「
そ

れ
ぞ

れ
２

万
1
,
5
0
0
円
」

を
「
そ

れ
ぞ

れ
２

万
2
,
2
0
0
円
」

に
改

め
、

同
５

の
備

考
の

１
中
「
２

万
3
,
4
0
0
円
」

を
「
２

万
3
,
7
5
0
円
」

に
、
「
2
,
3
5
0
円
」

を
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第
６
号
　
長
野
県
警
察
関
係
許
可
等
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

2
6

「
2
,
9
5
0
円
」

に
、
「
１

万
9
,
5
0
0
円
」

を
「
１

万
9
,
8
0
0
円
」

に
、
「
１

万
4
,
7
0
0
円
」

を
「
１

万
4
,
4
5
0
円
」

に
、
「
1
,
1
0
0
円
」

を
「
1
,
3
5
0
円
」

に
、
「
２

万

1
,
5
0
0
円
」

を
「
２

万
2
,
2
0
0
円
」

に
改

め
、

同
備

考
の

２
中
「
２

万
3
,
4
0
0
円
」

を
「
２

万
3
,
7
5
0
円
」

に
、
「
5
0
0
円

を
」

を
「
5
5
0
円

を
」

に
、
「
１

万

9
,
5
0
0
円
」
を
「
１
万
9
,
8
0
0
円
」
に
、
「
3
0
0
円
」
を
「
3
5
0
円
」
に
、
「
１
万
4
,
7
0
0
円
」
を
「
１
万
4
,
4
5
0
円
」
に
改
め
、
同
５
の
付
表
中

「

」

を

「

」

に
、

4
,
0
0
0
円

3
,
5
5
0
円

1
,
2
5
0
円

4
,
2
5
0
円

3
,
8
0
0
円

3
,
6
5
0
円

1
,
2
0
0
円

4
,
4
5
0
円

6
,
7
0
0
円

6
,
1
0
0
円

2
,
1
0
0
円

7
,
4
0
0
円

6
,
3
5
0
円

6
,
2
5
0
円

1
,
9
0
0
円

7
,
7
5
0
円

「

」
を
「

」
に
、

2
,
3
5
0
円

1
,
9
0
0
円

2
,
6
5
0
円

2
,
6
0
0
円

1
,
8
5
0
円

2
,
5
5
0
円

「

」
を
「

」
に
、

2
,
0
5
0
円

2
,
5
5
0
円

2
,
0
0
0
円

2
,
4
0
0
円

「

」

を

「

」

に
改
め
、
同
５
を
同
表

3
,
7
0
0
円

3
,
7
5
0
円

2
,
5
5
0
円

2
,
6
0
0
円

の
６
と
し
、
同
表
の
４
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
５
　
特
定
免
許
情
報
記
録
手
数
料

区
　
　
　
　
　
　
分

金
　
　
　
　
　
　
額

⑴
	　

法
第
9
5
条

の
２

第
３

項
の

規
定

に
よ

る

特
定
免
許
情
報
の
記
録

ア
	　

法
第
9
5
条

の
２

第
６

項
の

規
定

に
よ

る

申
出
を
す
る
場
合

1
,
5
5
0
円
（
特

定
試

験
免

除
者

に
係

る
記

録

に
あ

つ
て

は
、
1
,
3
5
0
円
）
（
複

数
免

許
取

得

者
に

係
る

記
録

に
あ

つ
て

は
、
1
,
3
5
0
円

（
特

定
試

験
免

除
者

に
係

る
記

録
に

あ
つ

て
は
、

1
,
1
5
0
円
）

に
、

与
え

る
運

転
免

許
一

種
類

ご
と
に
2
0
0
円
を
加
え
た
額
）
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2
7

イ
	　

法
第

1
0
1
条

の
４

の
２

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
申

出
（

以
下

「
更

新
時

不
交

付
申

出
」

と
い

う
。
）

を
す

る
場

合

8
0
0
円

ウ
	　

法
第

9
5
条

の
２

第
６

項
の

規
定

に
よ

る

申
出

及
び

更
新

時
不

交
付

申
出

の
い

ず
れ

を
も

し
な

い
場

合

1
,
5
0
0
円

（
法

第
9
2
条

第
１

項
、

第
9
5
条

の

２
第

1
1
項

若
し

く
は

第
1
0
1
条

の
４

の
２

第

１
項

の
規

定
に

よ
る

運
転

免
許

証
（
仮

運
転

免
許

に
係

る
も

の
を

除
く

。
）

の
交

付
又

は

法
第

9
4
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
運

転
免

許

証
（

仮
運

転
免

許
に

係
る

も
の

を
除

く
。
）

の
再

交
付

と
同

時
に

記
録

を
受

け
る

場
合

に

あ
つ

て
は

、
1
0
0
円

）

⑵
	　

法
第

9
5
条

の
３

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
適

用
す

る
法

第
9
2
条

第
２

項
の

規
定

又
は

法
第

1
0
6
条

の
４

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
免

許
情

報
記

録
の

書
換

え

1
,
5
5
0
円

（
運

転
免

許
証

（
仮

運
転

免
許

に

係
る

も
の

を
除

く
。
）

及
び

法
第
9
5
条

の
２

第
４

項
に

規
定

す
る

免
許

情
報

記
録

個
人

番

号
カ

ー
ド

を
有

す
る

者
に

係
る

書
換

え
に

あ

つ
て

は
、
1
0
0
円

）
（

複
数

免
許

取
得

者
（

運

転
免

許
証

（
仮

運
転

免
許

に
係

る
も

の
を

除

く
。
）

及
び

法
第

9
5
条

の
２

第
４

項
に

規
定

す
る

免
許

情
報

記
録

個
人

番
号

カ
ー

ド
を

有

す
る

者
を

除
く

。
）

に
係

る
書

換
え

に
あ

つ

て
は

、
1
,
3
5
0
円

に
、

与
え

る
運

転
免

許
一

種

類
ご

と
に

2
0
0
円

を
加

え
た

額
）
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第
６
号
　
長
野
県
警
察
関
係
許
可
等
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

2
8

　
　

附
　

則

こ
の

条
例

は
、

令
和

７
年

３
月

2
4
日

か
ら

施
行

す
る

。
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第
７
号
　
長
野
県
消
費
生
活
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

2
9

第
　

７
　

号

長
野

県
消

費
生

活
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
案

　
長

野
県

消
費

生
活

条
例

（
平

成
2
0
年

長
野

県
条

例
第

2
8
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
目

次
中

「
消

費
生

活
セ

ン
タ

ー
」

を
「

長
野

県
消

費
生

活
セ

ン
タ

ー
」

に
改

め
る

。

　
第

６
章

の
章

名
を

次
の

よ
う

に
改

め
る

。

　
　

　
第

６
章

　
長

野
県

消
費

生
活

セ
ン

タ
ー

　
第

3
1
条

中
「

消
費

生
活

セ
ン

タ
ー

を
」

を
「

長
野

県
消

費
生

活
セ

ン
タ

ー
（

以
下

こ
の

章
に

お
い

て
「

セ
ン

タ
ー

」
と

い
う

。
）

を
松

本
市

に
」

に
改

め

る
。

　
第

3
2
条

を
次

の
よ

う
に

改
め

る
。

第
3
2
条

　
削

除

　
第

3
3
条

か
ら

第
3
6
条

ま
で

の
規

定
中

「
消

費
生

活
セ

ン
タ

ー
」

を
「

セ
ン

タ
ー

」
に

改
め

る
。

　
別

表
を

削
る

。

　
　

　
附

　
則

　
こ

の
条

例
は

、
令

和
７

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

― 29 ―



　
　
　
　
第
８
号
　
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

3
0

第
　

８
　

号

保
護

施
設

の
設

備
及

び
運

営
の

基
準

に
関

す
る

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

案

　
保

護
施

設
の

設
備

及
び

運
営

の
基

準
に

関
す

る
条

例
（

平
成

2
4
年

長
野

県
条

例
第

5
0
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
第

2
3
条

の
見

出
し

を
「

（
自

立
支

援
等

）
」

に
改

め
、

同
条

第
１

項
中

「
状

況
等

に
応

じ
自

立
に

向
け

た
支

援
計

画
を

立
て

」
を

「
自

立
支

援
を

行
う

た

め
、

そ
の

者
の

意
向

を
踏

ま
え

、
入

所
者

ご
と

に
個

別
支

援
計

画
を

作
成

し
」

に
改

め
る

。

　
第

2
8
条

及
び

第
2
9
条

第
１

項
中

「
更

生
計

画
」

を
「

個
別

支
援

計
画

」
に

改
め

る
。

　
第

3
6
条

中
「

状
況

等
に

応
じ

自
立

に
向

け
た

支
援

計
画

を
立

て
」

を
「

自
立

支
援

を
行

う
た

め
、

そ
の

者
の

意
向

を
踏

ま
え

、
利

用
者

ご
と

に
個

別
支

援

計
画

を
作

成
し

」
に

改
め

る
。

　
　

　
附

　
則

　
（

施
行

期
日

）

１
　

こ
の

条
例

は
、

公
布

の
日

か
ら

施
行

す
る

。

　
（

経
過

措
置

）

２
�　

こ
の

条
例

の
施

行
の

際
現

に
こ

の
条

例
に

よ
る

改
正

前
の

保
護

施
設

の
設

備
及

び
運

営
の

基
準

に
関

す
る

条
例

第
2
3
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
立

て
ら

れ
て

い
る

支
援

計
画

は
、

こ
の

条
例

に
よ

る
改

正
後

の
保

護
施

設
の

設
備

及
び

運
営

の
基

準
に

関
す

る
条

例
第

2
3
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
作

成
さ

れ
た

個
別

支
援

計
画

と
み

な
す

。
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第
９
号
　
長
野
県
公
営
企
業
の
設
置
及
び
そ
の
経
営
の
基
本
並
び
に
財
務
等
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

3
1

第
　

９
　

号

長
野

県
公

営
企

業
の

設
置

及
び

そ
の

経
営

の
基

本
並

び
に

財
務

等
の

特
例

に
関

す
る

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

案

　
長

野
県

公
営

企
業

の
設

置
及

び
そ

の
経

営
の

基
本

並
び

に
財

務
等

の
特

例
に

関
す

る
条

例
（

昭
和

4
1
年

長
野

県
条

例
第

5
9
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改

正
す

る
。

　
別

表
第

２
中
「

」
を
「

」
に

、
「

」
を
「

」
に

改
め

る
。

5
5
0

5
6
0

6
,
3
0
0

6
,
6
0
0

　
　

　
附

　
則

　
こ

の
条

例
は

、
公

布
の

日
か

ら
施

行
す

る
。
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第
1
0
号
　
病
害
虫
防
除
所
の
設
置
及
び
病
害
虫
防
除
員
の
設
置
区
域
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

3
2

第
　

1
0
　

号

病
害

虫
防

除
所

の
設

置
及

び
病

害
虫

防
除

員
の

設
置

区
域

に
関

す
る

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

案

　
病

害
虫

防
除

所
の

設
置

及
び

病
害

虫
防

除
員

の
設

置
区

域
に

関
す

る
条

例
（

昭
和

2
7
年

長
野

県
条

例
第

5
4
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
第

２
条

を
次

の
よ

う
に

改
め

る
。

　
（

病
害

虫
防

除
所

の
名

称
等

）

第
２

条
　

病
害

虫
防

除
所

の
名

称
、

位
置

及
び

管
轄

区
域

は
、

次
の

表
の

と
お

り
と

す
る

。

名
称

位
置

管
轄

区
域

長
野

県
農

業
試

験
場

須
坂

市
県

の
区

域

　
　

　
附

　
則

　
（

施
行

期
日

）

１
　

こ
の

条
例

は
、

令
和

７
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。

　
（

一
般

職
の

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
の

一
部

改
正

）

２
　

一
般

職
の

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
（

昭
和

2
7
年

長
野

県
条

例
第

６
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
　

第
4
0
条

の
２

第
１

項
第

１
号

中
「

病
害

虫
防

除
所

」
を

「
農

業
試

験
場

」
に

改
め

る
。
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当
せ
ん
金
付
証
票
法
（
昭
和
2
3
年
法
律
第
1
4
4
号
）
第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
７
年
度
に
発
売
す
る
当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
額
は
、
1
7
0

　
　
億
円
の
範
囲
内
と
す
る
。

当当
せせ

んん
金金

付付
証証

票票
のの

発発
売売

額額
にに

つつ
いい

てて

　　
  
第第

　　
11
11
　　

号号

 
 
 
 
 
第

1
1
号

 
 
当

せ
ん

金
付

証
票

の
発

売
額

に
つ

い
て

3
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

― 33 ―



地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
2
4
4
条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
長
野
県
佐
久
創
造
館
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

 
 
 
 
１

施
設

の
名

称
長
野
県
佐
久
創
造
館

 
 
　
２

指
定

管
理

者

(
1
)
名

称
株
式
会
社
フ
ー
ド
サ
ー
ビ
ス
シ
ン
ワ

(
2
)
代

表
者

代
表
取
締
役
　
有
　
坂
　
康
　
躬

(
3
)
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
南
佐
久
郡
小
海
町
大
字
千
代
里
2
3
9
2
番
地
１

 
 
　
３

指
定

期
間

令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
1
0
年
３
月
3
1
日
ま
で

　　
  
第第

　　
11
22
　　

号号

指指
定定

管管
理理

者者
のの

指指
定定

にに
つつ

いい
てて

   

 
 
 
 
 
第

1
2
号

 
 
指

定
管

理
者

の
指

定
に

つ
い

て
3
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

― 34 ―



 
 
　
　
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
1
5
年
法
律
第
1
1
8
号
）
第
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
立
大
学
法
人
長
野
県
立
大
学
定
款
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

　
　
変
更
す
る
。

　
　
　
第
1
8
条
、
第
2
1
条
及
び
第
2
4
条
中
「
及
び
年
度
計
画
」
を
削
る
。

　
　
　
　
　
附
　
則

　
　
　
こ
の
定
款
は
、
総
務
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
の
認
可
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　　
  
第第

　　
11
33
　　

号号

公公
立立

大大
学学

法法
人人

長長
野野

県県
立立

大大
学学

定定
款款

のの
変変

更更
にに

つつ
いい

てて

 
 
 
 
 
第

1
3
号

　
公

立
大

学
法

人
長

野
県

立
大

学
定

款
の

変
更

に
つ

い
て

3
5
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地
方
独
立
行
政
法
人
長
野
県
立
病
院
機
構
第
４
期
中
期
目
標

前
文

　　
  
第第

　　
11
44
　　

号号

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

地地
方方

独独
立立

行行
政政

法法
人人

長長
野野

県県
立立

病病
院院

機機
構構

第第
４４

期期
中中

期期
目目

標標
のの

制制
定定

にに
つつ

いい
てて

　
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
1
5
年
法
律
第
1
1
8
号
）
第
2
5
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
地
方
独
立
行
政
法
人
長
野
県
立
病
院
機
構
が
達
成
す
べ
き

業
務
運
営
に
関
す
る
目
標
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

地
方
独
立
行
政
法
人
長
野
県
立

病
院

機
構

（
以

下
「

病
院

機
構

」
と

い
う

。
）

は
、

平
成

2
2
年

４
月

の
設

立
以

来
、

面
積

が
広

く
中

山
間

地
が

多

い
長

野
県
に
お
い
て
地
域
住
民
の

命
と

健
康

を
守

る
べ

く
、

地
域

医
療

や
高

度
・

専
門

医
療

等
の

提
供

、
医

療
人

材
の

養
成

な
ど

本
県

の
政

策
医

療

を
担

い
、
県
内
医
療
水
準
の
維
持

・
向

上
に

大
き

く
貢

献
し

て
い

る
。

ま
た
、
令
和
２
年
度
か
ら
６
年

度
ま

で
の

第
３

期
中

期
目

標
期

間
に

お
い

て
は

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

流
行

で
全

県
が

未
曾

有
の

危

機
に

直
面
す
る
中
、
感
染
者
受
入

れ
、

検
査

、
ワ

ク
チ

ン
接

種
等

に
積

極
的

に
取

り
組

む
な

ど
、

そ
の

役
割

と
使

命
を

十
分

に
果

た
し

た
。

そ
の
一
方
で
、
近
年
、
経
常
収

支
比

率
の

低
下

や
資

金
の

流
出

な
ど

財
務

面
で

の
課

題
が

顕
在

化
し

、
病

院
経

営
は

非
常

に
厳

し
い

状
況

に
あ

る
。

病
院
機
構
に
は
、
今
後
の
人

口
減

少
や

地
域

の
医

療
ニ

ー
ズ

の
変

化
等

を
見

据
え

た
抜

本
的

な
経

営
改

善
に

取
り

組
む

こ
と

で
経

営
基

盤
を

強

化
し

、
質
が
高
く
効
率
的
な
医
療

を
持

続
的

か
つ

安
定

的
に

提
供

し
て

い
く

体
制

を
早

期
に

構
築

す
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
て

い
る

。

病
院
機
構
が
県
立
病
院
の
役
割

に
即

し
た

医
療

提
供

と
自

律
的

な
経

営
に

よ
り

、
引

き
続

き
、

県
民

か
ら

求
め

ら
れ

る
公

的
使

命
を

果
た

す
よ

う
、

県
は
、
以
下
の
第
４
期
中
期

目
標

を
病

院
機

構
に

示
す

も
の

で
あ

る
。
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3
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
１

中
期
目
標
の
期
間

令
和
７
年
４
月
１
日
か

ら
令

和
1
2
年

３
月

3
1
日

ま
で

の
５

年
間

第
２

県
民
に
対
し
て
提
供
す
る

サ
ー

ビ
ス

そ
の

他
の

業
務

の
質

の
向

上
に

関
す

る
事

項

病
院
機
構
は
、
安
全
・

安
心

な
医

療
を

提
供

し
、

県
民

の
健

康
の

維
持

及
び

増
進
を

図
る

こ
と

。

ま
た
、
地
域
の
医
療
機

関
と

の
機

能
分

化
・

連
携

の
推

進
及

び
病

院
機

構
各

病
院
間

の
連

携
強

化
を

図
る

と
と

も
に

、
医

療
人

材
の

養
成

な

ど
に
よ
り
県
内
医
療
水
準

の
向

上
に

努
め

る
こ

と
。

１
県
立
病
院
が
担
う
べ
き
医
療

等
の

提
供

各
病
院
は
、
今
後
の
人
口

減
少

や
地

域
の

医
療

ニ
ー

ズ
の

変
化

等
を

見
据

え
た

効
率
的

・
効

果
的

で
質

の
高

い
医

療
の

提
供

に
よ

り
持

続
可

能

な
医
療
提
供
体
制
を
確
保
す

る
と

と
も

に
、

必
要

に
応

じ
て

見
直

し
を

図
る

こ
と

。

ま
た
、
災
害
対
応
や
新
興

感
染

症
対

応
に

お
い

て
は

、
各

病
院

の
機

能
や

役
割

に
応
じ

た
必

要
な

医
療

を
提

供
で

き
る

体
制

を
他

の
医

療
機

関

等
と
連
携
の
う
え
整
え
る
こ

と
。

(
1
)
 
信
州
医
療
セ
ン
タ
ー

感
染
症
に
関
す
る
高
度
な

専
門

医
療

を
提

供
す

る
と

と
も

に
、

今
後

増
加

が
見

込
ま

れ
る

高
齢

者
疾

患
に

適
応

し
た

地
域

医
療

を
提

供
す

る

モ
デ
ル
と
し
て
の
役
割
を
果

た
す

こ
と

。

ア
第
一
種
及
び
第
二
種
感

染
症

指
定

医
療

機
関

、
エ

イ
ズ

治
療

中
核

拠
点

病
院

並
び

に
結

核
指

定
医

療
機

関
と

し
て

、
感

染
症

に
関

す
る

高

度
な
専
門
医
療
を
提
供
す

る
と

と
も

に
、

発
生

予
防

や
ま

ん
延

防
止

な
ど

、
県

が
行

う
感

染
症

対
策

と
連

携
し

た
役

割
を

果
た

す
こ

と
。
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イ
高
齢
者
な
ど
が
住
み
慣

れ
た

自
宅

や
地

域
で

暮
ら

し
続

け
ら

れ
る

よ
う

、
在

宅
介

護
と

連
携

し
た

在
宅

医
療

（
訪

問
診

療
・

訪
問

看
護

ス

テ
ー
シ
ョ
ン
・
リ
ハ
ビ
リ

・
薬

剤
指

導
な

ど
）

の
提

供
を

充
実

さ
せ

る
こ

と
。

ウ
地
域
が
ん
診
療
連
携
拠

点
病

院
等

と
の

連
携

を
強

化
す

る
な

ど
、

が
ん

診
療

機
能

の
向

上
を

図
る

こ
と

。

エ
代
替
・
補
完
を
含
め
た

拠
点

機
能

の
あ

り
方

、
病

床
機

能
の

再
編

、
病

床
数

の
適

正
化

、
診

療
科

の
重

点
化

、
外

来
・

在
宅

機
能

の
強

化
、
高
齢
者
に
係
る
救
急

医
療

体
制

の
強

化
及

び
周

辺
医

療
機

関
と

の
連

携
体

制
構

築
に

つ
い

て
、

県
と

協
働

し
て

検
討

を
進

め
、

必
要

な

も
の
に
つ
い
て
見
直
し
を

図
る

こ
と

。

(
2
)
 
こ
こ
ろ
の
医
療
セ
ン
タ
ー

駒
ヶ

根

精
神
科
医
療
に
お
け
る
県

の
中

核
病

院
と

し
て

、
ニ

ー
ズ

に
即

し
た

質
の

高
い

専
門

医
療

を
提

供
す

る
こ

と
。

ア
精
神
科
救
急
・
急
性
期

医
療

の
確

実
な

受
入

体
制

を
整

備
し

、
常

時
対

応
型

施
設

と
し

て
の

役
割

を
果

た
す

こ
と

。

イ
心
神
喪
失
等
の
状
態
で

重
大

な
他

害
行

為
を

行
っ

た
者

の
医

療
及

び
観

察
等

に
関

す
る

法
律

に
基

づ
く

指
定

入
院

・
指

定
通

院
医

療
機

関

の
運
営
を
行
う
こ
と
。

ウ
発
達
障
害
や
摂
食
障
害

な
ど

の
児

童
・

思
春

期
、

青
年

期
精

神
科

医
療

の
入

院
治

療
体

制
を

強
化

す
る

こ
と

。

エ
依
存
症
治
療
拠
点
機
関

及
び

依
存

症
専

門
医

療
機

関
と

し
て

、
ア

ル
コ

ー
ル

、
薬

物
、

ギ
ャ

ン
ブ

ル
等

に
加

え
、

ニ
ー

ズ
の

高
ま

っ
て

い

る
ゲ
ー
ム
依
存
な
ど
の
依

存
症

専
門

治
療

を
充

実
さ

せ
る

こ
と

。

オ
災
害
派
遣
精
神
医
療
チ

ー
ム

に
つ

い
て

、
先

遣
隊

と
し

て
中

心
的

な
役

割
を

担
う

こ
と

。
ま

た
、

災
害

拠
点

精
神

科
病

院
と

し
て

の
位

置

づ
け
を
検
討
す
る
こ
と
。
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3
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

カ
認
知
症
の
専
門
医
療
の

提
供

に
つ

い
て

、
認

知
症

疾
患

医
療

セ
ン

タ
ー

と
し

て
地

域
の

関
係

機
関

と
連

携
し

、
専

門
医

療
の

提
供

と
相

談

体
制
を
充
実
さ
せ
る
こ
と

。

キ
信
州
大
学
医
学
部
と
連

携
し

た
専

門
医

の
育

成
に

つ
い

て
取

り
組

む
こ

と
。

(
3
)
 
阿
南
病
院

下
伊
那
南
部
地
域
の
住
民

が
住

み
慣

れ
た

場
所

で
暮

ら
し

続
け

ら
れ

る
よ

う
、

外
来

・
在

宅
を

中
心

に
地

域
に

密
着

し
た

医
療

を
提

供
し

、

「
人
口
減
少
社
会
に
お
け
る

長
野

県
医

療
の

先
駆

的
モ

デ
ル

」
と

し
て

の
役

割
を

果
た

す
こ

と
。

ア
高
齢
者
な
ど
が
住
み
慣

れ
た

自
宅

や
地

域
で

暮
ら

し
続

け
ら

れ
る

よ
う

、
在

宅
介

護
と

連
携

し
た

在
宅

医
療

（
訪

問
診

療
・

訪
問

看
護

ス

テ
ー
シ
ョ
ン
・
リ
ハ
ビ
リ

・
薬

剤
指

導
な

ど
）

の
提

供
を

充
実

さ
せ

る
こ

と
。

イ
へ
き
地
医
療
拠
点
病
院

と
し

て
、

へ
き

地
に

お
け

る
住

民
の

医
療

を
確

保
す

る
た

め
、

無
医

地
区

等
へ

の
巡

回
診

療
や

、
医

師
不

足
に

悩

む
へ
き
地
診
療
所
へ
の
支

援
を

行
う

こ
と

。

ウ
へ
き
地
に
お
け
る
受
診

機
会

を
確

保
す

る
と

と
も

に
、

医
療

機
関

の
抱

え
る

時
間

的
・

距
離

的
制

約
に

対
応

す
る

た
め

、
オ

ン
ラ

イ
ン

診

療
を
は
じ
め
と
し
た
Ｉ
Ｃ

Ｔ
の

利
活

用
に

取
り

組
む

こ
と

。

エ
病
床
機
能
の
再
編
、
病

床
数

の
適

正
化

、
診

療
科

の
重

点
化

、
外

来
・

在
宅

機
能

の
強

化
、

救
急

医
療

体
制

の
あ

り
方

及
び

周
辺

医
療

機

関
と
の
連
携
体
制
構
築
に

つ
い

て
、

県
と

協
働

し
て

検
討

を
進

め
、

必
要

な
も

の
に

つ
い

て
見

直
し

を
図

る
こ

と
。

(
4
)
 
木
曽
病
院

木
曽
地
域
唯
一
の
入
院
機

能
を

持
つ

医
療

機
関

と
し

て
、

へ
き

地
に

お
け

る
急

性
期

機
能

の
維

持
と

回
復

期
・

慢
性

期
機

能
を

充
実

さ
せ

る

と
と
も
に
、
地
域
の
医
療
ニ

ー
ズ

に
適

応
し

た
外

来
・

在
宅

医
療

を
提

供
す

る
こ

と
。
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ア
高
齢
者
な
ど
が
住
み
慣

れ
た

自
宅

や
地

域
で

暮
ら

し
続

け
ら

れ
る

よ
う

、
在

宅
介

護
と

連
携

し
た

在
宅

医
療

（
訪

問
診

療
・

訪
問

看
護

ス

テ
ー
シ
ョ
ン
・
リ
ハ
ビ
リ

・
薬

剤
指

導
な

ど
）

の
提

供
を

充
実

さ
せ

る
こ

と
。

イ
へ
き
地
に
お
け
る
救
急

医
療

体
制

を
維

持
す

る
と

と
も

に
、

へ
き

地
医

療
拠

点
病

院
と

し
て

住
民

の
医

療
を

確
保

す
る

た
め

、
無

医
地

区

等
へ
の
巡
回
診
療
や
、
医

師
不

足
に

悩
む

へ
き

地
診

療
所

へ
の

支
援

を
行

う
こ

と
。

ウ
へ
き
地
に
お
け
る
受
診

機
会

を
確

保
す

る
と

と
も

に
、

医
療

機
関

の
抱

え
る

時
間

的
・

距
離

的
制

約
に

対
応

す
る

た
め

、
オ

ン
ラ

イ
ン

診

療
を
は
じ
め
と
し
た
Ｉ
Ｃ

Ｔ
の

利
活

用
に

取
り

組
む

こ
と

。

エ
第
二
種
感
染
症
指
定
医

療
機

関
と

し
て

、
感

染
症

に
関

す
る

専
門

医
療

を
提

供
す

る
と

と
も

に
、

発
生

予
防

や
ま

ん
延

防
止

な
ど

、
県

が

行
う
感
染
症
対
策
と
連
携

し
た

役
割

を
果

た
す

こ
と

。

オ
地
域
が
ん
診
療
病
院
と

し
て

、
都

道
府

県
が

ん
診

療
連

携
拠

点
病

院
等

と
連

携
を

図
る

と
と

も
に

、
が

ん
患

者
の

診
療

及
び

相
談

支
援

体

制
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
。

カ
木
曽
地
域
に
お
け
る
災

害
拠

点
病

院
と

し
て

の
役

割
を

果
た

す
と

と
も

に
、

災
害

派
遣

医
療

チ
ー

ム
の

派
遣

体
制

を
確

保
す

る
こ

と
。

キ
認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン

タ
ー

（
連

携
型

）
と

し
て

、
認

知
症

に
対

す
る

医
療

需
要

へ
対

応
す

る
た

め
、

地
域

の
関

係
機

関
と

連
携

す
る

と

と
も
に
、
も
の
忘
れ
外
来

を
含

む
診

療
及

び
患

者
や

家
族

の
相

談
・

支
援

体
制

を
充

実
さ

せ
る

こ
と

。

ク
代
替
・
補
完
を
含
め
た

拠
点

機
能

の
あ

り
方

、
病

床
機

能
の

再
編

、
病

床
数

の
適

正
化

、
診

療
科

の
重

点
化

、
外

来
・

在
宅

機
能

の
強

化
、
高
齢
者
に
係
る
救
急

医
療

体
制

の
強

化
及

び
周

辺
医

療
機

関
と

の
連

携
体

制
構

築
に

つ
い

て
、

県
と

協
働

し
て

検
討

を
進

め
、

必
要

な

も
の
に
つ
い
て
見
直
し
を

図
る

こ
と

。
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4
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
5
)
 
こ
ど
も
病
院

小
児
中
核
病
院
及
び
総

合
周

産
期

母
子

医
療

セ
ン

タ
ー

と
し

て
、

一
般

の
医

療
機
関

で
は

対
応

が
困

難
な

疾
患

の
治

療
な

ど
、

高
度

で
専

門

的
な
小
児
・
周
産
期
医
療

を
提

供
す

る
こ

と
。

ア
高
度
小
児
医
療
及
び

救
命

救
急

医
療

を
提

供
す

る
こ

と
。

イ
信
州
大
学
医
学
部
附

属
病

院
や

そ
の

他
産

科
医

療
機

関
と

連
携

を
図

り
な

が
ら
、

リ
ス

ク
の

高
い

妊
娠

に
対

す
る

高
度

医
療

や
、

高
度

の

新
生
児
医
療
を
提
供
す

る
こ

と
。

ウ
小
児
期
か
ら
成
人
期

へ
の

移
行

期
に

あ
る

慢
性

疾
病

の
患

者
が

、
個

々
の

病
状
や

置
か

れ
た

状
況

に
応

じ
て

必
要

な
医

療
が

受
け

ら
れ

る

体
制
の
整
備
に
関
係
機

関
と

連
携

し
て

取
り

組
む

こ
と

。

エ
医
療
的
ケ
ア
児
に
対

す
る

診
療

・
支

援
体

制
の

整
備

と
支

援
人

材
の

育
成

・
研
修

に
、

小
児

地
域

医
療

セ
ン

タ
ー

等
の

関
係

機
関

と
連

携

し
て
取
り
組
む
こ
と
。

オ
小
児
が
ん
連
携
病
院

と
し

て
、

小
児

が
ん

拠
点

病
院

等
と

連
携

を
図

る
と

と
も
に

、
信

州
大

学
医

学
部

附
属

病
院

と
も

連
携

し
て

小
児

が

ん
の
診
療
機
能
向
上
を

図
る

こ
と

。

２
地
域
連
携
の
推
進

(
1
)
 
地
域
医
療
構
想
へ
の
対
応

病
院
機
構
は
、
地
域
医

療
構

想
を

踏
ま

え
、

今
後

の
医

療
ニ

ー
ズ

の
変

化
を

見
据
え

た
病

床
機

能
や

病
床

数
の

検
討

を
進

め
る

と
と

も
に

、

他
の
医
療
機
関
と
の
役
割

分
担

・
連

携
体

制
を

強
化

す
る

こ
と

で
、

県
立

病
院

の
持
つ

医
療

資
源

や
医

療
機

能
を

効
率

的
・

効
果

的
に

提
供
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し
、
地
域
に
お
け
る
医
療
提

供
体

制
の

維
持

・
向

上
を

図
る

こ
と

。

(
2
)
 
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ

ム
の

推
進

信
州
医
療
セ
ン
タ
ー
、
阿

南
病

院
及

び
木

曽
病

院
は

、
中

山
間

地
を

は
じ

め
と

す
る

保
健

・
医

療
・

介
護

等
の

サ
ー

ビ
ス

が
切

れ
目

な
く

提

供
さ
れ
る
よ
う
、
各
地
域
の

中
核

病
院

と
し

て
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
に

お
け

る
役

割
を

果
た

す
こ

と
。

阿
南
病
院
は
、
介
護
老
人

保
健

施
設

を
運

営
す

る
こ

と
で

、
ま

た
、

木
曽

病
院

は
、

介
護

老
人

保
健

施
設

の
運

営
を

行
う

と
と

も
に

、
介

護

医
療
院
を
運
営
す
る
こ
と
に

よ
り

介
護

サ
ー

ビ
ス

の
充

実
に

努
め

る
こ

と
。

こ
こ
ろ
の
医
療
セ
ン
タ
ー

駒
ヶ

根
は

、
デ

イ
ケ

ア
・

訪
問

看
護

を
充

実
さ

せ
る

こ
と

で
、

精
神

障
害

に
も

対
応

し
た

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ

ム
に
お
け
る
役
割
を
果
た
す

こ
と

。

こ
ど
も
病
院
は
、
県
内
各

地
域

の
参

考
と

な
る

小
児

在
宅

医
療

の
仕

組
み

づ
く

り
と

人
材

育
成

に
つ

い
て

、
関

係
機

関
と

連
携

し
て

取
り

組

む
こ
と
。

(
3
)
 
地
域
の
保
健
・
福
祉
関

係
機

関
等

と
の

連
携

の
推

進

病
院
機
構
は
、
市
町
村
、

保
健

福
祉

事
務

所
、

児
童

相
談

所
な

ど
の

関
係

機
関

や
Ｎ

Ｐ
Ｏ

な
ど

と
連

携
し

、
被

虐
待

児
へ

の
医

療
対

応
、

医

療
的
ケ
ア
児
、
母
子
保
健
、

予
防

医
療

、
検

診
啓

発
、

一
次

救
命

処
置

、
退

院
後

の
支

援
、

認
知

症
対

策
、

自
殺

対
策

、
健

康
寿

命
の

延
伸

に

資
す
る
活
動
等
に
取
り
組
む

こ
と

。

３
医
療
従
事
者
の
確
保
・
養
成

と
専

門
性

の
向

上

(
1
)
 
県
内
医
療
に
貢
献
す
る

医
師

の
確

保
・

養
成
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4
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

病
院
機
構
は
、
初
期
臨
床
研

修
医

及
び

専
攻

医
の

受
入

れ
・

養
成

に
積

極
的

に
取

り
組

む
と

と
も

に
、

初
期

臨
床

研
修

医
及

び
専

攻
医

に
と

っ
て
よ
り
魅
力
あ
る
研
修
プ
ロ

グ
ラ

ム
を

作
成

す
る

こ
と

。
今

後
医

療
需

要
が

見
込

ま
れ

る
総

合
診

療
医

等
の

養
成

に
つ

い
て

は
、

研
修

医
の

確
保
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、

信
州

医
師

確
保

総
合

支
援

セ
ン

タ
ー

の
分

室
と

し
て

の
役

割
を

最
大

限
発

揮
す

る
た

め
の

今
後

の
あ

り
方

に
つ

い
て
、
県
と
協
働
し
て
検
討
を

進
め

る
こ

と
。

信
州
医
療
セ
ン
タ
ー
は
、
基

幹
型

臨
床

研
修

病
院

と
し

て
、

医
師

の
育

成
拠

点
の

機
能

を
発

揮
す

る
こ

と
。

(
2
)
 
機
構
職
員
の
確
保
・
養
成

病
院
機
構
は
、
各
病
院
の
地

域
に

お
け

る
医

療
需

要
を

踏
ま

え
、

業
務

量
の

変
化

に
対

応
で

き
る

よ
う

医
療

人
材

を
確

保
す

る
こ

と
。

病
院
機
構
の
特
長
を
活
か
し

た
研

修
・

教
育

体
制

に
よ

り
、

全
職

員
の

知
識

・
技

術
の

向
上

を
図

る
と

と
も

に
、

認
定

資
格

の
取

得
を

促
す

な
ど
、
医
療
技
術
職
員
の
技
術

の
向

上
を

図
る

こ
と

。

ま
た
、
特
定
行
為
に
係
る
看

護
師

の
養

成
を

計
画

的
に

進
め

る
こ

と
。

(
3
)
 
県
内
医
療
技
術
者
の
技
術
水

準
向

上
へ

の
貢

献

病
院
機
構
は
、
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ

ン
教

育
を

活
用

し
た

研
修

の
実

施
、

医
療

関
係

教
育

機
関

な
ど

へ
職

員
を

講
師

と
し

て
派

遣
す

る
こ

と
や

実
習
生
の
受
入
れ
な
ど
に
よ
り

、
県

内
医

療
従

事
者

の
技

術
水

準
の

向
上

に
貢

献
す

る
こ

と
。

(
4
)
 
信
州
木
曽
看
護
専
門
学
校

の
運

営

専
任
教
員
の
確
保
に
努
め
、

地
域

医
療

を
担

う
看

護
師

を
養

成
す

る
こ

と
。

ま
た

、
学

校
の

特
色

や
魅

力
の

積
極

的
な

広
報

に
よ

り
、

学
生
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の
確
保
に
努
め
る
こ
と
。

４
医
療
の
質
の
向
上
に
関
す
る

こ
と

(
1
)
 
よ
り
安
全
で
信
頼
で
き

る
医

療
の

提
供

病
院
機
構
は
、
安
全
で
安

心
な

医
療

を
提

供
す

る
た

め
に

、
医

療
事

故
な

ど
を

防
止

す
る

た
め

の
医

療
安

全
対

策
を

徹
底

す
る

と
と

も
に

、

医
療
事
故
発
生
時
に
は
、
病

院
内

に
原

因
の

究
明

と
再

発
防

止
を

図
る

体
制

を
確

保
す

る
こ

と
。

ま
た

、
院

内
感

染
防

止
対

策
を

確
実

に
実

施

す
る
こ
と
。

(
2
)
 
医
療
等
サ
ー
ビ
ス
の
一

層
の

向
上

病
院
機
構
は
、
患
者
満
足

度
調

査
な

ど
に

よ
る

患
者

・
家

族
の

ニ
ー

ズ
の

把
握

や
、

臨
床

評
価

指
標

（
ク

リ
ニ

カ
ル

イ
ン

デ
ィ

ケ
ー

タ
ー

）

の
提
供
に
よ
り
、
病
棟
・
病

室
の

環
境

整
備

を
含

め
た

患
者

サ
ー

ビ
ス

の
向

上
を

図
る

こ
と

。

第
４
期
最
終
年
度
に
お
け

る
患

者
満

足
度

及
び

ク
リ

ニ
カ

ル
パ

ス
適

用
率

に
つ

い
て

、
第

３
期

最
終

年
度

を
上

回
る

よ
う

取
り

組
む

こ
と

。

(
3
)
 
医
療
Ｄ
Ｘ

各
病
院
は
、
国
が
進
め
る

医
療

Ｄ
Ｘ

へ
対

応
し

、
医

療
分

野
に

お
け

る
デ

ジ
タ

ル
技

術
を

活
用

す
る

こ
と

で
、

医
師

を
は

じ
め

と
す

る
医

療

従
事
者
の
負
担
軽
減
及
び
業

務
の

効
率

化
を

推
進

す
る

と
と

も
に

、
地

域
の

診
療

機
能

を
充

実
さ

せ
る

こ
と

。
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4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
4
)
 
信
州
大
学
等
と
の
連
携

病
院
機
構
は
、
信
州
大

学
医

学
部

附
属

病
院

に
お

け
る

協
力

型
臨

床
研

修
病

院
と
し

て
、

初
期

臨
床

研
修

医
の

受
入

れ
を

行
う

と
と

も
に

、

専
攻
医
の
受
入
れ
を
積
極

的
に

行
い

、
医

師
を

養
成

す
る

こ
と

。

ま
た
、
連
携
大
学
院
教

育
等

に
よ

り
、

専
門

性
の

高
い

医
師

及
び

医
療

従
事

者
の
養

成
を

行
う

こ
と

。

(
5
)
 
医
療
に
関
す
る
研
究
及
び

調
査

の
推

進

病
院
機
構
は
、
医
療
に

関
す

る
研

究
・

調
査

な
ど

に
取

り
組

み
、

新
た

な
医

療
技
術

と
医

療
水

準
の

向
上

に
貢

献
す

る
と

と
も

に
、

病
院

機

構
で
行
っ
て
い
る
取
組
、

研
究

・
調

査
の

成
果

な
ど

を
県

民
に

分
か

り
や

す
く

広
報
す

る
こ

と
。

第
３

業
務
運
営
の
改
善
及
び

効
率

化
に

関
す

る
事

項

病
院
機
構
は
、
柔
軟
性

・
自

律
性

・
迅

速
性

を
引

き
続

き
発

揮
し

、
医

療
環

境
の
変

化
等

へ
適

切
に

対
応

す
る

と
と

も
に

、
デ

ジ
タ

ル
技

術

も
活
用
し
た
業
務
運
営
の

改
善

・
効

率
化

に
努

め
る

こ
と

。

１
業
務
運
営
体
制
の
強
化

目
標
の
達
成
に
向
け
、
業

務
を

健
全

か
つ

効
率

的
に

運
営

す
る

た
め

の
内

部
統

制
シ
ス

テ
ム

の
構

築
と

本
部

機
能

の
強

化
に

取
り

組
む

こ
と

。

ま
た
、
医
療
機
能
や
病
院

規
模

に
応

じ
た

適
正

な
職

員
配

置
を

進
め

る
と

と
も

に
、
公

正
で

客
観

的
な

人
事

評
価

制
度

に
よ

る
的

確
な

組
織

・

人
事
運
営
を
行
う
こ
と
。
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２
経
営
人
材
の
育
成
・
確
保

病
院
経
営
能
力
を
備
え
た

人
材

の
育

成
・

確
保

に
努

め
る

こ
と

。

ま
た
、
診
療
報
酬
加
算
等

収
益

向
上

に
つ

な
げ

る
た

め
、

医
療

事
務

に
係

る
ス

ペ
シ
ャ

リ
ス

ト
の

育
成

体
制

構
築

や
、

確
保

に
努

め
る

こ
と

。

３
業
務
改
善
に
継
続
し
て
取

り
組

む
た

め
の

仕
組

み
づ

く
り

Ｄ
Ｐ
Ｃ
デ
ー
タ
や
経
営
状

況
を

共
有

す
る

シ
ス

テ
ム

等
に

よ
り

、
本

部
と

各
病

院
の
連

携
、

経
営

管
理

を
強

化
・

促
進

す
る

こ
と

。

ま
た
、
病
院
運
営
に
一
体

的
に

取
り

組
む

た
め

、
職

員
意

識
の

向
上

を
図

る
こ

と
。

４
働
き
方
改
革
へ
の
対
応

持
続
可
能
な
医
療
を
提
供

す
る

た
め

、
オ

ン
ラ

イ
ン

診
療

、
タ

ス
ク

・
シ

フ
ト

／
シ
ェ

ア
、

産
休

・
育

休
・

育
児

等
に

係
る

柔
軟

な
働

き
方

支

援
等
、
職
員
の
働
き
方
を
工

夫
す

る
こ

と
。

５
職
員
の
勤
務
環
境
の
向
上

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
に

取
り

組
む

と
と

も
に

、
ワ

ー
ク

ラ
イ

フ
バ

ラ
ン

ス
に

配
慮
し

た
働

き
や

す
い

職
場

環
境

づ
く

り
を

推
進

す
る

こ
と

。

ま
た
、
第
４
期
最
終
年
度

に
お

け
る

職
場

環
境

満
足

度
に

つ
い

て
、

第
３

期
最

終
年
度

を
上

回
る

よ
う

取
り

組
む

こ
と

。

第
４

財
務
内
容
の
改
善
に
関

す
る

事
項

病
院
機
構
は
、
経
営
基

盤
の

強
化

及
び

継
続

的
な

経
営

改
善

と
定

期
的

な
進

捗
管
理

・
見

直
し

に
取

り
組

む
こ

と
に

よ
り

、
資

金
収

支
の

均
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4
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

衡
を
考
慮
し
て
経
常
黒
字

を
確

保
し

、
持

続
的

か
つ

安
定

的
な

経
営

を
行

う
こ

と
。

な
お
、
県
は
、
病
院
機

構
の

中
期

計
画

に
予

定
さ

れ
る

運
営

費
負

担
金

を
適

正
に

負
担

す
る

。

１
経
常
黒
字
の
確
保

毎
年
度
経
常
収
支
を
改
善

し
、

中
期

目
標

期
間

中
の

早
期

に
単

年
度

で
経

常
黒

字
を

達
成

す
る

こ
と

。

部
門
や
診
療
科
ご
と
の
原

価
計

算
等

に
基

づ
く

経
営

改
善

方
策

を
立

て
、

実
行

す
る

こ
と

。

(
1
)
 
収
益
の
確
保

診
療
報
酬
制
度
に
適
切

に
対

応
す

る
こ

と
等

に
よ

る
収

益
確

保
を

図
る

と
と

も
に

、
未

収
金

の
発

生
防

止
及

び
早

期
回

収
に

努
め

る
こ

と
。

(
2
)
 
費
用
の
抑
制

診
療
材
料
・
医
薬
品
等

の
適

切
な

管
理

に
よ

る
コ

ス
ト

削
減

に
努

め
る

ほ
か

、
経

営
状

況
の

分
析

に
よ

る
費

用
対

効
果

の
改

善
に

向
け

て
取

り
組
む
こ
と
。

ま
た
、
今
後
の
人
口
減

少
や

医
療

ニ
ー

ズ
の

変
化

等
を

見
据

え
た

適
正

な
職

員
配

置
や

人
件

費
に

つ
い

て
検

討
し

、
第

４
期

最
終

年
度

に
お

け
る
職
員
給
与
費
対
医
業

収
益

比
率

に
つ

い
て

、
第

３
期

最
終

年
度

よ
り

著
し

く
改

善
さ

せ
る

こ
と

。

２
資
金
収
支
の
均
衡

毎
年
度
資
金
収
支
を
改
善

し
、

中
期

目
標

期
間

中
の

早
期

に
単

年
度

で
資

金
収

支
を

均
衡

さ
せ

る
こ

と
。

ま
た
、
投
資
・
財
政
計
画

を
策

定
す

る
と

と
も

に
収

益
に

見
合

っ
た

投
資

額
を

設
定

し
、

当
該

計
画

に
基

づ
い

た
投

資
判

断
を

行
う

体
制

を
構

築
す
る
こ
と
。
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第
５

そ
の
他
業
務
運
営
に
関
す

る
重

要
事

項

１
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
推
進

と
適

切
な

情
報

管
理

医
療
法
を
は
じ
め
と
す
る
関

係
法

令
を

遵
守

す
る

と
と

も
に

、
内

部
統

制
を

着
実

に
推

進
し

適
切

な
業

務
運

営
を

行
う

こ
と

。

ま
た
、
個
人
情
報
の
保
護
に

関
す

る
法

律
や

長
野

県
情

報
公

開
条

例
等

に
基

づ
き

、
適

切
な

情
報

管
理

と
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
対

策
を

講
じ

る

と
と
も
に
、
職
員
へ
の
周
知
を

徹
底

す
る

こ
と

。

医
療
の
提
供
に
支
障
を
及
ぼ

す
お

そ
れ

が
な

い
よ

う
、

サ
イ

バ
ー

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

確
保

の
た

め
の

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
こ

と
。

２
施
設
及
び
医
療
機
器
の
整
備

に
関

す
る

事
項

地
域
の
医
療
ニ
ー
ズ
、
費
用

対
効

果
、

将
来

の
収

支
見

通
し

、
投

資
・

財
政

計
画

等
を

踏
ま

え
投

資
を

最
適

化
し

、
施

設
と

医
療

機
器

の
効

果

的
な
整
備
を
行
う
こ
と
。

３
公
立
病
院
経
営
強
化
ガ
イ
ド

ラ
イ

ン
等

を
踏

ま
え

た
取

組

限
ら
れ
た
医
療
資
源
を
地
域

全
体

で
最

大
限

効
率

的
に

活
用

す
る

と
い

う
観

点
を

踏
ま

え
、

持
続

可
能

な
地

域
医

療
提

供
体

制
を

確
保

す
る

た

め
の
公
立
病
院
経
営
強
化
ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

及
び

長
野

県
保

健
医

療
計

画
に

沿
っ

た
取

組
を

推
進

す
る

こ
と

。

４
中
期
計
画
に
お
け
る
数
値
目

標
の

設
定

本
中
期
目
標
の
主
要
な
項
目

に
つ

い
て

、
公

立
病

院
経

営
強

化
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
及

び
病

院
機

構
の

令
和

５
年

度
業

務
実

績
報

告
等

の
指

標
を

踏

ま
え
、
中
期
計
画
に
お
い
て
数

値
目

標
を

設
定

す
る

こ
と

。
ま

た
、

当
該

目
標

の
達

成
に

向
け

Ｐ
Ｄ

Ｃ
Ａ

サ
イ

ク
ル

を
機

能
さ

せ
る

こ
と

。

　
　

 
第

1
4
号

 
 
地

方
独

立
行

政
法

人
長

野
県

立
病

院
機

構
第

４
期

中
期

目
標

の
制

定
に

つ
い

て
 
4
8
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地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
2
4
4
条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
長
野
県
山
岳
総
合
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

 
 
 
 
１

施
設

の
名

称
長
野
県
山
岳
総
合
セ
ン
タ
ー

 
 
　
２

指
定

管
理

者

(
1
)
名

称
一
般
社
団
法
人
長
野
県
山
岳
協
会
事
業
管
理

(
2
)
代

表
者

代
表
理
事
　
杉
　
田
　
浩
　
康

(
3
)
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
大
町
市
平
2
1
6
1
番
地
４

 
 
　
３

指
定

期
間

令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
1
2
年
３
月
3
1
日
ま
で

　　
  
第第

　　
11
55
　　

号号

指指
定定

管管
理理

者者
のの

指指
定定

にに
つつ

いい
てて

   

 
 
 
 
 
第

1
5
号

 
 
指

定
管

理
者

の
指

定
に

つ
い

て
4
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

― 49 ―



地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
2
4
4
条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
長
野
県
長
野
運
動
公
園
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

 
 
 
 
１

施
設

の
名

称
長
野
県
長
野
運
動
公
園

 
 
　
２

指
定

管
理

者

(
1
)
名

称
長
野
市

(
2
)
代

表
者

長
野
市
長
　
荻
　
原
　
健
　
司

(
3
)
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
長
野
市
大
字
鶴
賀
緑
町
1
6
1
3
番
地

 
 
　
３

指
定

期
間

令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
９
年
３
月
3
1
日
ま
で

　　
  
第第

　　
11
66
　　

号号

指指
定定

管管
理理

者者
のの

指指
定定

にに
つつ

いい
てて

   

 
 
 
 
 
第

1
6
号

 
 
指

定
管

理
者

の
指

定
に

つ
い

て
5
0
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地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
2
4
4
条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
長
野
県
営
上
田
野
球
場
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

 
 
 
 
１

施
設

の
名

称
長
野
県
営
上
田
野
球
場

 
 
　
２

指
定

管
理

者

(
1
)
名

称
上
田
市

(
2
)
代

表
者

上
田
市
長
　
土
　
屋
　
陽
　
一

(
3
)
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
上
田
市
大
手
一
丁
目
1
1
番
1
6
号

 
 
　
３

指
定

期
間

令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
９
年
３
月
3
1
日
ま
で

　　
  
第第

　　
11
77
　　

号号

指指
定定

管管
理理

者者
のの

指指
定定

にに
つつ

いい
てて

   

 
 
 
 
 
第

1
7
号

 
 
指

定
管

理
者

の
指

定
に

つ
い

て
5
1
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地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
2
4
4
条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
長
野
県
白
馬
ジ
ャ
ン
プ
競
技
場
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

 
 
 
 
１

施
設

の
名

称
長
野
県
白
馬
ジ
ャ
ン
プ
競
技
場

 
 
　
２

指
定

管
理

者

(
1
)
名

称
白
馬
村

(
2
)
代

表
者

白
馬
村
長
　
丸
　
山
　
俊
　
郎

(
3
)
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
北
安
曇
郡
白
馬
村
大
字
北
城
7
0
2
5
番
地

 
 
　
３

指
定

期
間

令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
1
2
年
３
月
3
1
日
ま
で

　　
  
第第

　　
11
88
　　

号号

指指
定定

管管
理理

者者
のの

指指
定定

にに
つつ

いい
てて

   

 
 
 
 
 
第

1
8
号

 
 
指

定
管

理
者

の
指

定
に

つ
い

て
5
2
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地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
2
4
4
条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
長
野
県
立
武
道
館
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

 
 
 
 
１

施
設

の
名

称
長
野
県
立
武
道
館

 
 
　
２

指
定

管
理

者

(
1
)
名

称
シ
ン
コ
ー
ス
ポ
ー
ツ
・
Ｎ
Ｔ
Ｔ
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
ー
ズ
共
同
事
業
体

(
2
)
代

表
者

シ
ン
コ
ー
ス
ポ
ー
ツ
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
石
　
崎
　
健
　
太

(
3
)
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
東
京
都
中
央
区
日
本
橋
堀
留
町
二
丁
目
１
番
１
号

 
 
　
３

指
定

期
間

令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
1
2
年
３
月
3
1
日
ま
で

　　
  
第第

　　
11
99
　　

号号

指指
定定

管管
理理

者者
のの

指指
定定

にに
つつ

いい
てて

   

 
 
 
 
 
第

1
9
号

 
 
指

定
管

理
者

の
指

定
に

つ
い

て
5
3
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排
水
機
場
改
修
工
事
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
請
負
契
約
を
締
結
す
る
。

１
工

事
名

２
工

事
場

所

３
契

約
金

額
７
億
4
,
4
3
5
万
9
,
0
0
0
円

４
契

約
保

証
金

7
,
4
4
3
万
5
,
9
0
0
円

５
工

期
着
 
 
手

 
 
令
和
６
年
1
1
月
長
野
県
議
会
定
例
会
議
決
の
日

完
 
 
成

 
 
令
和
８
年
1
0
月
2
8
日

６
契

約
方

法

７
請

負
人

住
所

氏
名

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
高
鼻
町
一
丁
目
4
7
番
地
１

　　
  
第第

　　
22
00
　　

号号

県県
営営

農農
村村

地地
域域

防防
災災

減減
災災

事事
業業

木木
島島

地地
区区

排排
水水

機機
場場

改改
修修

工工
事事

請請
負負

契契
約約

のの
締締

結結
にに

つつ
いい

てて

県
営
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
木
島
地
区
排
水
ポ
ン
プ
製
作
据
付
工
事

飯
山
市
大
字
木
島

一
般
競
争
入
札

　
　
株
式
会
社
電
業
社
機
械
製
作
所
関
東
支
店
　
支
店
長
　
專
　
能
　
哲
　
也

 
 
 
 
 
第

2
0
号

 
 
県

営
農

村
地

域
防

災
減

災
事

業
木

島
地

区
排

水
機

場
改

修
工

事
請

負
契

約
の

締
結

に
つ

い
て

5
4
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国
道
1
5
2
号
茅
野
市
塚
原
一
丁
目
地
籍
に
お
け
る
道
路
上
の
事
故
に
係
る
損
害
賠
償
請
求
事
件
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
和
解
す
る
も
の
と
す
る
。

１
事

件
名

長
野
地
方
裁
判
所
諏
訪
支
部
　
令
和
６
年
（
ワ
）
第
2
8
号
　
損
害
賠
償
請
求
事
件

２
当

事
者

 
 
 
 
 
 
(
1
)
 
原
　
告

 
　
 
茅
野
市
玉
川
1
4
5
9
番
地
５
フ
レ
グ
ラ
ン
ス
Ｋ
Ｅ
Ｎ
1
0
2
号
　
　
平
　
田
　
悠
　
貴

 
 
 
 
 
 
(
2
)
 
被
　
告

 
　
 
長
　
 
野
　
 
県

３
請

求
の

趣
旨

原
告
が
、
令
和
４
年
５
月
２
日
午
後
３
時
2
0
分
ご
ろ
、
道
路
上
の
穴
に
車
輪
を
落
と
し
損
害
を
受
け
た
事
故
は
、
道
路
管
理
者
の
責
任
に
よ
る
も

　
　
　
の
で
あ
る
か
ら
損
害
賠
償
を
求
め
る
。

４
和

解
の

方
法

裁
判
官
の
勧
告
に
基
づ
く
訴
訟
上
の
和
解

５
和

解
の

内
容

 
 
 
 
 
 
(
1
)
 
被
告
は
、
原
告
に
対
し
、
本
件
解
決
金
と
し
て
、
1
2
万
5
,
0
0
0
円
の
支
払
義
務
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。

　　
  
第第

　　
22
11
　　

号号

道道
路路

上上
のの

事事
故故

にに
よよ

るる
損損

害害
賠賠

償償
請請

求求
事事

件件
にに

係係
るる

和和
解解

にに
つつ

いい
てて

 
 
 
 
 
第

2
1
号

　
道

路
上

の
事

故
に

よ
る

損
害

賠
償

請
求

事
件

に
係

る
和

解
に

つ
い

て
 
5
5
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5
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
(
2
)
 
被
告
は
、
原
告
に
対
し
、
前
項
の
金
員
を
、
令
和
７
年
１
月
1
7
日
限
り
、
原
告
の
指
定
す
る
銀
行
口
座
に
振
り
込
む
方
法
に
よ
り
支
払
う
。
な
お
、

振
込
手
数
料
は
被
告
の
負
担
と
す
る
。

 
 
 
 
 
 
(
3
)
 
原
告
は
、
そ
の
余
の
請
求
を
放
棄
す
る
。

 
 
 
 
 
 
(
4
)
 
原
告
及
び
被
告
は
、
原
告
と
被
告
と
の
間
に
は
、
本
和
解
条
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
に
、
何
ら
の
債
権
債
務
が
な
い
こ
と
を
相
互
に
確
認
す
る
。

 
 
 
 
 
 
(
5
)
 
訴
訟
費
用
は
、
各
自
の
負
担
と
す
る
。
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道
路
改
築
工
事
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
請
負
契
約
を
締
結
す
る
。

１
工

事
名

国
庫
補
助
防
災
・
安
全
交
付
金
道
路
改
築
工
事

２
工

事
場

所
一
般
国
道
1
4
1
号
　
佐
久
市
か
ら
小
諸
市
　
浅
蓼
大
橋
２
工
区

３
契

約
金

額
５
億
7
,
7
1
4
万
8
,
0
0
0
円

４
契

約
保

証
金

5
,
7
7
1
万
4
,
8
0
0
円

５
工

期
着
 
 
手

 
 
令
和
６
年
1
1
月
長
野
県
議
会
定
例
会
議
決
の
日

完
 
 
成

 
 
令
和
８
年
６
月
2
5
日

６
契

約
方

法
一
般
競
争
入
札

７
請

負
人

住
所

氏
名

佐
久
市
望
月
3
0
番
地
１

　
　
株
式
会
社
竹
花
組
　
代
表
取
締
役
　
矢
　
野
　
健
太
郎

　　
  
第第

　　
22
22
　　

号号

一一
般般

国国
道道

11
44
11
号号

道道
路路

改改
築築

工工
事事

（（
浅浅

蓼蓼
大大

橋橋
２２

工工
区区

））
請請

負負
契契

約約
のの

締締
結結

にに
つつ

いい
てて

 
 
 
 
 
第

2
2
号

 
 
一

般
国

道
1
4
1
号

道
路

改
築

工
事

（
浅

蓼
大

橋
２

工
区

）
請

負
契

約
の

締
結

に
つ

い
て

5
7
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道
路
改
築
工
事
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
変
更
請
負
契
約
を
締
結
す
る
。

１
工

事
名

国
庫
補
助
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
道
路
改
築
工
事

２
工

事
場

所
主
要
地
方
道
長
野
菅
平
線
　
長
野
市
　
菅
平
下

３
変

更
契

約
金

額
７
億
2
,
3
0
7
万
4
,
0
0
0
円
（
変
更
前
契
約
金
額
　
７
億
4
,
9
3
5
万
3
,
0
0
0
円
）

４
契

約
保

証
金

7
,
4
9
3
万
5
,
3
0
0
円

５
工

期
着
 
 
手

 
 
令
和
６
年
1
1
月
長
野
県
議
会
定
例
会
議
決
の
日

完
 
 
成

 
 
令
和
７
年
３
月
2
8
日

６
契

約
方

法
随
意
契
約

７
請

負
人

住
所

氏
名

長
野
市
大
字
鶴
賀
南
千
歳
町
8
7
8
番
地

 
 
 
 
株
式
会
社
守
谷
商
会
　
代
表
取
締
役
　
伊
　
藤
　
由
郁
紀

　　
  
第第

　　
22
33
　　

号号

主主
要要

地地
方方

道道
長長

野野
菅菅

平平
線線

道道
路路

改改
築築

工工
事事

（（
菅菅

平平
下下

））
変変

更更
請請

負負
契契

約約
のの

締締
結結

にに
つつ

いい
てて

 
 
 
 
 
第

2
3
号

 
 
主

要
地

方
道

長
野

菅
平

線
道

路
改

築
工

事
（

菅
平

下
）

変
更

請
負

契
約

の
締

結
に

つ
い

て
5
8
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道
路
改
築
工
事
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
変
更
請
負
契
約
を
締
結
す
る
。

１
工

事
名

国
庫
補
助
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
道
路
改
築
工
事

２
工

事
場

所
一
般
県
道
市
ノ
沢
山
吹
停
車
場
線
　
下
伊
那
郡
豊
丘
村
　
新
万
年
橋

３
変

更
契

約
金

額
1
0
億
6
,
3
1
1
万
7
,
0
0
0
円
（
変
更
前
契
約
金
額
　
９
億
3
,
5
0
0
万
円
）

４
契

約
保

証
金

１
億
6
3
1
万
1
,
7
0
0
円
（
変
更
前
　
9
,
3
5
0
万
円
）

５
工

期
着
 
 
手

 
 
令
和
６
年
1
1
月
長
野
県
議
会
定
例
会
議
決
の
日

完
 
 
成

 
 
令
和
８
年
１
月
1
3
日

６
契

約
方

法
随
意
契
約

７
請

負
人

住
所

氏
名

長
野
市
松
岡
二
丁
目
６
番
1
8
号

　
　
ト
ラ
イ
ア
ン
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
松
　
橋
　
達
　
生

　　
  
第第

　　
22
44
　　

号号

一一
般般

県県
道道

市市
ノノ

沢沢
山山

吹吹
停停

車車
場場

線線
道道

路路
改改

築築
工工

事事
（（

新新
万万

年年
橋橋

））
変変

更更
請請

負負
契契

約約
のの

締締
結結

にに
つつ

いい
てて

 
 
 
 
 
第

2
4
号

 
 
一

般
県

道
市

ノ
沢

山
吹

停
車

場
線

道
路

改
築

工
事

（
新

万
年

橋
）

変
更

請
負

契
約

の
締

結
に

つ
い

て
5
9
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河
川
改
修
工
事
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
変
更
請
負
契
約
を
締
結
す
る
。

１
工

事
名

国
庫
補
助
河
川
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
工
事

２
工

事
場

所
一
級
河
川
諏
訪
湖
　
岡
谷
市
　
釜
口
水
門

３
変

更
契

約
金

額
６
億
3
,
6
2
4
万
円
（
変
更
前
契
約
金
額
　
５
億
5
,
9
9
0
万
円
）

４
契

約
保

証
金

6
,
3
6
2
万
4
,
0
0
0
円
（
変
更
前
　
5
,
5
9
9
万
円
）

５
工

期
着
 
 
手

 
 
令
和
６
年
1
1
月
長
野
県
議
会
定
例
会
議
決
の
日

完
 
 
成

 
 
令
和
７
年
７
月
3
1
日
（
変
更
前
　
令
和
７
年
３
月
2
7
日
）

６
契

約
方

法
随
意
契
約

７
請

負
人

住
所

氏
名

愛
知
県
名
古
屋
市
西
区
菊
井
二
丁
目
2
0
番
1
9
号

　
　
豊
国
工
業
株
式
会
社
中
部
支
店
　
支
店
長
　
宮
　
重
　
　
　
徹

　　
  
第第

　　
22
55
　　

号号

一一
級級

河河
川川

諏諏
訪訪

湖湖
河河

川川
改改

修修
工工

事事
（（

釜釜
口口

水水
門門

））
変変

更更
請請

負負
契契

約約
のの

締締
結結

にに
つつ

いい
てて

 
 
 
 
 
第

2
5
号

 
 
一

級
河

川
諏

訪
湖

河
川

改
修

工
事

（
釜

口
水

門
）

変
更

請
負

契
約

の
締

結
に

つ
い

て
6
0
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河
川
改
修
工
事
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
変
更
請
負
契
約
を
締
結
す
る
。

１
工

事
名

国
庫
補
助
大
規
模
特
定
河
川
工
事

２
工

事
場

所
一
級
河
川
黒
沢
川
　
安
曇
野
市
　
黒
沢

３
変

更
契

約
金

額
2
0
億
7
,
5
5
1
万
3
,
0
0
0
円
（
変
更
前
契
約
金
額
　
1
9
億
7
,
4
8
9
万
6
,
0
0
0
円
）

４
契

約
保

証
金

２
億
7
5
5
万
1
,
3
0
0
円
（
変
更
前
　
１
億
9
,
7
4
8
万
9
,
6
0
0
円
）

５
工

期
着
 
 
手

 
 
令
和
６
年
1
1
月
長
野
県
議
会
定
例
会
議
決
の
日

完
 
 
成

 
 
令
和
８
年
３
月
3
1
日

６
契

約
方

法
随
意
契
約

７
請

負
人

住
所

氏
名

松
本
市
大
字
島
立
6
3
5
番
地
１

　
　
松
本
土
建
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
大
　
池
　
太
　
士

　　
  
第第

　　
22
66
　　

号号

一一
級級

河河
川川

黒黒
沢沢

川川
河河

川川
改改

修修
工工

事事
（（

調調
節節

池池
整整

備備
））

変変
更更

請請
負負

契契
約約

のの
締締

結結
にに

つつ
いい

てて

 
 
 
 
 
第

2
6
号

 
 
一

級
河

川
黒

沢
川

河
川

改
修

工
事

（
調

節
池

整
備

）
変

更
請

負
契

約
の

締
結

に
つ

い
て

6
1
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県
営
住
宅
常
盤
上
一
団
地
３
号
棟
建
築
工
事
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
変
更
請
負
契
約
を
締
結
す
る
。

１
工

事
名

県
営
住
宅
常
盤
上
一
団
地
３
号
棟
建
築
工
事

２
工

事
場

所
大
町
市
常
盤

３
変

更
契

約
金

額
６
億
7
,
1
7
3
万
7
,
0
0
0
円
（
変
更
前
契
約
金
額
　
６
億
6
,
0
0
0
万
円
）

４
契

約
保

証
金

6
,
7
1
7
万
3
,
7
0
0
円
（
変
更
前
　
6
,
6
0
0
万
円
）

５
工

期
着
 
 
手

 
 
令
和
６
年
1
1
月
長
野
県
議
会
定
例
会
議
決
の
日

完
 
 
成

 
 
令
和
７
年
３
月
2
4
日
（
変
更
前
　
令
和
７
年
２
月
７
日
）

６
契

約
方

法
随
意
契
約

７
請

負
人

住
所

氏
名

長
野
市
大
字
鶴
賀
南
千
歳
町
8
7
8
番
地

　
　
株
式
会
社
守
谷
商
会
　
代
表
取
締
役
　
伊
　
藤
　
由
郁
紀

　　
  
第第

　　
22
77
　　

号号

県県
営営

住住
宅宅

常常
盤盤

上上
一一

団団
地地

３３
号号

棟棟
建建

築築
工工

事事
変変

更更
請請

負負
契契

約約
のの

締締
結結

にに
つつ

いい
てて

 
 
 
 
 
第

2
7
号

 
 
県

営
住

宅
常

盤
上

一
団

地
３

号
棟

建
築

工
事

変
更

請
負

契
約

の
締

結
に

つ
い

て
6
2
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小
諸
義
塾
高
等
学
校
（
仮
称
）
新
棟
ほ
か
建
築
工
事
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
請
負
契
約
を
締
結
す
る
。

１
工

事
名

２
工

事
場

所

３
契

約
金

額
2
1
億
8
,
2
6
2
万
円

４
契

約
保

証
金

２
億
1
,
8
2
6
万
2
,
0
0
0
円

５
工

期
着
 
 
手

 
 
令
和
６
年
1
1
月
長
野
県
議
会
定
例
会
議
決
の
日

完
 
 
成

 
 
令
和
８
年
３
月
1
0
日

６
契

約
方

法

７
請

負
人

住
所

氏
名

岡
谷
市
幸
町
６
番
６
号

　　
  
第第

　　
22
88
　　

号号

小小
諸諸

義義
塾塾

高高
等等

学学
校校

（（
仮仮

称称
））

新新
棟棟

ほほ
かか

建建
築築

工工
事事

請請
負負

契契
約約

のの
締締

結結
にに

つつ
いい

てて

小
諸
義
塾
高
校
（
仮
称
）
新
棟
ほ
か
建
築
工
事

小
諸
市
田
町

一
般
競
争
入
札

　
　
株
式
会
社
岡
谷
組
　
代
表
取
締
役
　
野
　
口
　
行
　
敏

 
 
 
 
 
第

2
8
号

 
 
小

諸
義

塾
高

等
学

校
（

仮
称

）
新

棟
ほ

か
建

築
工

事
請

負
契

約
の

締
結

に
つ

い
て

6
3
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小
諸
義
塾
高
等
学
校
（
仮
称
）
大
体
育
館
ほ
か
建
設
工
事
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
請
負
契
約
を
締
結
す
る
。

１
工

事
名

２
工

事
場

所

３
契

約
金

額
1
1
億
2
,
2
0
0
万
円

４
契

約
保

証
金

１
億
1
,
2
2
0
万
円

５
工

期
着
 
 
手

 
 
令
和
６
年
1
1
月
長
野
県
議
会
定
例
会
議
決
の
日

完
 
 
成

 
 
令
和
８
年
３
月
1
0
日

６
契

約
方

法

７
請

負
人

住
所

氏
名

南
佐
久
郡
小
海
町
大
字
小
海
4
3
9
9
番
地
１

　　
  
第第

　　
22
99
　　

号号

小小
諸諸

義義
塾塾

高高
等等

学学
校校

（（
仮仮

称称
））

大大
体体

育育
館館

ほほ
かか

建建
設設

工工
事事

請請
負負

契契
約約

のの
締締

結結
にに

つつ
いい

てて

小
諸
義
塾
高
校
（
仮
称
）
大
体
育
館
ほ
か
建
設
工
事

小
諸
市
田
町

一
般
競
争
入
札

　
　
株
式
会
社
新
津
組
　
代
表
取
締
役
　
新
　
津
　
　
　
悟
　

 
 
 
 
 
第

2
9
号

 
 
小

諸
義

塾
高

等
学

校
（

仮
称

）
大

体
育

館
ほ

か
建

設
工

事
請

負
契

約
の

締
結

に
つ

い
て

6
4
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り
専
決
処
分
し
た
か
ら
報
告
し
ま
す
。

１ ２ ３ ４ ５

 
損
害
賠
償
者
は
、
損
害
賠
償
請
求
者
に
対
し
、
損
害
賠
償
と
し
て
別
表
記
載
の
金
額
を
支
払
い
、
損
害
賠
償
請
求
者
は
、
損
害
賠
償
者
に
対
し
、
そ
の

 
交
通
事
故
は
、
損
害
賠
償
者
側
の
責
任
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
損
害
賠
償
を
求
め
る
。

 
解
 
決
 
の
 
方
 
法

 
当
事
者
間
に
お
い
て
示
談
に
よ
る
和
解

 
和
 
解
 
の
 
内
 
容

 
 
(
1
)
 
損
害
賠
償
請
求
者

 
 
 
 
 
 
 
 
別
表
の
と
お
り

 
 
(
2
)
 
損
 
害
 
賠
 
償
 
者

 
 
 
 
 
 
 
 
長
　
　
野
　
　
県

 
請
 
求
 
の
 
趣
 
旨

報報
  
第第

  
１１

  
号号

交交
通通

事事
故故

にに
係係

るる
損損

害害
賠賠

償償
のの

専専
決決

処処
分分

報報
告告

交
通
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
の
請
求
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
1
8
0
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
６
年
1
1
月
８
日
次
の
と
お

 
事
 
故
 
の
 
内
 
容

 
別
表
の
と
お
り

 
当
 
 
　
事
 
 
　
者

　
　

 
報

第
１

号
　

交
通

事
故

に
係

る
損

害
賠

償
の

専
決

処
分

報
告

 
6
5
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6
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
余
の
請
求
は
一
切
し
な
い
。

 
（
別
表
）

　
　
　
　
 
損
 
 
害
 
 
賠
 
 
償
 
 
請
 
 
求
 
 
者

公
務

に
使

用
中

の
伊

那
警

察
署

の
普

通
乗

用
自

動
車

が
、

令
和

６
年

９
月

1
8
日

午
後

５
時

4
0
分

ご
ろ

、
上

伊
那

郡
辰

野
町

の
駐

車
場

内
に

お
い

て
、

損
害
賠
償
請
求
者
管
理
の
建
物
に
衝
突
し
、
損
害
を
与
え
た
。

駒
ヶ
根
市
赤
穂
1
2
9
8
番
地
２

株
式
会
社
サ
ン
ポ

ー
　
代
表
取
締
役

永
　
田
　
裕
　
志

3
8
,
5
0
0
円

公
務

に
使

用
中

の
伊

那
警

察
署

の
普

通
乗

用
自

動
車

が
、

令
和

６
年

８
月

1
9
日

午
前

1
0
時

５
分

ご
ろ

、
上

伊
那

郡
箕

輪
町

の
駐

車
場

内
に

お
い

て
、

損
害

賠
償

請
求

者
使

用
の

普
通

貨
物

自
動

車
に

衝
突

し
、

同
車

に
損

害
を

与
え

た
。

上
伊
那
郡
箕
輪
町
大
字
中
箕
輪

1
0
4
8
番
地
４

大
　
澤
　
　
　
篤

3
6
6
,
1
2
4
円

公
務

に
使

用
中

の
警

察
本

部
警

務
部

教
養

課
の

普
通

乗
用

自
動

車
が

、
令

和
６

年
８

月
1
6
日

午
前

７
時

5
5
分

ご
ろ

、
小

諸
市

の
中

部
横

断
自

動
車

道
上

を
走

行
中

に
自

動
車

部
品

を
落

下
さ

せ
、

こ
れ

に
損

害
賠

償
請

求
者

所
有

の
普
通
乗
用
自
動
車
が
衝
突
し
、
同
車
に
損
害
を
与
え
た
。

群
馬
県
沼
田
市
白
沢
町
上
古
語

父
3
1
9
番
地
3
6

黒
　
岩
　
恵
　
三

1
8
3
,
5
3
5
円

事
　
　
故
　
　
の
　
　
内
　
　
容

損
害
賠
償
金

令
和

６
年

７
月

2
6
日

午
後

７
時

3
5
分

ご
ろ

、
長

野
市

の
駐

車
場

内
に

お
い

て
、

長
野

南
警

察
署

職
員

が
開

け
た

普
通

乗
用

自
動

車
の

ド
ア

が
、

損
害

賠
償
請
求
者
所
有
の
普
通
乗
用
自
動
車
に
接
触
し
、
同
車
に
損
害
を
与
え
た
。

長
野
市
川
中
島
町
四
ツ
屋
7
9
4

番
地
２

石
　
坂
　
　
　
平

2
2
5
,
4
6
7
円

― 66 ―



日
次
の
と
お
り
専
決
処
分
し
た
か
ら
報
告
し
ま
す
。

１ ２ ３ ４ ５

 
請
 
求
 
の
 
趣
 
旨

 
当
該
事
故
は
、
損
害
賠
償
者
側
の
責
任
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
損
害
賠
償
を
求
め
る
。

 
解
 
決
 
の
 
方
 
法

 
当
事
者
間
に
お
い
て
示
談
に
よ
る
和
解

 
和
 
解
 
の
 
内
 
容

 
当
 
 
　
事
 
 
　
者

 
 
(
1
)
 
損
害
賠
償
請
求
者

　
　
　
　
上
田
市
常
入
一
丁
目
1
1
番
1
0
号
　
ブ
ラ
ン
ニ
ュ
ー
シ
テ
ィ
Ｆ
棟
3
0
0
2
号
　
　
松
　
本
　
季
　
良

 
 
(
2
)
 
損
 
害
 
賠
 
償
 
者

 
 
 
 
 
 
 
 
長
　
　
野
　
　
県

報報
  
第第

  
２２

  
号号

証証
拠拠

物物
保保

管管
中中

のの
事事

故故
にに

係係
るる

損損
害害

賠賠
償償

のの
専専

決決
処処

分分
報報

告告

証
拠
物
保
管
中
の
事
故
に
係
る
損
害
賠
償
の
請
求
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
1
8
0
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
６
年
1
1
月
８

 
事
 
故
 
の
 
内
 
容

 
令
和
６
年
1
0
月
1
0
日
午
後
１
時
4
5
分
ご
ろ
、
上
田
警
察
署
の
車
庫
内
に
お
い
て
、
同
署
職
員
が
、
証
拠
物
と
し
て
保
管
し
て
い
た
損
害
賠
償
請
求
者

使
用
の
車
両
に
ベ
ニ
ヤ
板
を
接
触
さ
せ
、
同
車
に
損
害
を
与
え
た
。

　
　

 
報

第
２

号
　

証
拠

物
保

管
中

の
事

故
に

係
る

損
害

賠
償

の
専

決
処

分
報

告
 
6
7
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6
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
求
は
一
切
し
な
い
。

　
損
害
賠
償
者
は
、
損
害
賠
償
請
求
者
に
対
し
、
損
害
賠
償
と
し
て
8
0
,
2
5
6
円
を
支
払
い
、
損
害
賠
償
請
求
者
は
、
損
害
賠
償
者
に
対
し
、
そ
の
余
の
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り
専
決
処
分
し
た
か
ら
報
告
し
ま
す
。

１ ２ ３ ４ ５

 
損
害
賠
償
者
は
、
損
害
賠
償
請
求
者
に
対
し
、
損
害
賠
償
と
し
て
別
表
記
載
の
金
額
を
支
払
い
、
損
害
賠
償
請
求
者
は
、
損
害
賠
償
者
に
対
し
、
そ
の

 
交
通
事
故
は
、
損
害
賠
償
者
側
の
責
任
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
損
害
賠
償
を
求
め
る
。

 
解
 
決
 
の
 
方
 
法

 
当
事
者
間
に
お
い
て
示
談
に
よ
る
和
解

 
和
 
解
 
の
 
内
 
容

 
 
(
1
)
 
損
害
賠
償
請
求
者

 
 
 
 
 
 
 
 
別
表
の
と
お
り

 
 
(
2
)
 
損
 
害
 
賠
 
償
 
者

 
 
 
 
 
 
 
 
長
　
　
野
　
　
県

 
請
 
求
 
の
 
趣
 
旨

報報
  
第第

  
３３

  
号号

交交
通通

事事
故故

にに
係係

るる
損損

害害
賠賠

償償
のの

専専
決決

処処
分分

報報
告告

交
通
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
の
請
求
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
1
8
0
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
６
年
1
1
月
1
1
日
次
の
と
お

 
事
 
故
 
の
 
内
 
容

 
別
表
の
と
お
り

 
当
 
 
　
事
 
 
　
者

　
　

 
報

第
３

号
　

交
通

事
故

に
係

る
損

害
賠

償
の

専
決

処
分

報
告

 
6
9
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7
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
余
の
請
求
は
一
切
し
な
い
。

 
（
別
表
）

　
　
　
　
 
損
 
 
害
 
 
賠
 
 
償
 
 
請
 
 
求
 
 
者

公
務

に
使

用
中

の
長

野
建

設
事

務
所

の
普

通
乗

用
自

動
車

が
、

令
和

６
年

５
月

3
1
日

午
後

４
時

3
5
分

ご
ろ

、
長

野
市

の
国

道
上

に
お

い
て

、
損

害
賠

償
請
求
者
所
有
の
普
通
乗
用
自
動
車
に
衝
突
し
、
損
害
を
与
え
た
。

長
野
市
平
林
一
丁
目
1
3
番
3
4
号

八
　
田
　
英
　
貴

1
0
0
,
8
2
6
円

事
　
　
故
　
　
の
　
　
内
　
　
容

損
害
賠
償
金

公
務

に
使

用
中

の
飯

田
建

設
事

務
所

の
普

通
乗

用
自

動
車

が
、

令
和

６
年

３
月

５
日

午
後

８
時

2
5
分

ご
ろ

、
飯

田
市

の
駐

車
場

内
に

お
い

て
、

損
害

賠
償
請
求
者
運
転
の
小
型
乗
用
自
動
車
に
衝
突
し
、
損
害
を
与
え
た
。

安
曇
野
市
穂
高
有
明
5
1
1
5
番
地

6
3

胡
　
桃
　
邦
　
年

2
1
4
,
7
0
9
円
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と
お
り
専
決
処
分
し
た
か
ら
報
告
し
ま
す
。

１ ２ ３ ４ ５

 
損
害
賠
償
者
は
、
損
害
賠
償
請
求
者
に
対
し
、
損
害
賠
償
と
し
て
別
表
記
載
の
金
額
を
支
払
い
、
損
害
賠
償
請
求
者
は
、
損
害
賠
償
者
に
対
し
、
そ
の

報報
  
第第

  
４４

  
号号

道道
路路

上上
のの

事事
故故

にに
係係

るる
損損

害害
賠賠

償償
のの

専専
決決

処処
分分

報報
告告

道
路
上
の
事
故
に
係
る
損
害
賠
償
の
請
求
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
1
8
0
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
６
年
1
1
月
1
1
日
次
の

 
事
 
故
 
の
 
内
 
容

 
別
表
の
と
お
り

 
当
 
 
　
事
 
 
　
者

 
別
表
記
載
の
事
故
は
、
道
路
管
理
者
の
責
任
で
あ
る
か
ら
損
害
賠
償
を
求
め
る
。

 
解
 
決
 
の
 
方
 
法

 
当
事
者
間
に
お
い
て
示
談
に
よ
る
和
解

 
和
 
解
 
の
 
内
 
容

 
 
(
1
)
 
損
害
賠
償
請
求
者

 
 
 
 
 
 
 
 
別
表
の
と
お
り

 
 
(
2
)
 
損
 
害
 
賠
 
償
 
者

 
 
 
 
 
 
 
 
長
　
　
野
　
　
県

 
請
 
求
 
の
 
趣
 
旨

　
　

 
報

第
４

号
　

道
路

上
の

事
故

に
係

る
損

害
賠

償
の

専
決

処
分

報
告

 
7
1
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7
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
余
の
請
求
は
一
切
し
な
い
。

 
（
別
表
）

　
　
　
　
 
損
 
 
害
 
 
賠
 
 
償
 
 
請
 
 
求
 
 
者

事
　
　
故
　
　
の
　
　
内
　
　
容

損
害
賠
償
金

令
和

５
年

３
月

1
2
日

午
後

６
時

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

運
転

の
普

通
貨

物
自

動
車
が

、
一

般
国

道
4
0
6
号
の

須
坂

市
大

字
仁

礼
地

籍
を

走
行

中
、

道
路

上
の
穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

須
坂
市
墨
坂
一
丁
目
６
番
2
7
号

フ
レ
グ
ラ
ン
ス
八
幡
Ｓ
棟
1
0
2

号
小
　
坂
　
泰
　
斗

1
2
6
,
4
4
5
円

令
和

５
年

４
月

2
8
日

午
前

1
1
時

５
分

ご
ろ

、
東

京
都

世
田

谷
区

成
城

五
丁

目
1
5
番

1
0
号

鎭
目
令

子
所

有
の

普
通

乗
用

自
動

車
が

、
一

般
国

道
1
5
2
号
の

茅
野

市
北

山
地

籍
を

走
行

中
、

道
路

上
に

あ
っ

た
落

石
に

よ
り

、
当

該
車

両
を
損
傷
し
た
。

Ａ
Ｉ

Ｇ
損

害
保

険
株

式
会

社
は

、
鎭

目
令

子
と

の
保

険
契

約
に

基
づ

き
、

自
動
車
修
理
費
用
全
額
を
支
払
っ
た
。

東
京
都
墨
田
区
錦
糸
一
丁
目
２

番
４
号
ア
ル
カ
ウ
エ
ス
ト
1
7
階

Ａ
Ｉ
Ｇ
損
害
保
険

株
式
会
社
首
都
圏

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ

ー
　
第
三
課
長

朝
　
日
　
　
　
栄

5
6
1
,
0
0
0
円

令
和

５
年

５
月

８
日

午
後

８
時

3
0
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

所
有

の
軽

乗
用

自
動

車
が

、
県

道
長

野
信

濃
線

の
上

水
内

郡
信

濃
町

大
字

平
岡

地
籍

を
走
行
中
、
道
路
上
の
穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

長
野
市
豊
野
町
豊
野
9
4
3
番
地

齊
　
藤
　
大
　
三

1
7
,
7
1
0
円

令
和

５
年

５
月

1
0
日

午
後

５
時

3
0
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

所
有

の
軽

乗
用

自
動

車
が

、
県

道
栃

原
北

郷
信

濃
線

の
上

水
内

郡
飯

綱
町

大
字

川
上

地
籍
を
走
行
中
、
道
路
上
の
穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

上
水
内
郡
飯
綱
町
大
字
高
坂

1
2
7
7
番
地
2
7

藤
　
井
　
郁
　
郎

8
,
3
1
6
円

令
和

５
年

６
月

1
1
日

午
後

２
時

3
0
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

所
有

の
軽

乗
用

自
動

車
が

、
県

道
飯

山
妙

高
高

原
線

の
上

水
内

郡
信

濃
町

古
海

地
籍

を
走
行
中
、
道
路
上
の
穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

飯
山
市
大
字
静
間
7
1
2
番
地
３

丸
　
山
　
徳
　
義

5
,
7
2
0
円

令
和

５
年

５
月

3
0
日

午
後

４
時

3
0
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

所
有

の
軽

貨
物

自
動

車
が

、
県

道
長

野
信

濃
線

の
上

水
内

郡
信

濃
町

大
字

平
岡

地
籍

を
走
行
中
、
道
路
上
の
穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

長
野
市
青
木
島
町
綱
島
7
7
6
番

地
5
4

大
　
月
　
康
　
平

4
,
9
9
7
円
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令
和

５
年

７
月

１
日

午
後

９
時

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

所
有

の
小

型
乗

用
自

動
車

が
、

県
道

戸
隠

篠
ノ

井
線

の
長

野
市

篠
ノ

井
布

施
高

田
地

籍
を

走
行
中
、
道
路
上
の
穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

東
京
都
小
平
市
学
園
西
町
二
丁

目
５
番
3
4
号
も
く
れ
ん
館
2
0
3

号
滝
　
澤
　
大
　
樹

1
7
,
6
0
4
円

令
和

５
年

1
0
月

1
8
日

午
前

７
時

1
0
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

使
用

の
普

通
乗

用
自
動

車
が

、
一

般
国

道
1
5
8
号
の

松
本

市
安

曇
地

籍
を

走
行

中
、

道
路

法
面
か
ら
の
落
石
に
よ
り
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

松
本
市
奈
川
1
1
9
9
番
地
１

奥
　
原
　
喜
　
照

7
,
7
0
0
円

令
和

５
年

1
0
月

2
8
日

午
前

1
0
時

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

運
転

の
普

通
乗

用
自

動
車

が
、

県
道

伊
那

辰
野

停
車

場
線

の
上

伊
那

郡
箕

輪
町

大
字

東
箕

輪
地
籍
を
走
行
中
、
道
路
上
の
段
差
に
よ
り
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

上
伊
那
郡
箕
輪
町
大
字
東
箕
輪

4
1
5
6
番
地
３

漆
　
戸
　
健
　
治

1
3
,
2
0
0
円

令
和

５
年

1
1
月

1
0
日

午
後

４
時

5
0
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

運
転

の
普

通
貨

物
自

動
車

が
、

県
道

梓
山

海
ノ

口
線

の
南

佐
久

郡
川

上
村

大
字

御
所

平
地

籍
を

走
行

中
、

側
溝

の
グ

レ
ー

チ
ン

グ
が

跳
ね

上
が

り
、

当
該

車
両

を
損

傷
し
た
。

南
佐
久
郡
小
海
町
大
字
千
代
里

2
9
4
4
番
地
１

ヤ
マ
ト
運
輸
株
式

会
社
小
海
営
業
所

所
長

北
　
村
　
昇
　
大

1
2
5
,
5
9
2
円

令
和

５
年

1
1
月

1
1
日

午
後

１
時

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

運
転

の
普

通
乗

用
自

動
車
が

、
一

般
国

道
2
5
4
号
の

松
本

市
三

才
山

地
籍

を
走

行
中

、
道

路
上

の
穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

小
諸
市
南
町
二
丁
目
５
番
２
号

赤
　
城
　
和
　
樹

1
2
0
,
9
9
3
円

令
和

５
年

1
1
月

2
0
日

午
前

６
時

4
0
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

運
転

の
軽

乗
用

自
動

車
が

、
県

道
伊

那
生

田
飯

田
線

の
駒

ヶ
根

市
中

沢
地

籍
を

走
行

中
、
道
路
上
に
あ
っ
た
落
石
に
よ
り
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

駒
ヶ
根
市
東
伊
那
6
0
8
6
番
地
１

荒
　
井
　
啓
　
明

2
5
,
1
4
6
円

令
和

５
年

1
2
月

1
2
日

午
前

1
1
時

1
0
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

所
有

の
軽

乗
用

自
動
車

が
、

一
般

国
道

1
4
3
号

の
安

曇
野

市
豊

科
田

沢
地

籍
を

走
行

中
、

道
路
法
面
か
ら
の
倒
木
に
よ
り
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

塩
尻
市
大
字
洗
馬
1
1
5
3
番
地

伊
　
藤
　
治
　
郎

4
6
1
,
0
0
0
円
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損
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7
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令
和

５
年

1
2
月

1
7
日

午
前

６
時

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

運
転

の
小

型
乗

用
自

動
車
が

、
一

般
国

道
1
5
3
号
の

上
伊

那
郡

飯
島

町
本

郷
地

籍
を

走
行

中
、

道
路
上
に
あ
っ
た
倒
木
に
よ
り
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

下
伊
那
郡
豊
丘
村
大
字
神
稲

4
2
6
2
番
地
村
営
住
宅
中
学
上
Ｃ

青
　
塚
　
理
　
絵

1
1
1
,
5
0
0
円

令
和

６
年

１
月

1
2
日

午
前

９
時

2
0
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

所
有

の
軽

貨
物

自
動

車
が

、
県

道
平

田
新

橋
線

の
松

本
市

平
田

東
地

籍
を

走
行

中
、

道
路
上
の
穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

安
曇
野
市
三
郷
温
8
6
5
番
地
１

山
　
下
　
　
　
淳

3
,
6
0
0
円

令
和

６
年

１
月

2
0
日

午
後

８
時

4
5
分

ご
ろ

、
千

曲
市

大
字

桑
原

2
2
3
1
番

地
緑

川
誠

所
有

の
普

通
乗

用
自

動
車

が
、

一
般

国
道

2
5
4
号

の
上

田
市

鹿
教

湯
温

泉
地

籍
を

走
行

中
、

道
路

上
の

穴
に

車
輪

を
落

と
し

、
当

該
車

両
を

損
傷

し
た
。 東

京
海

上
日

動
火

災
保

険
株

式
会

社
は

、
緑

川
誠

と
の

保
険

契
約

に
基

づ
き

、
自

動
車

修
理

費
用

全
額

、
車

両
牽

引
費

用
全

額
及

び
代

車
費

用
全

額
を

支
払
っ
た
。

長
野
市
大
字
南
長
野
南
県
町

1
0
8
1
番
地
長
野
東
京
海
上
日
動

ビ
ル
８
階

東
京
海
上
日
動
火

災
保
険
株
式
会
社

長
野
支
店
　
長
野

損
害
サ
ー
ビ
ス
課

長 大
　
住
　
　
　
航

4
0
5
,
0
5
3
円

令
和

６
年

１
月

2
1
日

午
後

６
時

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

所
有

の
小

型
乗

用
自

動
車
が

、
一

般
国

道
4
0
6
号
の

上
田

市
菅

平
高

原
地

籍
を

走
行

中
、

道
路

上
の
穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

小
諸
市
大
字
滋
野
甲
5
5
6
番
地

３
羽
　
鳥
　
　
　
祥

2
4
,
2
4
5
円

令
和

６
年

２
月

1
9
日

午
後

８
時

1
0
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

所
有

の
普

通
乗

用
自
動

車
が

、
一

般
国

道
1
4
8
号
の

北
安

曇
郡

白
馬

村
大

字
北

城
地

籍
を

走
行
中
、
道
路
上
の
段
差
に
よ
り
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

北
安
曇
郡
白
馬
村
大
字
神
城

2
7
4
2
5
番
地
3
5

久
保
田
　
清
　
美

3
6
,
5
9
7
円

令
和

６
年

２
月

2
3
日

午
前

1
0
時

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

所
有

の
軽

乗
用

自
動

車
が
、

一
般

国
道

4
0
6
号

の
上

田
市

菅
平

高
原

地
籍

を
走

行
中

、
道

路
上

の
穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

群
馬
県
前
橋
市
上
細
井
町
1
4
1
2

番
地
3
3

早
　
部
　
伸
　
秋

8
,
7
0
6
円
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令
和

６
年

３
月

１
日

午
後

１
時

4
0
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

所
有

の
軽

貨
物

自
動
車

が
、

一
般

国
道

2
9
2
号

の
下

高
井

郡
山

ノ
内

町
大

字
平

穏
地

籍
を

走
行

中
、

道
路

法
面

の
立

ち
木

か
ら

落
下

し
た

雪
塊

に
よ

り
、

当
該

車
両

を
損
傷
し
た
。

下
高
井
郡
山
ノ
内
町
大
字
平
穏

7
1
4
9
番
地
八
十
二
銀
行
山
荘

塩
　
田
　
裕
　
司

1
7
6
,
1
3
2
円

令
和

６
年

３
月

６
日

午
後

６
時

3
5
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

運
転

の
普

通
乗

用
自

動
車

が
、

県
道

千
国

北
城

線
の

北
安

曇
郡

白
馬

村
大

字
北

城
地

籍
を
走
行
中
、
道
路
上
の
穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

千
葉
県
千
葉
市
花
見
川
区
み
春

野
二
丁
目
1
1
番
2
3
号

小
　
倉
　
志
　
道

8
,
9
6
5
円

令
和

６
年

３
月

1
7
日

午
前

1
1
時

3
0
分

頃
ご

ろ
、

損
害

賠
償

請
求

者
所

有
の

普
通

乗
用

自
動

車
が

、
県

道
下

仁
田

軽
井

沢
線

の
北

佐
久

郡
軽

井
沢

町
大

字
発

地
地

籍
を

走
行

中
、

道
路

上
の

穴
に

車
輪

を
落

と
し

、
当

該
車

両
を

損
傷

し
た
。

千
葉
県
柏
市
加
賀
一
丁
目
2
5
番

1
0
号

神
　
野
　
浩
　
一

2
4
,
8
8
2
円

令
和

６
年

３
月

1
7
日

午
前

1
1
時

5
0
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

使
用

の
普

通
乗

用
自

動
車

が
、

県
道

下
仁

田
軽

井
沢

線
の

北
佐

久
郡

軽
井

沢
町

大
字

発
地

地
籍

を
走

行
中

、
道

路
上

の
穴

に
車

輪
を

落
と

し
、

当
該

車
両

を
損

傷
し

た
。

福
井
県
福
井
市
二
の
宮
四
丁
目

3
8
番
２
号

道
　
鎭
　
正
　
規

6
,
2
1
0
円

令
和

６
年

３
月

2
4
日

午
後

４
時

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

所
有

の
軽

乗
用

自
動

車
が
、

一
般

国
道

4
0
3
号

の
下

高
井

郡
山

ノ
内

町
大

字
夜

間
瀬

地
籍

を
走

行
中
、
道
路
上
の
穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

下
高
井
郡
山
ノ
内
町
大
字
夜
間

瀬
9
2
0
9
番
地

杉
　
戸
　
重
　
之

2
9
,
6
3
4
円

令
和

６
年

３
月

2
5
日

午
後

７
時

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

所
有

の
軽

乗
用

自
動

車
が
、

一
般

国
道

1
4
6
号

の
北

佐
久

郡
軽

井
沢

町
大

字
長

倉
地

籍
を

走
行

中
、
道
路
上
の
穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

神
奈
川
県
川
崎
市
宮
前
区
有
馬

六
丁
目
1
0
番
６
号

株
式
会
社
天
野
組

代
表
取
締
役

天
　
野
　
寿
　
男

8
,
1
0
0
円

令
和

６
年

３
月

2
5
日

午
後

７
時

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

使
用

の
軽

乗
用

自
動

車
が

、
県

道
波

田
北

大
妻

豊
科

線
の

松
本

市
梓

川
倭

地
籍

を
走

行
中

、
道
路
上
の
穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

松
本
市
梓
川
上
野
5
9
5
番
地
４

宮
　
下
　
さ
よ
り

6
,
1
0
6
円

　
　

 
報

第
４

号
　

道
路

上
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係
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損
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7
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
5
,
6
7
5
円

令
和

６
年

３
月

2
6
日

午
後

５
時

3
0
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

使
用

の
軽

乗
用

自
動
車

が
、

一
般

国
道

2
9
9
号

の
南

佐
久

郡
佐

久
穂

町
大

字
畑

地
籍

を
走

行
中
、
道
路
上
の
穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

南
佐
久
郡
小
海
町
大
字
小
海

4
0
8
9
番
地
３

新
　
井
　
花
　
奈

4
,
6
2
0
円

令
和

６
年

３
月

2
6
日

午
後

６
時

4
5
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

所
有

の
軽

乗
用

自
動

車
が

、
県

道
松

本
塩

尻
線

の
松

本
市

中
山

地
籍

を
走

行
中

、
道

路
上
の
穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

塩
尻
市
大
字
広
丘
郷
原
1
7
6
2
番

地
2
8
6
ニ
セ
ン
ポ
ス
ト
ア
イ
ル

6
0
4

野
　
口
　
絵
美
子

5
,
2
5
3
円

下
伊
那
郡
大
鹿
村
大
字
大
河
原

3
4
4
4
番
地

田
　
島
　
龍
　
二

3
,
0
6
9
円

令
和

６
年

３
月

2
6
日

午
後

1
0
時

2
5
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

所
有

の
軽

乗
用

自
動

車
が

、
県

道
諏

訪
辰

野
線

の
諏

訪
市

豊
田

地
籍

を
走

行
中

、
道

路
上
の
穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

茅
野
市
米
沢
4
7
8
1
番
地
１

小
　
松
　
勇
　
喜

6
,
2
9
8
円

令
和

６
年

３
月

2
6
日

午
後

1
0
時

3
0
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

所
有

の
軽

乗
用

自
動

車
が

、
県

道
千

国
北

城
線

の
北

安
曇

郡
白

馬
村

大
字

北
城

地
籍

を
走
行
中
、
道
路
上
の
穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

北
安
曇
郡
白
馬
村
大
字
北
城

1
0
5
1
7
番
地
1
2

大
工
原
　
駿
之
介

令
和

６
年

３
月

2
9
日

午
前

1
1
時

2
0
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

所
有

の
軽

乗
用

自
動

車
が

、
県

道
新

茶
屋

塩
尻

線
の

塩
尻

市
広

丘
吉

田
地

籍
を

走
行

中
、
道
路
上
の
穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

松
本
市
寿
台
六
丁
目
３
番
６
号

佐
　
藤
　
玲
　
子

令
和

６
年

３
月

2
9
日

午
後

２
時

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

所
有

の
軽

乗
用

自
動

車
が

、
県

道
松

川
大

鹿
線

の
下

伊
那

郡
大

鹿
村

大
字

大
河

原
地

籍
を

走
行
中
、
道
路
上
の
穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

2
,
7
0
0
円

― 76 ―



令
和

６
年

３
月

2
9
日

午
後

４
時

1
5
分

ご
ろ

、
荒

井
香

織
運

転
の

軽
乗

用
自

動
車

が
、

県
道

真
田

東
部

線
の

上
田

市
殿

城
地

籍
を

走
行

中
、

道
路

上
の

穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

関
東

自
動

車
共

済
協

同
組

合
長

野
県

支
部

は
、

荒
井

香
織

と
の

保
険

契
約

に
基
づ
き
、
車
両
牽
引
費
用
全
額
を
支
払
っ
た
。

上
田
市
塩
川
2
9
8
8
番
地
１

荒
　
井
　
香
　
織

2
,
1
3
2
円

長
野
市
中
御
所
岡
田
1
3
1
番
地

1
0
長
野
県
中
小
企
業
会
館
２
階

関
東
自
動
車
共
済

協
同
組
合
長
野
県

支
部
　
損
害
調
査

課
長

石
　
井
　
和
　
明

8
,
8
8
8
円

令
和

６
年

３
月

3
0
日

午
後

1
1
時

2
0
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

運
転

の
軽

貨
物

自
動

車
が

、
県

道
豊

野
南

志
賀

公
園

線
の

上
高

井
郡

高
山

村
大

字
奥

山
田

地
籍

を
走

行
中

、
道

路
法

面
か

ら
の

落
石

に
よ

り
、

当
該

車
両

を
損

傷
し

た
。

上
高
井
郡
高
山
村
大
字
奥
山
田

2
5
4
9
番
地
イ
号

戸
　
谷
　
　
　
仁

5
3
,
2
4
0
円

令
和

６
年

４
月

３
日

午
後

８
時

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

所
有

の
普

通
乗

用
自

動
車

が
、

県
道

有
明

大
町

線
の

安
曇

野
市

穂
高

北
穂

高
地

籍
を

走
行

中
、
道
路
上
の
穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

大
町
市
大
町
4
0
9
5
番
地
1
1

松
　
田
　
　
　
勇

1
8
5
,
4
6
0
円

令
和

６
年

４
月

５
日

午
後

５
時

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

運
転

の
小

型
乗

用
自

動
車

が
、

県
道

諏
訪

白
樺

湖
小

諸
線

の
北

佐
久

郡
立

科
町

大
字

芦
田

八
ヶ

野
地

籍
を

走
行

中
、

道
路

上
の

穴
に

車
輪

を
落

と
し

、
当

該
車

両
を

損
傷
し
た
。

佐
久
市
望
月
1
9
2
2
番
地
１

浅
　
田
　
芳
　
裕

1
4
,
2
6
0
円

令
和

６
年

４
月

７
日

午
前

1
0
時

1
5
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

所
有

の
普

通
乗

用
自
動

車
が

、
一

般
国

道
1
5
8
号
の

松
本

市
安

曇
地

籍
を

走
行

中
、

道
路

上
の
穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
大

成
町
一
丁
目
1
5
7
番
地
１
　
4
0
4

号
野
　
田
　
和
　
視

4
0
,
4
6
1
円

令
和

６
年

４
月

７
日

午
後

６
時

3
5
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

所
有

の
普

通
乗

用
自
動

車
が

、
一

般
国

道
1
5
8
号
の

松
本

市
安

曇
地

籍
を

走
行

中
、

道
路

上
の
穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

福
井
県
坂
井
市
三
国
町
中
央
二

丁
目
９
番
1
8
号

藤
　
田
　
和
　
成

9
7
,
4
1
6
円

　
　

 
報

第
４

号
　

道
路

上
の

事
故

に
係

る
損

害
賠

償
の

専
決

処
分

報
告

 
7
7
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7
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令
和

６
年

４
月

８
日

午
前

２
時

2
0
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

運
転

の
軽

乗
用

自
動
車

が
、

一
般

国
道

1
5
8
号

の
松

本
市

安
曇

地
籍

を
走

行
中

、
道

路
上

の
穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

神
奈
川
県
横
浜
市
保
土
ヶ
谷
区

岡
沢
町
2
1
番
地
3
9
Ｓ
Ｋ
ハ
イ
ツ

2
0
1

髙
　
堂
　
正
　
明

3
,
8
5
0
円

令
和

６
年

４
月

1
0
日

午
後

３
時

5
0
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

使
用

の
普

通
乗

用
自

動
車

が
、

県
道

親
田

中
村

線
の

飯
田

市
伊

豆
木

地
籍

を
走

行
中

、
道
路
脇
か
ら
の
倒
竹
に
よ
り
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

飯
田
市
大
瀬
木
4
2
0
4
番
地
６

小
木
曽
　
達
　
也

8
9
1
,
9
0
2
円

令
和

６
年

４
月

1
9
日

午
前

０
時

4
5
分

頃
ご

ろ
、

損
害

賠
償

請
求

者
所

有
の

普
通

乗
用
自

動
車

が
、

一
般

国
道

1
4
6
号

の
北

佐
久

郡
軽

井
沢

町
大

字
長

倉
地

籍
を
走
行
中
、
道
路
上
の
穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

東
京
都
杉
並
区
成
田
東
四
丁
目

３
番
３
－
4
1
0
号
プ
ラ
ウ
ド
シ

テ
ィ
阿
佐
ヶ
谷
セ
ン
ト
ラ
ル

宮
　
嶋
　
　
　
啓

3
3
,
5
5
6
円

令
和

６
年

４
月

2
4
日

午
後

７
時

3
0
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

運
転

の
軽

乗
用

自
動

車
が

、
県

道
小

岩
岳

穂
高

停
車

場
線

の
安

曇
野

市
穂

高
地

籍
を

走
行
中
、
道
路
上
の
穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

安
曇
野
市
明
科
中
川
手
1
1
2
番

地
1
0

興
　
津
　
美
由
紀

1
1
,
5
5
0
円

令
和

６
年

４
月

3
0
日

午
前

７
時

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

所
有

の
小

型
乗

用
自

動
車

が
、

県
道

松
川

イ
ン

タ
ー

大
鹿

線
の

上
伊

那
郡

中
川

村
葛

島
地

籍
を
走
行
中
、
道
路
上
の
穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

下
伊
那
郡
大
鹿
村
大
字
鹿
塩

3
6
1
番
地
１

小
　
澤
　
　
　
正

3
8
,
7
0
7
円

令
和

６
年

４
月

3
0
日

午
前

８
時

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

所
有

の
軽

乗
用

自
動

車
が

、
県

道
松

川
イ

ン
タ

ー
大

鹿
線

の
上

伊
那

郡
中

川
村

葛
島

地
籍

を
走
行
中
、
道
路
上
の
穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

下
伊
那
郡
大
鹿
村
大
字
鹿
塩

3
6
1
番
地
１

小
　
澤
　
　
　
正

7
,
7
2
2
円

令
和

６
年

５
月

2
8
日

午
後

４
時

3
0
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

所
有

の
小

型
乗

用
自

動
車

が
、

県
道

上
原

猿
久

保
線

の
佐

久
市

御
馬

寄
地

籍
を

走
行

中
、
道
路
上
の
穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

北
佐
久
郡
御
代
田
町
大
字
御
代

田
4
1
0
8
番
地
2
1
6
4
　
シ
ン
フ
ォ

ニ
ー
西
軽
井
沢
Ｄ
－
2
0
1

北
　
原
　
憲
　
康

1
7
,
2
0
0
円
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令
和

６
年

５
月

2
8
日

午
後

５
時

3
0
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

使
用

の
普

通
乗

用
自

動
車

が
、

県
道

上
原

猿
久

保
線

の
佐

久
市

御
馬

寄
地

籍
を

走
行

中
、
道
路
上
の
穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

佐
久
市
矢
嶋
1
7
5
8
番
地
８

小
　
泉
　
淳
　
也

3
6
,
7
9
2
円

令
和

６
年

６
月

1
3
日

午
前

８
時

1
0
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

所
有

の
普

通
乗

用
自

動
車

が
、

県
道

飯
田

富
山

佐
久

間
線

の
下

伊
那

郡
天

龍
村

長
島

地
籍
を
走
行
中
、
道
路
法
面
か
ら
の
落
石
に
よ
り
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

下
伊
那
郡
天
龍
村
平
岡
8
5
8
番

地
鈴
　
木
　
正
　
登

7
2
,
0
0
1
円

令
和

６
年

６
月

1
8
日

午
後

３
時

1
5
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

運
転

の
軽

乗
用

自
動

車
が

、
県

道
草

越
豊

昇
佐

久
線

の
佐

久
市

横
根

地
籍

を
走

行
中

、
道
路
上
の
穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

北
佐
久
郡
御
代
田
町
大
字
御
代

田
3
7
4
6
番
地
８

土
　
屋
　
沙
菜
美

4
,
0
0
0
円

令
和

６
年

６
月

2
3
日

午
後

９
時

５
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

所
有

の
普

通
乗

用
自
動

車
が

、
一

般
国

道
1
4
2
号
の

北
佐

久
郡

立
科

町
大

字
芦

田
地

籍
を

走
行
中
、
道
路
上
の
穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

上
田
市
東
内
2
4
2
3
番
地

堀
　
内
　
由
紀
子

3
6
,
7
4
0
円

令
和

６
年

６
月

2
9
日

午
後

０
時

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

使
用

の
普

通
乗

用
自

動
車

が
、

県
道

諏
訪

白
樺

湖
小

諸
線

の
小

諸
市

大
字

丙
地

籍
を

走
行

中
、
道
路
上
の
穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

佐
久
市
中
込
3
7
6
8
番
地
６

西
　
澤
　
章
　
司

1
0
,
4
1
1
円

　
　

 
報

第
４

号
　

道
路

上
の

事
故

に
係

る
損

害
賠

償
の

専
決

処
分

報
告

 
7
9
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り
専
決
処
分
し
た
か
ら
報
告
し
ま
す
。

１ ２ ３ ４ ５

 
公
務
に
使
用
中
の
小
海
高
等
学
校
の
軽
貨
物
自
動
車
が
、
令
和
６
年
７
月
1
3
日
午
後
０
時
4
0
分
ご
ろ
、
南
佐
久
郡
小
海
町
の
駐
車
場
内
に
お
い
て
、

 
請
 
求
 
の
 
趣
 
旨

 
交
通
事
故
は
、
損
害
賠
償
者
側
の
責
任
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
損
害
賠
償
を
求
め
る
。

 
解
 
決
 
の
 
方
 
法

 
当
事
者
間
に
お
い
て
示
談
に
よ
る
和
解

 
和
 
解
 
の
 
内
 
容

 
当
 
 
　
事
 
 
　
者

 
 
(
1
)
 
損
害
賠
償
請
求
者

　
　
　
　
南
佐
久
郡
北
相
木
村
5
3
2
3
番
地
い
号
　
　
坂
　
本
　
け
い
子

 
 
(
2
)
 
損
 
害
 
賠
 
償
 
者

 
 
 
 
 
 
 
 
長
　
　
野
　
　
県

報報
  
第第

  
５５

  
号号

交交
通通

事事
故故

にに
係係

るる
損損

害害
賠賠

償償
のの

専専
決決

処処
分分

報報
告告

交
通
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
の
請
求
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
1
8
0
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
６
年
1
1
月
５
日
次
の
と
お

 
事
 
故
 
の
 
内
 
容

損
害
賠
償
請
求
者
所
有
の
小
型
乗
用
自
動
車
に
衝
突
し
、
同
車
に
損
害
を
与
え
た
。

　
　

 
報

第
５

号
　

交
通

事
故

に
係

る
損

害
賠

償
の

専
決

処
分

報
告

 
8
0
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8
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
求
は
一
切
し
な
い
。

　
損
害
賠
償
者
は
、
損
害
賠
償
請
求
者
に
対
し
、
損
害
賠
償
と
し
て
1
4
0
,
9
3
8
円
を
支
払
い
、
損
害
賠
償
請
求
者
は
、
損
害
賠
償
者
に
対
し
、
そ
の
余
の

― 81 ―



り
専
決
処
分
し
た
か
ら
報
告
し
ま
す
。

１ ２ ３ ４ ５

 
請
 
求
 
の
 
趣
 
旨

 
交
通
事
故
は
、
損
害
賠
償
者
側
の
責
任
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
損
害
賠
償
を
求
め
る
。

 
解
 
決
 
の
 
方
 
法

 
当
事
者
間
に
お
い
て
示
談
に
よ
る
和
解

 
和
 
解
 
の
 
内
 
容

 
当
 
 
　
事
 
 
　
者

 
 
(
1
)
 
損
害
賠
償
請
求
者

　
　
　
　
小
諸
市
大
字
市
6
6
8
番
地
４
　
　
佐
　
藤
　
京
　
戸

 
 
(
2
)
 
損
 
害
 
賠
 
償
 
者

 
 
 
 
 
 
 
 
長
　
　
野
　
　
県

報報
  
第第

  
６６

  
号号

交交
通通

事事
故故

にに
係係

るる
損損

害害
賠賠

償償
のの

専専
決決

処処
分分

報報
告告

交
通
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
の
請
求
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
1
8
0
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
６
年
1
1
月
1
4
日
次
の
と
お

 
事
 
故
 
の
 
内
 
容

 
公
務
に
使
用
中
の
小
諸
養
護
学
校
の
軽
乗
用
自
動
車
が
、
令
和
６
年
４
月
1
6
日
午
前
８
時
5
0
分
ご
ろ
、
小
諸
市
の
市
道
上
に
お
い
て
、
損
害
賠
償
請

求
者
所
有
の
軽
乗
用
自
動
車
に
衝
突
し
、
同
車
に
損
害
を
与
え
た
。

　
　

 
報

第
６
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償
者
に
対
し
、
そ
の
余
の
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議 第 １ 号

安定的な地域医療体制の確保に向けた

支援の充実を求める意見書（案）

年 月 日

衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長

内 閣 総 理 大 臣

財 務 大 臣

厚 生 労 働 大 臣

議 長 名

地方自治法第 条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

記

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる社会の構築に向けては、安定的な

医療提供体制の確保が必要であり、高齢化の進展等による医療需要の高まりが

想定される中、地域を支える医療機関の役割はますます重要となっている。

一方で、多くの医療機関では、コロナ禍における国の支援により一時的な収

支改善がみられたが、特例的な措置が終了した現在は、人口減少による慢性的

な収益減が顕在化している。また、長期化する物価高騰、医療従事者の賃上げ

に関連する人件費の増加等も厳しい経営状況に拍車をかけており、本年６月の

診療報酬の改定も、経営の改善につながっているとは言い難い。

医療機関及び医師が不足する地域では、効果的・効率的な医療の提供に向け

た体制強化が課題となる中、医療機関の経営悪化は、地域医療構想に基づく医

療機関ごとの役割の明確化、相互の連携強化等にも影響を及ぼすおそれがある

が、国、自治体、民間等の開設主体により、医療機関の運営方針、財源等も異

なるため、それぞれの実情に即したきめ細かな対応が求められる。

よって、本県議会は、国会及び政府において、医療機関の経営状況改善を通

じて、医療を必要とする住民の安全・安心な暮らしを守るため、臨時的な診療

報酬の改定、緊急的な補助制度の創設等、安定的な地域医療体制の確保に向け

た支援の充実を図るよう強く要請する。

あ て

議 第 ２ 号

転作した畑作農業者が意欲を持って営農を

継続するための支援を求める意見書（案）

年 月 日

衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長

内 閣 総 理 大 臣

財 務 大 臣

農 林 水 産 大 臣

議 長 名

地方自治法第 条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

記

国は、転作を促すために導入した水田活用の直接支払交付金の要件を一昨年

度に厳格化し、５年間に一度も水張りをしない農地を水田とみなさず、交付対

象外とするように制度を見直した。交付金を頼りに畑作物の生産を始めた農業

者は、資金繰りに困難を抱えることとなり、さりとて「八十八工程」が必要と

もいわれる米作の再開は、費用及び労力面で困難である。

こうした中、物価高騰による生産費用の上昇、担い手不足、高齢化の進行等

が厳しい経営環境に拍車をかけており、農業者が営農意欲を持って農地を維持

できるよう、新たな農業経営支援策が求められている。

特に県内ではそばに転作される事例も多く、中山間地域を中心に生産が行わ

れている。地域特産農作物として、また、観光資源としても重要なそば等の栽

培を継続することで、地域活性化につなげていくための新たな施策も必要であ

る。

よって、本県議会は、国会及び政府において、転作した農業者が意欲を持っ

て営農を継続するため、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要請す

る。

１ 農地の集約化によって生産性の向上が図られるそば等の土地利用型作物の

生産において、農業者が所得を確保し、また、意欲を維持できるよう、農業

の維持継続を主体とした新たな支援措置を講ずること。

２ 転作品目を地域特産農作物として活用している地域の実情を捉え、そば等

の地域振興に有効な作物の生産及び供給を継続し、地域の更なる活性化に資

する新たな施策を検討すること。

あ て 
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議 第 ２ 号

転作した畑作農業者が意欲を持って営農を

継続するための支援を求める意見書（案）

年 月 日

衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長

内 閣 総 理 大 臣

財 務 大 臣

農 林 水 産 大 臣

議 長 名

地方自治法第 条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

記

国は、転作を促すために導入した水田活用の直接支払交付金の要件を一昨年

度に厳格化し、５年間に一度も水張りをしない農地を水田とみなさず、交付対

象外とするように制度を見直した。交付金を頼りに畑作物の生産を始めた農業

者は、資金繰りに困難を抱えることとなり、さりとて「八十八工程」が必要と

もいわれる米作の再開は、費用及び労力面で困難である。

こうした中、物価高騰による生産費用の上昇、担い手不足、高齢化の進行等

が厳しい経営環境に拍車をかけており、農業者が営農意欲を持って農地を維持

できるよう、新たな農業経営支援策が求められている。

特に県内ではそばに転作される事例も多く、中山間地域を中心に生産が行わ

れている。地域特産農作物として、また、観光資源としても重要なそば等の栽

培を継続することで、地域活性化につなげていくための新たな施策も必要であ

る。

よって、本県議会は、国会及び政府において、転作した農業者が意欲を持っ

て営農を継続するため、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要請す

る。

１ 農地の集約化によって生産性の向上が図られるそば等の土地利用型作物の

生産において、農業者が所得を確保し、また、意欲を維持できるよう、農業

の維持継続を主体とした新たな支援措置を講ずること。

２ 転作品目を地域特産農作物として活用している地域の実情を捉え、そば等

の地域振興に有効な作物の生産及び供給を継続し、地域の更なる活性化に資

する新たな施策を検討すること。

あ て 
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議 第 ３ 号

年収の壁に関する十分な議論と地方財政

への配慮を求める意見書（案）

年 月 日

衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長

内 閣 総 理 大 臣

総 務 大 臣

財 務 大 臣

厚 生 労 働 大 臣

経 済 産 業 大 臣

議 長 名

地方自治法第 条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

記

いわゆる「年収の壁」は、所得税等が発生するボーダーラインであり、手取

り収入の減少を懸念する、パート等の短時間労働者の働き控えにつながってお

り、中小企業を中心とした人手不足が深刻となる中、所得税に関する年収の壁

である「 万円の壁」等の見直しが課題となっている。

また、 万円は、年収がこの額を上回る労働者にとって、課税額を算定す

る上での基礎的な控除額でもあることから、国においては、控除額の引上げに

よって労働者の手取り収入を増やすため、 万円の壁の見直しに向けた議論

が進められている。

こうした中、地方においては、所得税等の基礎的な控除額の引上げが行われ

た場合の地方税収の減少が、財政の悪化、行政サービスの低下等を招くといっ

た懸念の声が上がっており、 万円の壁の見直しに当たっては、地方財政に

対する十分な配慮が求められる。

よって、本県議会は、国会及び政府において、年収の壁に関する議論に当た

り、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要請する。

１ 万円の壁を見直す場合は、中小企業をはじめとした人手不足の解消、

労働者の手取り収入の増加等に資するよう、所得税に関する基礎的な控除額

の在り方等についての十分な議論を行うこと。

２ 所得税等の基礎的な控除額の引上げを行う場合は、国による恒久財源によ

る補填を行うなど、臨時的な財源の確保に頼ることなく、地方自治の推進に

必要不可欠な地方財政の保持を前提とすること。

あ て

議 第 ４ 号

闇バイトによる犯罪防止に向けた取組の

強化を求める意見書（案）

年 月 日

衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長

内 閣 総 理 大 臣

財 務 大 臣

国家公安委員会委員長

警 察 庁 長 官

議 長 名

地方自治法第 条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

記

主にＳＮＳを通じて犯罪の実行役を募る、いわゆる闇バイトによる犯罪が全

国で相次いでいる。住宅に押し入り、住民に暴行を加えて金品を奪う強盗事件

のほか、本年 月には、住民が連れ去られて監禁される事件も発生するなど、

犯罪の手口が凶悪化していることから、国民の間に不安が広がっている。

闇バイトでは、短期間で高収入が得られるといったＳＮＳ上の投稿に安易に

応じることで、若者が犯罪に巻き込まれる事例が目立っており、一度でも闇バ

イトに応じると、事前に提供した個人情報を基に犯罪組織から脅迫を受け、犯

罪を繰り返してしまう危険性が指摘されているため、被害防止に加え、闇バイ

トから若者を守り、新たな加害者を生まないための対策も課題となっている。

現在、国及び各自治体では、啓発動画、街頭での呼びかけ等による闇バイト

に対する注意喚起に加え、ＳＮＳ上の闇バイトを募集する投稿に対して警告を

行うなどの対策に取り組んでいるものの、闇バイトによる犯罪が後を絶たず、

国民の不安解消に至っていないことから、対策の更なる充実強化を図り、闇バ

イトによる犯罪に歯止めを掛けることが求められる。

よって、本県議会は、国会及び政府において、闇バイトによる犯罪防止に向

けた取組の強化により、国民の安全・安心な暮らしを守るため、次の事項につ

いて特段の措置を講ずるよう強く要請する。

１ 闇バイト情報を監視するサイバーパトロールを強化するとともに、闇バイ

トに関わった人を対象とした相談体制の充実を図ること。

２ ＳＮＳへの関わり方、利用上の注意等について、若者を対象とした研修の

機会を提供するなど、闇バイトによる犯罪に加担しないための広報啓発活動

をより一層推進すること。

３ 地域における防犯パトロールの実施、防犯カメラの設置等の犯罪防止に向

けた環境整備のため、自治体への財政支援を拡充すること。

あ て
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議 第 ４ 号

闇バイトによる犯罪防止に向けた取組の

強化を求める意見書（案）

年 月 日

衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長

内 閣 総 理 大 臣

財 務 大 臣

国家公安委員会委員長

警 察 庁 長 官

議 長 名

地方自治法第 条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

記

主にＳＮＳを通じて犯罪の実行役を募る、いわゆる闇バイトによる犯罪が全

国で相次いでいる。住宅に押し入り、住民に暴行を加えて金品を奪う強盗事件

のほか、本年 月には、住民が連れ去られて監禁される事件も発生するなど、

犯罪の手口が凶悪化していることから、国民の間に不安が広がっている。

闇バイトでは、短期間で高収入が得られるといったＳＮＳ上の投稿に安易に

応じることで、若者が犯罪に巻き込まれる事例が目立っており、一度でも闇バ

イトに応じると、事前に提供した個人情報を基に犯罪組織から脅迫を受け、犯

罪を繰り返してしまう危険性が指摘されているため、被害防止に加え、闇バイ

トから若者を守り、新たな加害者を生まないための対策も課題となっている。

現在、国及び各自治体では、啓発動画、街頭での呼びかけ等による闇バイト

に対する注意喚起に加え、ＳＮＳ上の闇バイトを募集する投稿に対して警告を

行うなどの対策に取り組んでいるものの、闇バイトによる犯罪が後を絶たず、

国民の不安解消に至っていないことから、対策の更なる充実強化を図り、闇バ

イトによる犯罪に歯止めを掛けることが求められる。

よって、本県議会は、国会及び政府において、闇バイトによる犯罪防止に向

けた取組の強化により、国民の安全・安心な暮らしを守るため、次の事項につ

いて特段の措置を講ずるよう強く要請する。

１ 闇バイト情報を監視するサイバーパトロールを強化するとともに、闇バイ

トに関わった人を対象とした相談体制の充実を図ること。

２ ＳＮＳへの関わり方、利用上の注意等について、若者を対象とした研修の

機会を提供するなど、闇バイトによる犯罪に加担しないための広報啓発活動

をより一層推進すること。

３ 地域における防犯パトロールの実施、防犯カメラの設置等の犯罪防止に向

けた環境整備のため、自治体への財政支援を拡充すること。

あ て

― 87 ―



議 第 ５ 号

投票率の向上に向けた投票機会の

更なる拡大を求める意見書（案）

年 月 日

衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長

内 閣 総 理 大 臣

総 務 大 臣

財 務 大 臣

議 長 名

地方自治法第 条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

記

投票日に投票所で投票することが原則である公職選挙において、期日前投票

制度により、投票機会の拡大が図られているが、期日前投票所に出向いた上で

投票を行う必要があるため、仕事・学業が忙しい、投票所が遠いといった理由

で、制度が十分に活用されないことなどから、投票率の低迷が続いている。

投票所へ行くことができない場合、郵便等による不在者投票が認められてい

るが、現行の制度では、対象者が身体に重度の障害がある選挙人等に限られて

おり、投票率の底上げに資するものとは言い難い。若年層、高齢者を中心に、

更なる投票機会の拡大を図るためには、時間的・地理的制約を受けずに投票が

可能となるよう、関係法令及び環境の整備が不可欠である。

また、一部の自治体では、投票所までの移動が難しい高齢者等の投票機会を

確保するために、自動車を利用した移動期日前投票所によって、中山間地域等

の巡回が行われている事例もあり、地域の実情に応じた取組に対する支援も求

められる。

よって、本県議会は、国会及び政府において、選挙人の投票機会拡大に向け

た環境整備を進めるとともに、自治体の投票率向上に向けた取組に対する財政

的・技術的支援を強化するなど、投票率の向上に向けた投票機会の更なる拡大

を図るよう強く要請する。

あ て 

議 第 ６ 号

緊急浚渫推進事業債等の事業期間の延長

を求める意見書（案）

年 月 日

衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長

内 閣 総 理 大 臣

総 務 大 臣

財 務 大 臣

国 土 交 通 大 臣

国土強靱化担当大臣

内閣府特命担当大臣（防災）

議 長 名

地方自治法第 条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

記

国は、防災・減災、国土強靱化の推進に向けて、今年度までを事業期間とす

る緊急浚渫推進事業債並びに来年度までを事業期間とする緊急防災・減災事業

債及び緊急自然災害防止対策事業債を設けており、地方公共団体による緊急的

かつ集中的な災害対策を進めている。

これらの事業債は、地方債の充当率が パーセント、交付税措置率が パ

ーセントであることから、本県においても、河川氾濫等の浸水被害防止に向け

た浚渫、公共施設の耐震化、防災インフラの整備等、地域の実情に応じた対策

に活用されるなど、地方公共団体にとって重要な財源であるが、時限的な措置

であるため、事業期間終了後の必要財源の確保が懸念されている。

こうした中、近年、気候変動に伴い激甚化・頻発化する台風、豪雨等の気象

災害に加え、今後発生するおそれのある大規模地震等への対策が求められてい

ることから、地方公共団体が引き続き災害対策に取り組めるよう、継続的な財

政支援が必要である。

よって、本県議会は、国会及び政府において、自然災害から国民の生命及び

財産を守るため、緊急浚渫推進事業債、緊急防災・減災事業債及び緊急自然災

害防止対策事業債の事業期間を延長するよう強く要請する。

あ て
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議 第 ６ 号

緊急浚渫推進事業債等の事業期間の延長

を求める意見書（案）

年 月 日

衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長

内 閣 総 理 大 臣

総 務 大 臣

財 務 大 臣

国 土 交 通 大 臣

国土強靱化担当大臣

内閣府特命担当大臣（防災）

議 長 名

地方自治法第 条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

記

国は、防災・減災、国土強靱化の推進に向けて、今年度までを事業期間とす

る緊急浚渫推進事業債並びに来年度までを事業期間とする緊急防災・減災事業

債及び緊急自然災害防止対策事業債を設けており、地方公共団体による緊急的

かつ集中的な災害対策を進めている。

これらの事業債は、地方債の充当率が パーセント、交付税措置率が パ

ーセントであることから、本県においても、河川氾濫等の浸水被害防止に向け

た浚渫、公共施設の耐震化、防災インフラの整備等、地域の実情に応じた対策

に活用されるなど、地方公共団体にとって重要な財源であるが、時限的な措置

であるため、事業期間終了後の必要財源の確保が懸念されている。

こうした中、近年、気候変動に伴い激甚化・頻発化する台風、豪雨等の気象

災害に加え、今後発生するおそれのある大規模地震等への対策が求められてい

ることから、地方公共団体が引き続き災害対策に取り組めるよう、継続的な財

政支援が必要である。

よって、本県議会は、国会及び政府において、自然災害から国民の生命及び

財産を守るため、緊急浚渫推進事業債、緊急防災・減災事業債及び緊急自然災

害防止対策事業債の事業期間を延長するよう強く要請する。

あ て
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議 第 ７ 号

選択的夫婦別姓制度について十分に議論し、

旧姓の通称使用の法制化を求める意見書（案）

年 月 日

衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長

内 閣 総 理 大 臣 あ て

法 務 大 臣

内閣府特命担当大臣（男女共同参画）

議 長 名

地方自治法第 条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

記

夫婦が望む場合には結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の氏を称することを認め

る制度、いわゆる選択的夫婦別姓制度について、令和４年３月に公表された内

閣府の「家族の法制に関する世論調査」によると、導入に対する賛否が拮抗す

る中、旧姓の通称使用の法制化を求める意見もあることが明らかになった。

選択的夫婦別姓制度の導入に関して、最高裁判所は「国会で論ぜられ、判断

されるべき事柄」と判示しており、政府も、第５次男女共同参画基本計画にお

いて、現行制度の歴史を踏まえ、子供への影響等も十分に考慮し、国民各層の

意見及び国会における議論の動向を注視しながら、検討を進めるとしている。

また、現在、我が国において、パスポート、免許証等については旧姓併記が

認められており、旧姓の通称使用が定着しているが、金融機関の口座開設、不

動産登記等を行う際は法律上の氏を求められるなどの支障があることから、旧

姓を使用しやすい環境に向けた法整備をより一層推進する必要がある。

よって、本県議会は、国会及び政府において、結婚後の生活における不便・

不利益を解消するため、国民の理解の下、選択的夫婦別姓制度について十分に

議論し、旧姓の通称使用を法制化するよう強く要請する。

議 第 ８ 号

選択的夫婦別姓制度の導入を求める

意見書（案）

年 月 日

衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長

内 閣 総 理 大 臣

法 務 大 臣

女 性 活 躍 担 当 大 臣

内閣府特命担当大臣（男女共同参画）

議 長 名

地方自治法第 条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

記

現在、我が国において、結婚に際して女性の約 パーセントが改姓する中、

女性の社会進出が進むにつれて家族の在り方が多様化していることを背景に、

経済界及び若者世代を中心として、夫婦が望む場合には結婚後もそれぞれ結婚

前の氏を称することを認める制度、いわゆる選択的夫婦別姓制度の実現を求め

る声が高まっている。

また、国連女性差別撤廃委員会は、本年 月、女子差別撤廃条約の締約国に

おいて条約の履行状況を審査した結果、夫婦同氏を義務付ける民法の規定を見

直し、選択的夫婦別姓を導入するよう、日本に対して４度目となる勧告を出し

たところである。

政府は、女性活躍の推進等の観点から、旧姓の通称使用拡大に向けて取り組

んでいるが、日常生活・職業生活において、海外渡航時のトラブル、キャリア

の断絶等の不便・不利益が発生しており、通称使用で解決できる課題には限界

があることから、社会の実態に即した法整備を進める必要がある。

よって、本県議会は、国会及び政府において、国内の実情及び国際社会の動

向を踏まえ、個人の選択に寛容な社会を確立し、ジェンダー平等を実現するた

め、選択的夫婦別姓制度を導入するよう強く要請する。

あ て
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議 第 ８ 号

選択的夫婦別姓制度の導入を求める

意見書（案）

年 月 日

衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長

内 閣 総 理 大 臣

法 務 大 臣

女 性 活 躍 担 当 大 臣

内閣府特命担当大臣（男女共同参画）

議 長 名

地方自治法第 条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

記

現在、我が国において、結婚に際して女性の約 パーセントが改姓する中、

女性の社会進出が進むにつれて家族の在り方が多様化していることを背景に、

経済界及び若者世代を中心として、夫婦が望む場合には結婚後もそれぞれ結婚

前の氏を称することを認める制度、いわゆる選択的夫婦別姓制度の実現を求め

る声が高まっている。

また、国連女性差別撤廃委員会は、本年 月、女子差別撤廃条約の締約国に

おいて条約の履行状況を審査した結果、夫婦同氏を義務付ける民法の規定を見

直し、選択的夫婦別姓を導入するよう、日本に対して４度目となる勧告を出し

たところである。

政府は、女性活躍の推進等の観点から、旧姓の通称使用拡大に向けて取り組

んでいるが、日常生活・職業生活において、海外渡航時のトラブル、キャリア

の断絶等の不便・不利益が発生しており、通称使用で解決できる課題には限界

があることから、社会の実態に即した法整備を進める必要がある。

よって、本県議会は、国会及び政府において、国内の実情及び国際社会の動

向を踏まえ、個人の選択に寛容な社会を確立し、ジェンダー平等を実現するた

め、選択的夫婦別姓制度を導入するよう強く要請する。

あ て
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議 第 ９ 号

企業・団体献金の全面的な禁止を求める

意見書（案）

年 月 日

衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長

内 閣 総 理 大 臣

総 務 大 臣

議 長 名

地方自治法第 条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

記

政治家又は政党を含む政治団体に対し、政治活動に関する寄附として資金を

提供する行為である政治献金のうち、企業・団体献金を巡っては、政治家と特

定の企業・団体との癒着防止等を目的に、過去の政治資金規正法の改正におい

て政治家個人に加え、政治家の資金管理団体に対する献金が禁止されてきた。

しかしながら、今もなお、政党及び政党への資金援助を目的とする政治資金

団体に対する企業・団体献金は禁止されていない。また、政治資金パーティー

におけるパーティー券収入についても、名目上はパーティー参加の対価である

ものの、パーティー券を寄附と同じ趣旨で購入する企業・団体も多く、事実上

の企業・団体献金になっているとの指摘もある。

政党に対しては、その活動資金に充てるため、税金を原資とする政党交付金

を交付する制度があるにもかかわらず、企業・団体献金が認められていること

は国民の理解を得難く、また、政治家が資金力のある企業・団体等の意向に配

慮し、政策決定が歪められるおそれがあることから、一刻も早い制度の見直し

が求められる。

よって、本県議会は、国会及び政府において、国民の政治に対する信頼を確

保するため、企業・団体による政治活動に関する寄附及び政治資金パーティー

におけるパーティー券の購入を禁ずることを内容とする政治資金規正法の改正

により、企業・団体献金を全面的に禁止するよう強く要請する。

あ て

委 第 １ 号

少子化・人口減少対策の一層の強化を求める決議（案）

年に約 万人を記録した本県人口は、以降、減少傾向が続き、 年

２月には約半世紀ぶりに推定 万人を割り込んだ。このまま減少が続けば、

地域経済の縮小、担い手不足の深刻化を招くとともに社会保障の維持も困難に

なり、将来的に自治体運営に大きな支障が生じる。

これまで国では、こどもの預かり施設の増設、児童手当及び育児休業制度の

拡充等を進め、県でも「しあわせ信州創造プラン 」を策定して結婚支援、

企業のワークライフバランスの推進等の施策を実施してきたが、直近の県の合

計特殊出生率は過去最低を記録し、少子化に歯止めが掛からない。

少子化の要因には、国の施策が既婚女性の子育て支援に偏っていたとの指摘

に加え、非正規等雇用の不安定化、子育ての重い経済的負担、ジェンダー平等

の遅れ等が挙げられる。結果、希望しても結婚できない若者及び結婚に前向き

になれない若者への支援が行き届かずに今日の事態を招いている。

よって、本県議会は、県に対し、人口戦略の策定に当たり、次のとおり少子

化・人口減少対策の一層の強化を求めるものである。

１ 人口減少による将来の影響を、県民が身近な問題として認識できるよう具

現化して情報発信するとともに、人口減少社会に適応しながら希望ある長野

県づくりのため、行政だけでなく県民総参加で取り組む仕組みを構築し、県

を挙げて総合的に施策を推進すること。

２ 戦略には、若者の希望実現を最大限支援して若者の所得向上を促す施策、

結婚及び出産を考える契機となるライフプラン教育、若者の意見を集約して

政策に反映させる仕組み等を盛り込み、実現可能な予算措置を講ずること。

３ 国に対して教育費の無償化等、必要な施策を積極的に提言すること。

以上のとおり決議する。

年 月 日

長 野 県 議 会
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委 第 １ 号

少子化・人口減少対策の一層の強化を求める決議（案）

年に約 万人を記録した本県人口は、以降、減少傾向が続き、 年

２月には約半世紀ぶりに推定 万人を割り込んだ。このまま減少が続けば、

地域経済の縮小、担い手不足の深刻化を招くとともに社会保障の維持も困難に

なり、将来的に自治体運営に大きな支障が生じる。

これまで国では、こどもの預かり施設の増設、児童手当及び育児休業制度の

拡充等を進め、県でも「しあわせ信州創造プラン 」を策定して結婚支援、

企業のワークライフバランスの推進等の施策を実施してきたが、直近の県の合

計特殊出生率は過去最低を記録し、少子化に歯止めが掛からない。

少子化の要因には、国の施策が既婚女性の子育て支援に偏っていたとの指摘

に加え、非正規等雇用の不安定化、子育ての重い経済的負担、ジェンダー平等

の遅れ等が挙げられる。結果、希望しても結婚できない若者及び結婚に前向き

になれない若者への支援が行き届かずに今日の事態を招いている。

よって、本県議会は、県に対し、人口戦略の策定に当たり、次のとおり少子

化・人口減少対策の一層の強化を求めるものである。

１ 人口減少による将来の影響を、県民が身近な問題として認識できるよう具

現化して情報発信するとともに、人口減少社会に適応しながら希望ある長野

県づくりのため、行政だけでなく県民総参加で取り組む仕組みを構築し、県

を挙げて総合的に施策を推進すること。

２ 戦略には、若者の希望実現を最大限支援して若者の所得向上を促す施策、

結婚及び出産を考える契機となるライフプラン教育、若者の意見を集約して

政策に反映させる仕組み等を盛り込み、実現可能な予算措置を講ずること。

３ 国に対して教育費の無償化等、必要な施策を積極的に提言すること。

以上のとおり決議する。

年 月 日

長 野 県 議 会
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知 事 阿　　部　　守　　一

副 知 事 関　　　　　昇 一 郎

危機管理監兼危機管理部長 前　　沢　　直　　隆

企 画 振 興 部 長 中　　村　　　　　徹

企 画 振 興 部 交 通 政 策 局 長 小　  林  　真　  人

総 務 部 長 渡　　辺　　高　　秀

県 民 文 化 部 長 直　　江　　　　　崇

県民文化部こども若者局長 高　　橋　　寿　　明

健 康 福 祉 部 長 笹　　渕　　美　　香

環 境 部 長 諏　　訪　　孝　　治

産 業 労 働 部 長 田　　中　　達　　也

産 業 労 働 部 営 業 局 長 合　　津　　俊　　雄

観 光 ス ポ ー ツ 部 長 加　　藤　　　　　浩

農 政 部 長 小　　林　　茂　　樹

林 務 部 長 須　　藤　　俊　　一

建 設 部 長 新　　田　　恭　　士

建設部リニア整備推進局長 室　　賀　　荘 一 郎

会 計 管 理 者 兼 会 計 局 長 尾　　島　　信　　久

公 営 企 業 管 理 者
企 業 局 長 事 務 取 扱

吉　　沢　　　　　正

財 政 課 長

教 育 長 武　　田　　育　　夫

教 育 次 長 米　　沢　　一　　馬

教 育 次 長 曽 根 原　　好　　彦　

警 察 本 部 長 鈴　　木　　達　　也

警 務 部 長 長　　瀨　　　　　悠

監 査 委 員 増　　田　　隆　　志

（12月３日から12月６日までの会議）

（12月３日から12月６日までの会議）

（12月３日から12月６日までの会議）

新　　納　　範　　久

議会へ出席を要求した者の氏名は、下記のとおりです。

記

（12月３日から12月６日までの会議）

令和６年(2024年)11月28日　
６議議第83号　

全　　議　　員　　様

     長野県議会議長　　山　岸　喜　昭

　　　　　　令和６年11月定例会において説明のため
　　　　　　議会へ出席を要求した者の氏名について

（写）

６監査第４－７号

令和６年 年 月 日

長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様

長野県監査委員 増 田 隆 志

現金出納検査の結果について

令和６年９月 日に実施したこのことについて、地方自治法（昭和 年法律第

号）第 条の２第３項の規定及び長野県監査委員監査基準により、下記のとお

り提出します。

記

 
１ 会計局所管関係

令和６年８月 日現在の令和６年度８月分の一般会計及び公債費ほか 特別

会計並びに美術品取得基金の収支は別紙１のとおりで、現金預金現在高は、指

定金融機関から提出された歳計現金在高表及びつり銭用現金保管残高報告書の

合計額と照合した結果、過誤のないことを確認した。

なお、現金保管高は、 機関で 円であった。

２ 企業局所管関係

令和６年８月 日現在の電気事業会計及び水道事業会計の合計残高試算表は

別紙２のとおりで、現金預金現在高は、出納取扱金融機関の預金現在高証明書

と照合した結果、過誤のないことを確認した。

３ 環境部所管関係

令和６年８月 日現在の流域下水道事業会計の合計残高試算表は別紙３のと

おりで、現金預金現在高は、出納取扱金融機関の預金現在高証明書と照合した

結果、過誤のないことを確認した。

４ 健康福祉部所管関係

令和６年８月 日現在の総合リハビリテーション事業会計の合計残高試算表

は別紙４のとおりで、現金預金現在高は、出納取扱金融機関の預金現在高証明

書と照合した結果、過誤のないことを確認した。
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（写）

６監査第４－７号

令和６年 年 月 日

長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様

長野県監査委員 増 田 隆 志

現金出納検査の結果について

令和６年９月 日に実施したこのことについて、地方自治法（昭和 年法律第

号）第 条の２第３項の規定及び長野県監査委員監査基準により、下記のとお

り提出します。

記

 
１ 会計局所管関係

令和６年８月 日現在の令和６年度８月分の一般会計及び公債費ほか 特別

会計並びに美術品取得基金の収支は別紙１のとおりで、現金預金現在高は、指

定金融機関から提出された歳計現金在高表及びつり銭用現金保管残高報告書の

合計額と照合した結果、過誤のないことを確認した。

なお、現金保管高は、 機関で 円であった。

２ 企業局所管関係

令和６年８月 日現在の電気事業会計及び水道事業会計の合計残高試算表は

別紙２のとおりで、現金預金現在高は、出納取扱金融機関の預金現在高証明書

と照合した結果、過誤のないことを確認した。

３ 環境部所管関係

令和６年８月 日現在の流域下水道事業会計の合計残高試算表は別紙３のと

おりで、現金預金現在高は、出納取扱金融機関の預金現在高証明書と照合した

結果、過誤のないことを確認した。

４ 健康福祉部所管関係

令和６年８月 日現在の総合リハビリテーション事業会計の合計残高試算表

は別紙４のとおりで、現金預金現在高は、出納取扱金融機関の預金現在高証明

書と照合した結果、過誤のないことを確認した。
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（写）

６監査第４－８号

令和６年 年 月７日

長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様

長野県監査委員 増 田 隆 志

現金出納検査の結果について

令和６年 月 日に実施したこのことについて、地方自治法（昭和 年法律第

号）第 条の２第３項の規定及び長野県監査委員監査基準により、下記のとお

り提出します。

記

 
１ 会計局所管関係

令和６年９月 日現在の令和６年度９月分の一般会計及び公債費ほか 特別

会計並びに美術品取得基金の収支は別紙１のとおりで、現金預金現在高は、指

定金融機関から提出された歳計現金在高表及びつり銭用現金保管残高報告書の

合計額と照合した結果、過誤のないことを確認した。

なお、現金保管高は、 機関で 円であった。

２ 企業局所管関係

令和６年９月 日現在の電気事業会計及び水道事業会計の合計残高試算表は

別紙２のとおりで、現金預金現在高は、出納取扱金融機関の預金現在高証明書

と照合した結果、過誤のないことを確認した。

３ 環境部所管関係

令和６年９月 日現在の流域下水道事業会計の合計残高試算表は別紙３のと

おりで、現金預金現在高は、出納取扱金融機関の預金現在高証明書と照合した

結果、過誤のないことを確認した。

４ 健康福祉部所管関係

令和６年９月 日現在の総合リハビリテーション事業会計の合計残高試算表

は別紙４のとおりで、現金預金現在高は、出納取扱金融機関の預金現在高証明

書と照合した結果、過誤のないことを確認した。

（写）

６人委第 号

令和６年 年 月 日

 
 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
 

長野県人事委員会委員長 青 木 悟

 
 

職員の給与等に関する報告及び勧告について

 
地方公務員法（昭和 年法律第 号）第８条第１項、第 条第２項及び第

条の規定により、職員の給与等について別紙第１のとおり報告し、併せて別紙第

２のとおり勧告します。

この勧告の実現のため、所要の措置を執られるよう要望します。
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（写）

６人委第 号

令和６年 年 月 日

 
 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
 

長野県人事委員会委員長 青 木 悟

 
 

職員の給与等に関する報告及び勧告について

 
地方公務員法（昭和 年法律第 号）第８条第１項、第 条第２項及び第

条の規定により、職員の給与等について別紙第１のとおり報告し、併せて別紙第

２のとおり勧告します。

この勧告の実現のため、所要の措置を執られるよう要望します。
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報       告 
 

本委員会は、職員の給与、民間従業員の給与、国及び他の都道府県の職員の給与並び

に生計費等について調査、研究するとともに、あわせて職員の人事管理に関して取り組

むべき課題について検討しました。その概要は、次のとおりです。 

 

第１ 職員の給与 

１ 職員の給与等の状況 

    本年４月現在の職員の給与等の実態を明らかにするため、「令和６年職員給与等 

実態調査」を実施しました。 

  実態調査の結果は、「給与等に関する報告資料」第１表～第 15 表のとおりです。 

(1) 職員構成等 

職員数は 22,370 人で、その内訳は、一般職員 5,960 人、教育職員 13,020 人、警

察官 3,386 人及び特定任期付職員等４人です。 

職員の平均年齢は 42.9 歳、平均経験年数は 20.1 年です。 

また、男女別構成では、男性 60.5％、女性 39.5％です。 

 （第１表、第４表） 

行政職
19.4%

研究職
1.2%

医療職(1)
0.1%

医療職(2)
1.1%

医療職(3)
0.9%

学校栄養職
0.1%

事務職(小中学校)
2.2%

警察研究職
0.1%

教育職(2)
17.8%

一般職(警察)
1.6%

警察職
15.1%

教育職(3)
40.1%

教育職(1)
0.3%

一般職員

5,960人

26.7%

教育職員

13,020人

58.2%

特定任期付職員等
4人 0.0%

警察官
3,386人
15.1%

全職員

22,370人

別別紙紙第第１１  
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(2) 平均給与月額 

ア 職員の平均給与月額（給料、教職調整額、扶養手当、地域手当、住居手当等の

合計額）は、下表のとおり 394,372 円で、昨年と比べて 1,673 円増加しています。                    

（第１表、第３表） 

           

区  分 全職員 

 

一般職員 教育職員 警察官 特定任期付職員等 

平均給与月額 394,372 円 367,464 円 413,987 円 366,111 円 565,757 円 

(注) 平均給与月額は、給料（給料の調整額を含む。）、教職調整額、給料の特別調整額、扶養手当、地域

手当、住居手当、初任給調整手当、単身赴任手当、特地勤務手当（準ずる手当を含む。）、へき地手当

（準ずる手当を含む。）及び義務教育等教員特別手当の合計額です。 
     

イ 扶養手当 

扶養手当の受給職員数は 9,265 人（全職員の 41.4％）で、受給者１人当たりの

平均支給額は 21,349 円（昨年と比べて 20 円の増加）、職員１人当たりでは 8,844 

円（同 139 円の減少）となっています。 

（第９表） 

ウ 住居手当 

住居手当の受給職員数は 5,912 人（全職員の 26.4 ％）で、受給者１人当たり

の平均支給額は25,769 円（昨年と比べて85円の増加）、職員１人当たりでは6,811

円（同９円の増加）となっています。 

（第 11 表） 

 

２ 民間給与の調査 

   本年４月現在の民間従業員の給与等の実態を把握するため、「令和６年職種別民間

給与実態調査」を実施しました。 

 (1) 職種別民間給与実態調査の概要 

本委員会は、人事院と共同して、企業規模 50 人以上で、かつ、事業所規模 50 人

以上の県内 952 事業所のうちから無作為に抽出した 188 事業所を対象に調査を実施

しました。この調査では、民間給与との比較を行っている行政職給料表、事務職給

料表及び一般職給料表適用職員（以下「比較職員」という。）と類似すると認められ
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る事務・技術関係職種等に該当する従業員 6,390 人について、本年４月分として支

払われた給与月額等を調査しました。また、給与改定の状況等についても調査しま

した。 

民間事業所からの格段の御理解と御協力をいただき、職種別民間給与実態調査の

調査完了率は 85.6％と非常に高いものとなり、調査結果は広く民間事業所の給与の

状況を反映したものとなっています。 

 

(2) 調査結果の概要 

実態調査の結果は、「給与等に関する報告資料」第16表～第28表のとおりであり、

このうち主な内容は、次のとおりです。 

  ア 給与改定の状況 

一般の従業員（係員）について、ベースアップを実施した事業所は64.1％（昨年 

   50.8％）、ベースアップを中止した事業所は1.3％（同2.2％）となっています。 

なお、ベースアップの慣行のない事業所は34.6％（同47.0％）となっています。 

また、一般の従業員（係員）について、定期昇給を実施した事業所は 95.4％（昨 

年 96.9％）、定期昇給を中止した事業所はありませんでした。 

                         （第 17 表、第 18 表） 

  イ 初任給の状況  

企業全体として見た場合に新規学卒者の採用を行った事業所の割合は、大学卒

で 62.3％（昨年 66.4％）、高校卒で 45.5％（同 57.8％）となっています。そのう

ち初任給を増額した事業所の割合は、大学卒で 75.2％（同 73.8％）、高校卒で

82.5％（同 73.2％）となっています。一方、初任給を据置きとした事業所の割合

は、大学卒で 24.8％（同 26.2％）、高校卒で 17.5％（同 26.8％）となっています。 

なお、初任給を減額した事業所は、大学卒、高校卒ともにありませんでした。 

（第 19 表） 
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３ 職員給与と民間給与の比較 

(1) 月例給 

職員給与を民間給与と比較するに当たっては、民間給与を精確に職員給与に反映 

させるため、単純な平均給与額の比較でなく、職種、役職、年齢、学歴を同じくす

る者同士で、その給与額を対比する方法（ラスパイレス方式）が適当であると考え

ます。 

本委員会では、「職員給与等実態調査」及び「職種別民間給与実態調査」の結果に 

基づいて、職員については一般の行政事務を行っている常勤の比較職員、民間従業

員については比較職員に相当する職種にある者のうち、役職、年齢、学歴が対応す

ると認められるものを比較の対象として本年４月分の給与額を精緻に比較しました。 

比較した結果、下表のとおり比較職員の給与が民間従業員の給与を１人当たり平

均 9,741 円（2.62％）下回っていました。 

民間従業員の給与 
(Ａ) 

比較職員の給与 
(Ｂ) 

較  差 
(Ｃ)=(Ａ)－(Ｂ) （Ｃ/Ｂ×100） 

381,722 円 371,981 円 9,741 円（2.62％） 

 (注)１ 民間従業員及び比較職員ともに本年度の新規採用者は含まれていません。 

２ 民間従業員の給与の額には、通勤手当及び時間外手当は含まれていません。 

３ 比較職員の給与の額には、給料（給料の調整額を含む。）、給料の特別調整額、扶養手当、地域手当、 

住居手当、初任給調整手当、単身赴任手当の基礎額、特地勤務手当（準ずる手当を含む。）、へき地手当 

（準ずる手当を含む。）及び寒冷地手当が含まれます。 

 

(2) 特別給 

民間事業所において、昨年８月から本年７月までの１年間に支払われた賞与等の

特別給（ボーナス）は、下表のとおり所定内給与月額の 4.59 月分に相当しており、

職員の特別給（期末手当及び勤勉手当）の年間支給月数（4.50 月）が民間事業所の

特別給の支給割合を 0.09 月分下回っていました。 

（第 23 表） 
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民間従業員の特別給の年間支給割合 職員の期末手当及び勤勉手当の年間支給月数 

下 半 期 2.30 月 下 半 期 2.25 月 

上 半 期 2.29 月 上 半 期 2.25 月 

計 4.59 月 計 4.50 月 

(注) 下半期とは令和５年８月から令和６年１月まで、上半期とは同年２月から７月までの期間です。 

 

４ 国家公務員等の給与との比較 

昨年４月現在における国家公務員の行政職俸給表（一）の適用職員の俸給月額と、

これに相当する職員の給料月額とを、学歴別、経験年数別に国家公務員を基準とする

ラスパイレス方式により比較すると、国家公務員を 100 とした場合の職員の指数は

100.2 で、0.2 ポイント高い状況となっています。 

上記指数の都道府県の平均は 99.6 であり、この数値と比べると、0.6 ポイント高い

状況となっています。 

また、民間給与との比較を行っている本年４月の国家公務員の行政職俸給表（一）

適用職員（139,298 人、平均年齢 42.1 歳）の給与が 405,378 円であるのに対し、本県

の比較職員（4,988 人、平均年齢 43.7 歳）の給与は 371,981 円となっています。 

 

５ 物価、生計費等 

(1) 物価及び生計費 

総務省の調査による本年４月の消費者物価指数は、昨年４月に比べ長野市では

2.8％上昇しています。 

また、本委員会が総務省の家計調査を基に算定した２人世帯、３人世帯及び４人

世帯の長野市における本年４月の標準生計費は、それぞれ 140,540 円、172,640 円

及び 204,750 円となっています。 

（第 29 表、第 30 表） 

 

(2) 民間賃金の動向 

   厚生労働省の毎月勤労統計調査報告によると、民間事業所（規模 30 人以上、パー
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トタイム労働者を含む。）における本年４月の所定内給与は、本県では 262,318 円で

昨年４月（256,783 円）に比べ増加しています。 

（第 30 表） 

 

(3) 雇用情勢 

   長野労働局によると、本年４月の有効求人倍率は、本県では 1.36 倍で昨年４月

（1.49 倍）に比べ低下しています。 

（第 30 表） 

 

６ 令和６年４月の民間給与との比較による給与改定 

(1) 基本的な考え方 

人事委員会による給与勧告は、労働基本権を制約されている地方公務員の適正な

処遇を確保し、能率的な行政運営を維持するため、地方公務員法が定める情勢適応

の原則に基づいて行われるものです。 

本委員会では、従来から、職員の給与について、社会一般の情勢に適応するよう

地域の民間従業員の給与、国及び他の都道府県の職員の給与との均衡を図るととも

に、生計費も考慮し、改定を行ってきました。このうち、給与の制度的側面（給料

表の構造や手当の種類・内容等）については、公務としての近似性・類似性を重視

して、国家公務員の給与制度に準じることを基本とし、一方、給与水準については、

国、他の都道府県の状況、生計費等を考慮しつつ、地域の民間給与水準を重視し、

これら全体として、民間、国、他の都道府県等との均衡を図ることとしています。 

 

(2) 給与の改定 

職員給与と民間給与とを比較したところ、月例給については、前記のとおり、比

較職員の給与が民間従業員の給与を 9,741 円（2.62％）下回っており、特別給につ

いては、職員の支給月数が民間従業員の支給割合を 0.09 月分下回っています。 

 

次に国の情勢をみると、人事院においては、本年８月、国会及び内閣に対し、国

― 103 ―



  

 

- 7 - 

家公務員の給与等について報告及び勧告を行いました。その中で、月例給について

は、民間給与との比較の結果、国家公務員給与が民間給与を 11,183 円（2.76％）下

回っていることから、民間給与との均衡を図るため、行政職俸給表（一）について、

平均 3.0％の引上げ改定を行うこととしました。具体的には、民間企業における初

任給の動向や、公務において人材確保が喫緊の課題であること等を踏まえ、初任給

は、後記７の「社会と公務の変化に応じた給与制度の整備（給与制度のアップデー

ト）」に係る措置も前倒しで講じることにより、大幅に引き上げることとしています。

これを踏まえ、若年層が在職する号俸に特に重点を置くとともに、おおむね 30 歳台

後半までの職員が在職する号俸にも重点を置いて引上げ改定を行い、その他の職員

が在職する号俸については、改定率を逓減させつつ引上げ改定を行うこととしてい

ます。 

また、医療職俸給表（一）の改定状況を勘案し、医師の処遇を確保する観点から、

初任給調整手当についても引上げ改定を行うこととしています。 

期末手当及び勤勉手当については、国家公務員の年間の平均支給月数が民間事業

所の特別給の支給割合を下回っていることから、支給月数を 0.10 月分引き上げ、

4.60 月分とすることとしました。支給月数の引上げ分は、期末手当及び勤勉手当に

均等に配分することとしています。 

また、寒冷地手当の支給額の引上げ及び支給地域の改定についても勧告していま

す。 

 

他の都道府県人事委員会の給与勧告においても、公民較差を踏まえ、おおむね同

様の方針により報告及び勧告がなされています。 

本委員会は、これら諸事情を総合的に勘案した結果、本年の給与に係る改定につ

いては、次のとおり判断します。 

 

ア 給料表 

行政職給料表については、公務と民間との給与の均衡を図るため、平均 2.68％
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の引上げ改定を行うこととします。 

改定に当たっては、初任給をはじめ若年層の給与に重点を置いた引上げとなる

よう、人事院が勧告した俸給表に準じることを基本としつつ、本県における民間

給与水準を重視し、これに一律の水準調整を行うことにより全ての級・号俸の給

料月額を引き上げることとします。 

また、行政職給料表以外の給料表についても、行政職給料表との均衡を基本に

所要の改定を行うこととします。 

なお、この改定は、本年４月の比較に基づいて公務員給与と民間給与を均衡さ

せるためのものであることから、同月に遡及して実施する必要があります。 

 

イ 初任給調整手当 

  医師及び歯科医師に対する初任給調整手当について、国家公務員に準じて、引

上げ改定することとします。 

 

ウ 期末手当及び勤勉手当 

本年の調査では、職員の期末手当及び勤勉手当の年間支給月数が民間の特別給

の支給割合を 0.09 月分下回っていました。 

期末手当及び勤勉手当については、民間の特別給の支給割合と比較し、0.05 月

単位で改定を行ってきており、昨年８月から本年７月までの１年間における民間

の特別給の支給割合を踏まえ、支給月数を 0.10 月分引き上げることとします。 

なお、支給月数の引上げ分は、期末手当及び勤勉手当に均等に配分することと

し、本年度については、12 月期の期末手当及び勤勉手当の支給月数を引き上げ、

令和７年度以降においては、期末手当及び勤勉手当それぞれの支給月数の引上げ

分が６月期及び 12 月期で均等になるよう定めることとします。 

また、定年前再任用短時間勤務職員の期末手当及び勤勉手当並びに特定任期付

職員及び任期付研究員の期末手当についても、同様に支給月数を引き上げること

とします。 
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エ 寒冷地手当 

  人事院は、民間における同種手当の支給額が、公務を 11.3％上回っていたこと

から、寒冷地手当の月額を 11.3％引き上げることとしています。また、気象庁が

発表した新たな気象データ（1991 年から 2020 年までの 30 年平均値を用いた「メ

ッシュ平年値 2020」）を地域の区分の指定基準に当てはめて、支給地域の改定を

行うこととしています。なお、支給地域に該当しないこととなる地域に改定前か

ら引き続き勤務している職員等に対しては、所要の経過措置が講じられます。 

  支給月額の改定は本年度から、支給地域の改定は令和７年４月１日から実施す

ることとしています。 

  本県においては、支給額について、国家公務員に準じて、本年度から引き上げ

ることとします。 

  支給地域については、人事院勧告において、県内の非支給地域が 24 市町村（現

在は 10 市町村）に広がり、地理的に支給地域と非支給地域の混在が著しい状況と

なっています。 

本県に勤務する多数の職員について、全県域にわたる人事異動が予定されてい

ることから、国と同じ支給地域とした場合、人事管理上支障が生じることが懸念

されます。これらを踏まえ、支給地域は全県とすることも視野に、引き続き検討

することとします。その際の支給総額は、国家公務員との均衡を考慮し、国の基

準で支給した場合の総額を超えないことが適当と考えられるため、具体的な支給

額についても併せて検討することとします。 

 

７ 社会と公務の変化に応じた給与制度の整備（給与制度のアップデート） 

(1) 基本的な考え方 

人事院は、①多様で有為な人材の確保、②職員の成長支援と組織パフォーマンス

の向上、③Ｗell-being の実現に向けた環境整備という人事管理上の重点課題に取

り組む中で、給与面においても必要な対応をするため、俸給表や手当等、給与制度

の整備（以下「給与制度のアップデート」という。）を行う旨、報告及び勧告してい
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ます。 

給与面において必要な対応として、①人材確保を処遇面から支えるため、採用市

場においてより競争力のある給与水準とすること、②組織パフォーマンスの向上の

ため、役割や能力・実績等をより反映するとともに、人事配置の円滑化に資する給

与処遇を実現すること、③ワークスタイルやライフスタイルの多様化に対応するこ

とが挙げられ、これらに対応する措置が盛り込まれています。 

 

本県においては、前記６（1）で述べたとおり、給与の制度的側面（給料表の構造

や手当の種類・内容等）については、公務としての近似性・類似性を重視して、国

家公務員の給与制度に準じることを基本とし、一方で、給与水準については、地域

の民間給与水準をより重視し、これら全体として均衡が図られるよう改定を行って

いるところであり、給与制度のアップデートに関しても、基本的にこの考え方に立

ち、対応することが適当と考えます。 

 

(2) 改定内容 

  （1）の基本的な考え方の下、以下の内容について改定することとします。これら

の改定は、特記するものを除き、令和７年４月１日から実施します。 

 ア 給料表 

   人事院は、行政職俸給表（一）の係員級（１級・２級）について、採用面での

競争力向上のため、初任給や若年層の俸給月額を大幅に引き上げることとし（令

和６年４月１日実施）、係長級～本府省課長補佐級（３級～７級）について、各級

の初号近辺の号俸をカットして俸給の最低水準を引き上げることとしています。 

本府省課室長級（８級～10 級）については、職責重視の俸給体系に見直すこと

とし、各級の初号の額を引き上げつつ、隣接する級間の俸給月額の重なりの解消

などにより、昇格時に給料が大きく上がる体系とすることとしています。また、

現行の号俸を大くくり化することにより、各級を俸給月額の刻みの大きい簡素な

号俸構成とすることとしています。 
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   本県においても、採用面での競争力強化や職責を重視した給料体系への見直し

が必要であることから、行政職給料表について、人事院が勧告した新たな俸給表

に準じることを基本としつつ、地域の民間給与水準を重視し、これに一律の水準

調整を行うこととします。 

水準調整については、新たな給料表に移行し、給与制度のアップデートを踏ま

えた手当の改定を加味した給与水準が、本年の公民較差に基づく改定による給与

水準と同水準であることから、本年の改定による給料表の水準調整率を維持する

こととします。 

   また、改定に当たり、３級以上の級について、新たな給料表に移行する際の号

俸の切替えを国家公務員に準じて行うこととします。 

   行政職給料表以外の給料表についても、行政職給料表との均衡を基本に所要の

改定を行うこととします。 

   なお、昇給制度についても、国家公務員に準じて見直すこととします。 

 

 イ 地域手当 

    人事院は、新たなデータを用いて支給地域等を見直すこととし、級地区分の設

定について、都道府県を基本としつつ、中核的な市については、当該地域の民間

賃金を反映し、都道府県とは別の級地区分を個別に設定することとしています。

また、級地区分の段階は、７区分から５区分に再編成されます。これらの見直し

の激変緩和措置として、段階的に支給割合の改定を行うこととしています。 

    本県の地域手当については、多数の職員について、全県域にわたる人事異動が

予定されており、国と同じ支給地域とした場合、人事管理上支障が生じることか

ら、県内全域を支給地域とする一方、支給割合については、国家公務員との均衡

を考慮し、全県一律 1.7％としているところです。 

    今回、人事院勧告において、制度が完成する令和 10 年度における県内の支給地

域及び支給割合は、都道府県としての指定はなく、長野市（３％から４％）、松本

市（３％から４％）、塩尻市（６％から４％）となり、現在指定されている伊那市
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及び諏訪市の指定はありませんでした。段階的な実施として、令和７年度につい

ては、長野市及び松本市が３％、塩尻市５％、伊那市及び諏訪市が２％となって

います。 

    本県においては、引き続き、県内全域を支給地域とし、支給割合については、

国の支給基準で支給すると仮定した場合の加重平均の支給割合とすることとし、

令和７年度の支給割合を全県一律 1.6％とします。 

  また、県外にあっては、国家公務員に準じた支給地域及び支給割合とします。 

なお、地方公務員の地域手当について、国において本年の人事院勧告を踏まえ

た対応を検討しているところであり、今後、国の考え方や他の都道府県の動向を

注視していく必要があります。 

         

ウ 扶養手当 

  人事院は、配偶者の働き方に中立な制度に向かう社会状況の変化、民間企業や

公務の配偶者に係る手当の支給状況が減少傾向にあることを踏まえ、配偶者に係

る扶養手当を廃止することとしています。他方で、国全体として少子化対策を推

進していることを踏まえ、子に係る扶養手当を更に充実させることが適当とし、

配偶者に係る扶養手当を廃止することにより生じる原資を用いて子に係る支給額

を 13,000 円に引き上げることとしています。なお、見直しは２年をかけて段階的

に実施することとしています。 

  本県の民間の状況について、本年の「職種別民間給与実態調査」の結果で見る

と、配偶者に係る手当を支給する事業所は 62.2％であり、配偶者に係る扶養手当

の見直しを勧告した平成 29 年の調査結果（75.4％）から 13.2 ポイント減少して

います。次に、職員の状況を本年の「職員給与等実態調査」の結果で見ると、配

偶者に係る扶養手当を受給する職員は 3,927 人で職員数（22,366 人）の 17.6％に

あたり、平成 29 年の調査結果（24.8％）から 7.2 ポイント減少しています。 

  本県においては、民間の約６割の事業所が配偶者に係る手当を支給している状

況ではあるものの、職員の配偶者に係る扶養手当の支給状況について減少傾向が
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継続していること、本県においても配偶者の働き方に中立な制度に向かう社会状

況の変化や少子化への対応が必要なことなど、諸条件を総合的に勘案し、国家公

務員に準じて改定することとします。 

  なお、手当の見直しは、配偶者に係る支給額が相対的に低額である行政職給料

表８級相当の職員を除き、２年をかけて段階的に実施します。各年度の具体的な

支給額は以下のとおりです。 

（単位：円）

 (注)  「行政職給料表７級」､「行政職給料表８級」には、これらに相当する職務の級を含む。

子 10,000 11,500 13,000

令和６年度 令和７年度
令和８年度

以降

年　度

扶養親族

配偶者

行政職給料表７級以下

行政職給料表８級

6,500 3,000 （支給しない）

3,500 （支給しない） （支給しない）

 

 

エ 通勤手当 

  人事院は、民間の状況を踏まえて、通勤手当の支給限度額を、新幹線等の特別

料金等の額を含めて１か月当たり 150,000 円に引き上げ、また、この支給限度額

の範囲内で、新幹線等を利用する場合の特別料金等の額についても、全額を支給

することとしています。見直しの理由として、ライフスタイルが多様化する中で、

職員が個々の事情に応じ、経済的負担にとらわれずに柔軟に通勤手段を選択でき

ることにつながり、勤務地を異にする異動の円滑化や離職防止にも資するためと

しています。 

  本県の民間の状況を見ると、本年の「職種別民間給与実態調査」の結果では、

在来線利用の場合に通勤手当を支給する事業所の約７割、新幹線等利用の場合に

通勤手当を支給する事業所の９割以上が全額支給又は最高支給額を通勤手当の非

課税限度額（月 150,000 円）以上としています。 

  本県においても、個々のライフスタイルに合わせて通勤手段を選択できること
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や人事異動の円滑化は重要な課題であることから、国家公務員に準じて改定する

こととします。 

  また、人事院においては、人事異動の円滑化を図る観点から、新幹線等に係る

通勤手当の支給要件を見直すこととし、新幹線等の利用により通勤時間が片道当

たり 30 分以上短縮されることを求める要件を廃止することとしています。  

  本県においても、同要件を廃止することとします。 

 

オ 管理職員特別勤務手当 

  人事院は、管理職員に対してその勤務実態に応じた適切な処遇を確保する観点

から、平日深夜に係る管理職員特別勤務手当の支給対象時間帯を拡大することと

し、現行では、午前０時から午前５時までとなっている支給対象時間帯を、午後

10 時から午前５時までとし、支給対象職員についても拡大することとしています。 

  本県においても、国家公務員に準じて改定することとします。 

 

カ 勤勉手当の成績率 

  人事院は、勤勉手当の成績率について、特に高い業績を挙げた者に対して、よ

り高い水準の処遇が可能となるよう、現在平均支給月数の２倍に設定している成

績率の上限を、平均支給月数の３倍に引き上げることとしています。 

  本県においても、国家公務員に準じて改定することとします。 

 

キ 特定任期付職員のボーナス制度 

  人事院は、特定任期付職員についても勤務成績を適時のタイミングで給与に反

映し、支給額のメリハリを付けることが適当とし、特定任期付職員のボーナスを、

期末手当と人事評価の結果等に応じて支給される勤勉手当からなる構成に改め、

特定任期付職員業績手当を廃止することとしています。 

  本県においても、国家公務員に準じて見直すこととします。 
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ク 定年前再任用短時間勤務職員等の給与 

  人事院は、定年前再任用短時間勤務職員等が、勤務地を異にする異動を含め全

国の様々な勤務先で活躍できるよう、給与面でも更に支援するとし、現在支給さ

れていない手当の中で異動の円滑化に資するものを新たに支給することとしてい

ます。 

  本県においても、国家公務員に準じ、新たに地域手当（医療職給料表（1）の適

用を受ける職員に特例的に支給されるもの）、住居手当、特地勤務手当（準ずる手

当を含む。）及び寒冷地手当を支給することとします。特地勤務手当に準ずる手当

については、令和７年４月１日以降の異動等から適用します。 

  なお、へき地手当（準ずる手当を含む。）の支給について、へき地教育振興法の

改正状況を注視していく必要があります。 

 

８ 実施の要請 

人事委員会では、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応

するよう地方公務員法の規定に基づき勧告を行っています。 

議会及び知事におかれては、勧告制度の意義や役割に深い理解を示され、別紙第２

の勧告のとおり実施されるよう要請します。 
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第２ 人事管理に関する課題と取組 

 

１ 人材の確保・育成・活用 

（1）人材の確保 

人口減少が進む中、高度化・複雑化する行政課題に対応し、質の高い県民サービス

を継続的に提供していくためには、職員の年齢構成の適正化を考慮しながら、将来を

見据えて計画的に職員を採用していく必要があります。 

 

本県の行政職員、教員及び警察官の採用試験受験者数はいずれも減少傾向にあり、

官民問わず人手不足が続く現状では、民間企業や国・他の自治体との人材獲得競争は

更に厳しくなることが予想されます。また、早期退職者数は増加傾向にあります。 

慢性的な人員不足により組織のパフォーマンスが低下すれば、円滑な業務遂行に支

障を生じかねず、多様で有為な人材を不足なく確保することは喫緊の課題です。 

このため、試験制度の見直し、給与の処遇改善、柔軟な働き方を可能とする勤務環

境の整備など、就職先としての県職員の魅力向上に向け、様々な側面から取り組んで

いく必要があります。 

 

本委員会では、就職活動におけるニーズの変化に対応し、県職員への興味関心を高

めるため、県職員採用ホームページをリニューアルしたほか、「Ｘ（旧Twitter）」、

「YouTube」及び「note」などのＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）

を活用し、採用試験や説明会等のこまめな情報発信に取り組んでいます。今後は、さ

らに大学１年次、２年次などのできるだけ早い段階から継続的に情報発信を行うなど、

戦略的な広報活動により一層積極的に取り組むことが必要です。 

民間企業においては、一定の要件を満たしたインターンシップで得た学生の情報を

採用活動へ活用することができるようになるなど、インターンシップの重要性が高ま

っており、多くの学生が就職活動に当たってインターンシップに参加しています。イ

ンターンシップは、実際に就業体験を行うことで職場への理解を深め、学生が自己の
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適性を把握するためにも有益なものであり、本県が実施するインターンシップにおい

ても、参加者の満足度を更に高めるような取組を行うことが必要です。 

民間企業等における経験・専門性を有する人材や他県からの移住者など、多様な人

材を積極的に誘致するため、県職員の社会人経験者を対象とした選考での行政区分に

おける地域枠導入や東京での面接実施、教員の信州ＵＩＪターン秋選考の導入及び警

察官採用試験の一部の県外での実施など、県外在住者等が受験しやすい環境を整えて

います。 

これまでの取組に加え、引き続き、受験者の負担軽減を図りつつ、多様で有為な人

材を確保するための取組を進めていくことが必要です。 

 

多様で有為な人材を確保するためには、給与等の処遇面での改善も必要です。 

本年、人事院は、人材確保を支える給与処遇を実現するためには、潜在的志望者層

にも訴求し得る給与制度とする必要があるとして、初任給の大幅な引上げを勧告しま

した。 

本県においても志望者拡大に資する給与制度の整備は重要な課題であることから、

採用市場での競争力向上に資するよう、国に準じた初任給の引上げを勧告したところ

です。 

また、本委員会では、人材確保に当たり均衡の原則に基づいた適切な給与水準の確

保が必要なことから、現在近隣県と比較して低い水準にあるへき地手当や特地勤務手

当の支給率について、近隣県との均衡を考慮して検討することが必要である旨、一昨

年の報告以降言及しているところです。本県の教員採用選考の受験者数が減少傾向に

あることや人員配置に苦慮している状況を踏まえ、へき地地域の教育振興及び地域で

活躍する職員の支援のためにも、引き続き検討していくことが必要です。 

 

（2）人材の育成・活用 

限られた人員の中で、高度化・複雑化する行政課題に対応し、最高品質の行政サー

ビスを提供していくため、執務や研修、自己研鑽を通じて職員を育成し、能力を最大
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限に伸ばしていくことが必要です。また、職員が成長できる魅力ある職場を作ること

で、有為な人材の確保にもつながります。知事部局においては、「長野県職員育成基

本方針」に基づき、キャリア開発のための研修や各種学びの支援が行われていますが、

引き続き、職員が自律的にキャリアを形成し、主体的に学び、スキルアップできる環

境を整備することや、部下職員の成長を支援する管理監督職員のマネジメント力向上

に取り組むことが必要です。 

職員の成長を促すためには、職員の従事した職務や達成した成果を適切に評価し、

その結果を任用、給与等に適切に反映するとともに、納得性のある人事評価を行い、

その結果や根拠を適切にフィードバックすることも必要です。 

また、知事部局では、組織風土改革「かえるプロジェクト」の提案を踏まえ、組織

ミッションの浸透による仕事の目的・意義の共有や専門性を高める人事制度の導入な

どに取り組んでおり、職員がやりがいを実感し、明るく楽しく前向きに仕事ができる

組織を目指すことが必要です。 

 

本年度から定年の段階的引上げの実質的な運用が始まっています。任命権者におい

ては、高齢層職員が自身の培った知識や経験を生かし、高いモチベーションを維持し

て働いていけるような人事管理や職場環境を整備することが必要です。 

   

女性職員の活躍推進については、研修の実施など、自身のキャリアプランを主体的

に考える機会を提供しながら、能力に応じた登用を進めるとともに、全ての職員が仕

事と生活を両立しながらキャリアを重ねられる職場環境づくりに一層取り組むことが

必要です。 

 

また、障がい者の採用や活躍の場の拡大も重要な課題です。法定雇用率の段階的な

引上げも見据えて、県組織においても計画的に採用を進めるとともに、障がいの特性

に応じてその能力が十分に発揮されるよう、合理的配慮により職場への定着や活躍の

場の拡大に努めることが必要です。 
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会計年度任用職員の勤務条件のうち、給与については、類似の職務に従事する常勤

職員との均衡を図り、休暇については国の状況等を踏まえて必要な措置を講じるよう

任命権者において取り組んでいるところです。引き続き国や他の都道府県の動向を注

視しながら、多様な人材が活躍できる勤務条件を整備していくことが必要です。 

 

２ 良好な勤務環境の整備等 

職員の能力を最大限に生かすことができる良好な勤務環境を整備するためには、職

員がやりがいを持って生き生きと働くことができる環境づくりや県の職場の魅力向上

が必要です。このためには、上司と部下が適切にコミュニケーションを取りながら相

談や情報共有を行い、風通しが良く仕事がしやすい職場づくりを進めることが必要で

す。 

 

（1）長時間労働の是正 

長時間の時間外勤務は、職員の健康確保や業務能率を阻害するものであるため、引

き続き、時間外勤務の縮減に取り組むことが必要です。 

 時間外勤務の縮減に当たっては、管理監督職員の的確なマネジメントにより、部下

職員の業務管理等や時間外勤務の事前命令の徹底を通じて、適正な勤務時間管理を行

うことが必要です。 

また、組織全体として業務の縮減・合理化に取り組み、時間外勤務もやむを得ない

とする職場風土や職員の意識の切替えが求められます。それでもなお改善が見られな

い場合には、任命権者において業務量に応じた柔軟な人員配置や必要な人員の確保に

努めることが必要です。 

 

特に、長時間労働の是正については、人事委員会規則において時間外勤務の上限を

定めており、任命権者が上限時間を超えて時間外勤務を命ずる場合は、当該時間外勤

務に係る要因の整理、分析及び検証を行うこととしています。 
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令和５年度において、任命権者が行った当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及

び検証についての報告を本委員会で取りまとめたところ、上限時間を超えて時間外勤

務を行った主な要因として、災害への対応や予算編成などに係る業務が挙げられてお

り、限られた人員の中で業務が集中したことや所属全体が多忙であったことなどが要

因として挙げられています。 

大規模災害への対処等の公務の運営上やむを得ない業務で任命権者が認める場合は

特例業務として上限時間を超えて時間外勤務を命ずることができることとされていま

すが、特例業務の範囲については、その趣旨や職員の心身の負担を考慮し、厳格に運

用することが必要です。また、長時間勤務を行った職員の健康を確保するため、医師

による面接指導が確実に行われることが必要です。 

本委員会は労働基準監督機関として、引き続き上限時間を超えた時間外勤務の状況

を把握しながら、対象事業所に対する指導に一層努めていきます。 

教員について、学校における課題が多様化・複雑化する中、業務の多忙化による長

時間労働が問題となっています。教員の負担を軽減し、長時間労働を是正することは、

教員の健康確保や教育活動の質の向上、さらに教員志望者の確保にもつながる重要な

課題です。教育委員会においては、「学校における働き方改革推進のための方策」に

基づき取組を行っているところですが、学校・教師が担う業務の適正化など、一層の

働き方改革に取り組み、教員が子どもと向き合う時間を確保し、高度な専門性を発揮

できる環境整備に取り組むことが必要です。 

 

（2）柔軟な働き方の推進 

職員のライフスタイルや働き方に対する価値観が多様化する中、個々の職員の希望

や事情を尊重した柔軟な働き方を可能とする環境整備が求められています。本県にお

いては、これまで時差勤務やテレワークなど、時間や場所を有効に活用する制度を導

入してきているところですが、国においては、令和５年４月からフレックスタイム制

の柔軟化を行い、来年４月からは、勤務時間の総量を維持した上で週１日を限度に勤

務時間を割り振らない日を設定することを可能とするなど、一層の働き方の柔軟化を
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進めています。こうした状況を踏まえ、より多様な働き方を可能とするため、また職

場の魅力向上といった観点から、本県においてもフレックスタイム制の導入を進めて

いく必要があります。柔軟な働き方の推進に当たっては、制度が積極的に活用される

よう、職員への周知や手続に係る事務負担の軽減、利用しやすい雰囲気の醸成等、環

境の整備が必要です。 

 

（3）仕事と生活の両立支援 

育児や介護を行う職員が、仕事と生活を両立し、能力を十分に発揮できる環境を整

備することは重要な課題です。 

人事院は、本年５月に成立した民間育児・介護休業法等の一部改正法を踏まえて、

国家公務員についても、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充

や、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化のための措置の実現を図

ることとしました。具体的には、育児時間の取得パターンの多様化や超過勤務の免除

の対象となる子の範囲の拡大、子の看護休暇等の見直し等が掲げられており、本県に

おいても、民間労働法制と国の改正内容を踏まえて措置を検討することが必要です。 

仕事と生活の両立支援制度については、子育てや介護を行う職員を支援する累次の

改正を行ってきているところですが、職員がこれらの両立支援制度を気兼ねなく活用

できるよう、制度の周知や相談体制の整備、業務の割り振りや代替職員の確保に努め

るとともに、制度を活用する職員を職場全体でサポートする意識の醸成を図ることが

必要です。 

また、男性の育児参加については、男性の育児休業取得率の政府目標の引上げも踏

まえ、本県においても一層の取組が必要とされているところです。知事部局において

は、「長野県職員いきいき活躍推進プラン」において、男性職員の育児休業等取得率

について、令和７年度に１か月以上100％を目標に掲げているところ、令和５年度の取

得率は72.3％と前年の37.0％から増加し、取組の成果が上がっているところです。引

き続き、職員が当たり前に必要な期間の育児休業等を取得し、子育てを主体的に行っ

ていける環境整備に取り組んでいくことが必要です。 
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（4）健康づくりの推進 

任命権者から報告のあった令和５年度の休職処分を集計したところ、病気・事故等

による休職者数は183名で、令和４年度の143名から増加し、このうち心の健康の問題

による者も136名（病気・事故等による休職者に占める割合74.3％）で、令和４年度の

113名（同79.0％）から増加しています。任命権者においては、休職者数が増加した要

因を分析し、対策につなげるとともに、引き続きストレスチェックの結果を活用して

職場環境の改善を行うなど、メンタルヘルス不調の未然防止や不調者の早期発見・早

期対処、長期療養者の職場復帰支援・再発防止の取組を進めていくことが必要です。 

 

（5）コンプライアンスの推進とハラスメントの防止 

県民の信頼や期待に応えるためには、職員が高い倫理観を持って職務に取り組むこ

とが求められます。しかしながら、依然として飲酒運転、わいせつ行為などの不祥事

や不適切な事務処理など、県政への信頼を損なう事案が発生しています。任命権者に

おいては、再発防止の取組の実施、法令遵守と服務規律の確保の徹底に努め、コンプ

ライアンスを一層推進する必要があります。 

職場等におけるハラスメントは、個人の人格や尊厳を害するとともに、公務能率の

低下を招くものです。任命権者においては、ハラスメントの防止要綱に基づいて相談

窓口の設置や研修等の対策を実施しているところですが、全ての職員がハラスメント

に対する理解と共通認識を持ち、その防止に努めるよう、意識啓発による未然防止、

事案が生じた場合には適切に対処する環境の確保に取り組み、ハラスメントのない明

るく働きやすい職場環境づくりを進めることが必要です。 

また、いわゆるカスタマーハラスメントについて社会的な関心が高まっています。

カスタマーハラスメントの対応は職員に大きな負担がかかることから、任命権者にお

いては、県民からの信頼を保持しつつ、職員からの相談に応じて適切に対応するなど、

職員を保護する取組を進める必要があります。 
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勧       告 

 

 

本委員会は、別紙第１の報告に基づき、次の事項を実現するため、所要の措置を講 

ずることを勧告します。 

  

Ⅰ 令和６年４月の民間給与との比較による給与改定 

１ 給料表 

   現行の給料表を別記第１のとおり改定すること。 

 

２ 諸手当 

 (1) 初任給調整手当 

   ア 医療職給料表(1)の適用を受ける医師及び歯科医師に対する支給月額の限

度を 370,400 円とすること。 

   イ 教育職給料表(1)の適用を受ける医師及び歯科医師で、医学又は歯学に関す

る専門的知識を必要とする職にあるものに対する支給月額の限度を51,600円

とすること。 

 (2) 期末手当及び勤勉手当 

ア 令和６年 12 月期の支給割合 

    (ｱ) (ｲ)及び(ｳ)以外の職員（会計年度任用職員を除く。） 

      期末手当の支給割合を 1.275 月分とし、勤勉手当の支給割合を 1.075 月

分とすること。定年前再任用短時間勤務職員にあっては、期末手当の支給

割合を 0.7125 月分とし、勤勉手当の支給割合を 0.5125 月分とすること。 

別別紙紙第第２２  

― 120 ―



- 24 - 

(ｲ) 特定幹部職員 

   期末手当の支給割合を 1.075 月分とし、勤勉手当の支給割合を 1.275 月

分とすること。定年前再任用短時間勤務職員にあっては、期末手当及び勤

勉手当の支給割合をそれぞれ 0.6125 月分とすること。 

(ｳ) 特定任期付職員及び任期付研究員 

   期末手当の支給割合を 1.75 月分とすること。 

イ 令和７年６月期以降の支給割合 

    (ｱ) (ｲ)及び(ｳ)以外の職員（会計年度任用職員を除く。） 

      ６月及び 12 月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ 1.25 月分と

し、６月及び 12 月に支給される勤勉手当の支給割合をそれぞれ 1.05 月分

とすること。定年前再任用短時間勤務職員にあっては、６月及び 12 月に支

給される期末手当の支給割合をそれぞれ 0.7 月分とし、６月及び 12 月に支

給される勤勉手当の支給割合をそれぞれ 0.5 月分とすること。 

(ｲ) 特定幹部職員 

   ６月及び 12 月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ 1.05 月分と

し、６月及び 12 月に支給される勤勉手当の支給割合をそれぞれ 1.25 月分

とすること。定年前再任用短時間勤務職員にあっては、６月及び 12 月に支

給される期末手当及び勤勉手当の支給割合をそれぞれ0.6月分とすること。 

(ｳ) 任期付研究員 

   ６月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.725月分と

すること。 

(3) 寒冷地手当 

   寒冷地手当の支給月額を、職員の世帯等の区分に応じ次の表に掲げる額とする

こと。 
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 世帯等の区分 

世帯主である職員 その他の職員 

扶養親族のある 

職員 

その他の世帯主 

である職員 

月額 19,800 円 11,400 円 8,200 円 

 

Ⅱ 社会と公務の変化に応じた給与制度の整備（給与制度のアップデート） 

１ 給料表 

   Ⅰの１による改定後の給料表を別記第２のとおり改定すること。 

   新給料表への切替えは、別記第３の切替要領によること。 

 

２ 昇給制度 

行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が８級以上であるもの及び同

表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとし

て人事委員会が定める職員の昇給は、一般職の職員の給与に関する条例第８条第

１項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行

うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて人事委員会が

定める基準に従い決定するものとすること。 

 

３ 諸手当 

 (1) 扶養手当 

配偶者に係る扶養手当を廃止し、子に係る扶養手当の月額（扶養親族たる子

のうちに満 15 歳に達する日後の最初の４月１日から満 22 歳に達する日以後の
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最初の３月 31 日までの間にある子がいる場合にあっては、一般職の職員の給与

に関する条例第 15 条第２項の規定により加算される前の額）を１人につき

13,000 円とすること。 

 

  （2）地域手当 

地域手当の支給割合を、次に掲げる級地の区分に応じ、それぞれ次に定める

割合とすること。 

   ア １級地 100 分の 20 

   イ ２級地 100 分の 16 

   ウ ３級地 100 分の 12 

   エ ４級地 100 分の８ 

   オ ５級地 100 分の４ 

   カ ６級地 100 分の 1.6 

  

（3）通勤手当 

   ア １か月当たりの交通機関等に係る通勤手当の額、交通用具に係る通勤手当

の額及び新幹線鉄道等に係る通勤手当の額を合算した額の限度を 150,000 円

とすること。 

イ 新幹線鉄道等に係る通勤手当の要件のうち、対象とする新幹線鉄道等の利

用を、人事委員会が定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資する

ものであると認められるものに限る取扱いを廃止すること。 

  

 （4）管理職員特別勤務手当 

ア 管理監督職員等が、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後
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10 時から翌日の午前５時までの間（週休日等に含まれる時間を除く。）であっ

て正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合に、管理職員特別勤務手当を支

給すること。 

   イ アによる管理職員特別勤務手当の額は、アによる勤務１回につき、6,000 円

を超えない範囲内において人事委員会が定める額（その勤務に従事する時間

等を考慮して人事委員会が定める勤務をした職員にあっては、それぞれその

額に 100 分の 150 を乗じて得た額）とすること。 

 

  （5）特定任期付職員の期末手当及び勤勉手当 

特定任期付職員の期末手当及び勤勉手当については、次のとおりとすること。 

ア 勤勉手当を支給すること。 

イ ６月及び 12 月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ 0.95 月分とす

ること。 

ウ ６月及び 12 月に特定任期付職員に対して支給する勤勉手当の総額は、それ

ぞれ、各任命権者に所属する当該職員の勤勉手当基礎額に 100 分の 87.5 を乗

じて得た額の総額を超えてはならないこと。 

エ 特定任期付職員業績手当を廃止すること。 

 

（6）定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員の諸手当 

    定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員に対して、一般職の職員の

給与に関する条例第17条の４の規定による地域手当、住居手当、特地勤務手当、

特地勤務手当に準ずる手当及び寒冷地手当を支給すること。 
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 Ⅲ 改定の実施時期等 

  １ 改定の実施時期 

   この改定は、令和６年４月１日から実施すること。ただし、Ⅰの２の(2)のイ、

Ⅱ及びⅢの２については令和７年４月１日から実施すること。 

   

  ２ 経過措置等 

   (1) 扶養手当の月額等の特例措置 

ア 令和７年４月１日から令和８年３月 31 日までの間においては、行政職給料

表の適用を受ける職員でその職務の級が７級以下であるもの及び同表以外の

各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人

事委員会が定める職員には、配偶者に係る扶養手当を支給することとし、同

手当の月額は 3,000 円とすること。 

イ 令和７年４月１日から令和８年３月 31 日までの間においては、子に係る扶

養手当の月額（扶養親族たる子のうちに満 15 歳に達する日後の最初の４月１

日から満 22 歳に達する日以後の最初の３月 31 日までの間にある子がいる場

合にあっては、一般職の職員の給与に関する条例第 15 条第２項の規定により

加算される前の額）を１人につき 11,500 円とすること。 

 

(2) 地域手当の支給割合等の特例措置 

令和 10 年３月 31 日までの間における地域手当の級地の区分及び支給割合に

ついては、人事委員会が定める級地の区分に応じて、100 分の 20 を超えない範

囲内で人事委員会が定める割合とすること。 
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(3) その他所要の措置 

(1)及び(2)に掲げるもののほか、この改定に伴い、所要の措置を講ずること。 
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（写）

６コ行第 号

令和６年（ 年） 月３日

 
 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
 

長野県知事 阿 部 守 一

 
 

令和５年度長野県内部統制評価報告書について

 
このことについて、地方自治法第 条第６項の規定により、令和５年度長野

県内部統制評価報告書審査意見書を添えて、別紙のとおり報告します。

 

（別紙は掲載を省略する）
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（写）

６監査第 号

令和６年（ 年） 月 日

 
 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
 

長野県監査委員 増 田 隆 志

同 青 木 孝 子

同 柄 澤 千恵子

同 依 田 明 善

 
 

令和６年度定期監査の結果に関する報告について

 
地方自治法（昭和 年法律第 号）第 条第１項及び第４項の規定により、

令和６年２月７日から令和６年 月 日までの間に 機関について監査しまし

たので、同条第９項の規定により、その結果に関する報告を別添のとおり提出し

ます。

（別冊は掲載を省略する）

（写）

６人委第 号

令和６年 年 月 日

長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様

長野県人事委員会委員長 青 木 悟

意見聴取について（令和６年 月 日付け６議議第 号に対する回答）

下記の条例案については、異存ありません。

記

第５号 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例案

第 号 病害虫防除所の設置及び病害虫防除員の設置区域に関する条例の一部

を改正する条例案
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（写）

６人委第 号

令和６年 年 月 日

長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様

長野県人事委員会委員長 青 木 悟

意見聴取について（令和６年 月 日付け６議議第 号に対する回答）

下記の条例案については、異存ありません。

記

第５号 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例案

第 号 病害虫防除所の設置及び病害虫防除員の設置区域に関する条例の一部

を改正する条例案
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氏　　　名 所属党派・議席 発言割当時間 発言の要旨

１ 依 田 明 善 （自民党・４３） ２２分 県政一般について

２ 小 山 仁 志 （新政団・２７） １０分 県政一般について

３ 林 和 明 （改革信・　３） １５分 県政一般について

４ 両 角 友 成 （共産党・３８） １４分 県政一般について

５ 小 林 陽 子 （改革信・　２） １３分 県政一般について

６ 佐 藤 千 枝 （改革信・１０） １３分 県政一般について

７ 川 上 信 彦 （公明党・２５） １３分 県政一般について

８ 丸 山 寿 子 （改革信・１１） １２分 県政一般について

９ 竹 内 正 美 （自民党・２８） ２２分 県政一般について

１０ 望 月 義 寿 （改革信・２２） １０分 県政一般について

１１ 竹 村 直 子 （改革信・　１） １１分 県政一般について

１２ 百 瀬 智 之 （新政団・２６） １０分 県政一般について

１３ 小 林 君 男 （無所属・１２） 　８分 県政一般について

１４ 清 水 正 康 （新政団・１６） １０分 県政一般について

１５ 大 井 岳 夫 （自民党・１９） ２２分 県政一般について

１６ 小 林 あ や （新政団・１５） 　９分 県政一般について

１７ 奥 村 健 仁 （新政団・　６） 　９分 県政一般について

１８ 和 田 明 子 （共産党・４８） １４分 県政一般について

１９ グレート無茶 （新政団・　５） 　９分 県政一般について

２０ 青 木 崇 （自民党・　７） ２２分 県政一般について

２１ 早 川 大 地 （自民党・　９） ２２分 県政一般について

２２ 勝 山 秀 夫 （公明党・　４） １０分 県政一般について

２３ 毛 利 栄 子 （共産党・４７） １５分 県政一般について

２４ 中 川 博 司 （改革信・３７） １２分 県政一般について

２５ 勝 野 智 行 （公明党・１３） １０分 県政一般について

２６ 垣 内 将 邦 （自民党・　８） ２２分 県政一般について

２７ 向 山 賢 悟 （自民党・１７） ２２分 県政一般について

２８ 清 水 純 子 （公明党・３９） １０分 県政一般について

２９ 宮 下 克 彦 （自民党・２９） ２２分 県政一般について

３０ 埋 橋 茂 人 （改革信・３５） １３分 県政一般について

発 言 通 告 者 一 覧 表 （一 般 質 問・質 疑）

＝６・１１定例会＝

発言順位
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い
て

長
野

県
木

曽
郡

町
村
議
会
議
長
会

農
政

林
務

　
会

長
　

永
井

　
嘉
男

陳
第
 
3
4
9
号

少
子
化
に
よ
る
学
校
統
合
の

教
育

課
題

に
つ

い
て

長
野

県
木

曽
郡

町
村
議
会
議
長
会

環
境

文
教

　
会

長
　

永
井

　
嘉
男
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陳
第
 
3
5
0
号

木
曽
地
域
の
防
災
強
靭
化
に

つ
い

て
長

野
県

木
曽

郡
町

村
議
会
議
長
会

危
機

管
理

建
設

　
会

長
　

永
井

　
嘉
男

陳
第
 
3
5
1
号

木
曽
地
域
の
道
路
交
通
網
の

整
備

と
木

曽
川

の
治

水
に

つ
い

て
長

野
県

木
曽

郡
町

村
議
会
議
長
会

危
機

管
理

建
設

　
会

長
　

永
井

　
嘉
男

陳
第
 
3
5
2
号

特
別
支
援
教
育
の
充
実
に
つ

い
て

木
曽

郡
木

曽
町

福
島
5
8
1
4
-
1

環
境

文
教

木
曽

郡
教

育
関

係
七
団
体
連
絡
協
議
会

　
議

長
　

鎌
田

　
和
紀

陳
第
 
3
5
3
号

教
員
業
務
支
援
員
の
配
置
に

つ
い

て
木

曽
郡

木
曽

町
福

島
5
8
1
4
-
1

環
境

文
教

木
曽

郡
教

育
関

係
七
団
体
連
絡
協
議
会

　
議

長
　

鎌
田

　
和
紀

陳
第
 
3
5
4
号

木
曽
の
児
童
生
徒
が
教
育
的

不
利

に
な

ら
な

い
た

め
の

対
応

に
つ

木
曽

郡
木

曽
町

福
島
5
8
1
4
-
1

環
境

文
教

い
て

木
曽

郡
教

育
関

係
七
団
体
連
絡
協
議
会

　
議

長
　

鎌
田

　
和
紀

陳
第
 
3
5
5
号

中
学
校
部
活
動
の
地
域
移
行

に
伴

う
人

的
・

環
境

整
備

等
に

関
わ

木
曽

郡
木

曽
町

福
島
5
8
1
4
-
1

環
境

文
教

る
保
障
の
確
保
に
つ
い
て

木
曽

郡
教

育
関

係
七
団
体
連
絡
協
議
会

　
議

長
　

鎌
田

　
和
紀

陳
第
 
3
5
6
号

木
曽
郡
の
魅
力
あ
る
高
校
づ

く
り

に
つ

い
て

木
曽

郡
木

曽
町

福
島
5
8
1
4
-
1

環
境

文
教

木
曽

郡
教

育
関

係
七
団
体
連
絡
協
議
会

　
議

長
　

鎌
田

　
和
紀

陳
第
 
3
5
7
号

国
道
1
5
3
号
に
お
け
る
交
通
安

全
対

策
と

防
災

道
路

機
能

強
化

へ
下

伊
那

郡
西

部
村

議
会
議
員
会

危
機

管
理

建
設

の
取
組
み
に
つ
い
て

　
会

長
　

吉
田

　
哲
也

陳
第
 
3
5
8
号

国
道
1
5
3
号
飯
田
南
バ
イ
パ
ス

の
早

期
開

通
に

つ
い

て
下

伊
那

郡
西

部
村

議
会
議
員
会

危
機

管
理

建
設

　
会

長
　

吉
田

　
哲
也

陳
第
 
3
5
9
号

国
道
2
5
6
号
の
改
良
整
備
と
継

続
的

な
維

持
管

理
に

つ
い

て
下

伊
那

郡
西

部
村

議
会
議
員
会

危
機

管
理

建
設

　
会

長
　

吉
田

　
哲
也
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陳
第
 
3
6
0
号

国
道
4
1
8
号
の
改
良
整
備
の
充

実
に

つ
い

て
下

伊
那

郡
西

部
村

議
会
議
員
会

危
機

管
理

建
設

　
会

長
　

吉
田

　
哲
也

陳
第
 
3
6
1
号

中
央
自
動
車
道
西
宮
線
園
原

イ
ン

タ
ー

チ
ェ

ン
ジ

の
フ

ル
規

格
化

下
伊

那
郡

西
部

村
議
会
議
員
会

危
機

管
理

建
設

に
つ
い
て

　
会

長
　

吉
田

　
哲
也

陳
第
 
3
6
2
号

主
要
地
方
道
の
改
良
促
進
等

に
つ

い
て

下
伊

那
郡

西
部

村
議
会
議
員
会

危
機

管
理

建
設

　
会

長
　

吉
田

　
哲
也

陳
第
 
3
6
3
号

主
要
地
方
道
園
原
イ
ン
タ
ー

線
橋

梁
の

拡
幅

改
良

整
備

促
進

と
継

下
伊

那
郡

西
部

村
議
会
議
員
会

危
機

管
理

建
設

続
的
な
維
持
管
理
に
つ
い
て

　
会

長
　

吉
田

　
哲
也

陳
第
 
3
6
4
号

県
道
田
中
乱
橋
線
の
早
期
改

良
整

備
に

つ
い

て
下

伊
那

郡
西

部
村

議
会
議
員
会

危
機

管
理

建
設

　
会

長
　

吉
田

　
哲
也

陳
第
 
3
6
5
号

県
道
園
原
清
内
路
線
の
計
画

的
な

改
良

と
整

備
に

つ
い

て
下

伊
那

郡
西

部
村

議
会
議
員
会

危
機

管
理

建
設

　
会

長
　

吉
田

　
哲
也

陳
第
 
3
6
6
号

県
道
富
士
見
台
公
園
線
、
弁

天
橋

へ
の

歩
道

設
置

に
つ

い
て

下
伊

那
郡

西
部

村
議
会
議
員
会

危
機

管
理

建
設

　
会

長
　

吉
田

　
哲
也

陳
第
 
3
6
7
号

国
県
道
へ
の
横
断
歩
道
設
置

に
つ

い
て

下
伊

那
郡

西
部

村
議
会
議
員
会

総
務

企
画

警
察

　
会

長
　

吉
田

　
哲
也

陳
第
 
3
6
8
号

県
道
、
国
道
2
5
6
号
に
か
か
る

樹
木

の
伐

採
促

進
に

つ
い

て
下

伊
那

郡
西

部
村

議
会
議
員
会

危
機

管
理

建
設

　
会

長
　

吉
田

　
哲
也

陳
第
 
3
6
9
号

森
林
や
樹
木
管
理
の
必
要
性

の
県

民
啓

発
に

つ
い

て
下

伊
那

郡
西

部
村

議
会
議
員
会

農
政

林
務

　
会

長
　

吉
田

　
哲
也

陳
第
 
3
7
0
号

豪
雨
災
害
に
備
え
る
早
急
な

河
川

整
備

に
つ

い
て

下
伊

那
郡

西
部

村
議
会
議
員
会

危
機

管
理

建
設

　
会

長
　

吉
田

　
哲
也

陳
第
 
3
7
1
号

一
級
河
川
の
整
備
促
進
に
つ

い
て

下
伊

那
郡

西
部

村
議
会
議
員
会

危
機

管
理

建
設

　
会

長
　

吉
田

　
哲
也
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陳
第
 
3
7
2
号

上
村
川
・
平
谷
川
の
整
備
に

つ
い

て
下

伊
那

郡
西

部
村

議
会
議
員
会

危
機

管
理

建
設

　
会

長
　

吉
田

　
哲
也

陳
第
 
3
7
3
号

急
傾
斜
地
崩
壊
対
策
及
び
土

石
流

対
策

の
整

備
促

進
に

つ
い

て
下

伊
那

郡
西

部
村

議
会
議
員
会

危
機

管
理

建
設

　
会

長
　

吉
田

　
哲
也

陳
第
 
3
7
4
号

河
畔
林
整
備
事
業
の
促
進
に

つ
い

て
下

伊
那

郡
西

部
村

議
会
議
員
会

危
機

管
理

建
設

　
会

長
　

吉
田

　
哲
也

陳
第
 
3
7
5
号

森
林
路
網
整
備
に
つ
い
て

下
伊

那
郡

西
部

村
議
会
議
員
会

農
政

林
務

　
会

長
　

吉
田

　
哲
也

陳
第
 
3
7
6
号

有
害
鳥
獣
対
策
の
充
実
に
つ

い
て

下
伊

那
郡

西
部

村
議
会
議
員
会

農
政

林
務

　
会

長
　

吉
田

　
哲
也

陳
第
 
3
7
7
号

獣
害
（
熊
）
対
策
に
つ
い
て

下
伊

那
郡

西
部

村
議
会
議
員
会

農
政

林
務

　
会

長
　

吉
田

　
哲
也

陳
第
 
3
7
8
号

弓
の
又
林
道
の
維
持
管
理
へ

の
支

援
に

つ
い

て
下

伊
那

郡
西

部
村

議
会
議
員
会

農
政

林
務

　
会

長
　

吉
田

　
哲
也

陳
第
 
3
7
9
号

小
規
模
小
学
校
、
中
学
校
へ

の
教

育
支

援
に

つ
い

て
下

伊
那

郡
西

部
村

議
会
議
員
会

環
境

文
教

　
会

長
　

吉
田

　
哲
也

陳
第
 
3
8
0
号

消
滅
可
能
性
自
治
体
論
議
と

高
校

再
編

の
考

え
方

に
つ

い
て

下
伊

那
郡

西
部

村
議
会
議
員
会

環
境

文
教

　
会

長
　

吉
田

　
哲
也

陳
第
 
3
8
1
号

県
立
高
等
学
校
に
お
け
る
学

び
の

Ｄ
Ｘ

推
進

と
タ

ブ
レ

ッ
ト

端
末

下
伊

那
郡

西
部

村
議
会
議
員
会

環
境

文
教

の
県
費
補
助
に
つ
い
て

　
会

長
　

吉
田

　
哲
也

陳
第
 
3
8
2
号

地
域
経
済
活
性
化
に
向
け
た

資
金

繰
り

支
援

策
に

つ
い

て
下

伊
那

郡
西

部
村

議
会
議
員
会

産
業

観
光

企
業

　
会

長
　

吉
田

　
哲
也

陳
第
 
3
8
3
号

地
域
経
済
活
性
化
に
向
け
た

観
光

支
援

策
に

つ
い

て
下

伊
那

郡
西

部
村

議
会
議
員
会

産
業

観
光

企
業

　
会

長
　

吉
田

　
哲
也
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陳
第
 
3
8
4
号

東
御
市
の
河
川
及
び
砂
防
事

業
の

推
進

に
つ

い
て

東
御

市
長

　
花

岡
　
利
夫

危
機

管
理

建
設

陳
第
 
3
8
5
号

上
信
越
自
動
車
道
東
部
湯
の

丸
イ

ン
タ

ー
チ

ェ
ン

ジ
へ

の
ア

ク
セ

東
部

湯
の

丸
イ

ン
タ
ー
関
連
道
路
網
整
備
促
進
期

危
機

管
理

建
設

ス
道
路
の
整
備
促
進
に
つ
い

て
成

同
盟

会
　

会
長

　
花
岡
　
利
夫

陳
第
 
3
8
6
号

県
道
新
田
松
本
バ
イ
パ
ス
の

古
見

区
間

の
早

期
完

成
に

つ
い

て
東

筑
摩

郡
筑

北
村

西
条
4
1
9
5

危
機

管
理

建
設

長
野

県
東

筑
摩

郡
村
議
会
議
長
会

　
会

長
　

鎌
田

　
欣
子

陳
第
 
3
8
7
号

生
坂
村
に
係
る
国
道
・
県
道

の
整

備
促

進
に

つ
い

て
東

筑
摩

郡
筑

北
村

西
条
4
1
9
5

危
機

管
理

建
設

長
野

県
東

筑
摩

郡
村
議
会
議
長
会

　
会

長
　

鎌
田

　
欣
子

陳
第
 
3
8
8
号

国
道
4
0
3
号
下
井
堀
地
区
か
ら

下
田

地
区

、
本

町
か

ら
明

治
町

間
東

筑
摩

郡
筑

北
村

西
条
4
1
9
5

危
機

管
理

建
設

の
整
備
促
進
に
つ
い
て

長
野

県
東

筑
摩

郡
村
議
会
議
長
会

　
会

長
　

鎌
田

　
欣
子

陳
第
 
3
8
9
号

歩
道
整
備
事
業
（
一
般
県
道

新
田

松
本

線
）

の
整

備
促

進
に

つ
い

東
筑

摩
郡

筑
北

村
西
条
4
1
9
5

危
機

管
理

建
設

て
長

野
県

東
筑

摩
郡

村
議
会
議
長
会

　
会

長
　

鎌
田

　
欣
子

陳
第
 
3
9
0
号

筑
北
村
に
係
る
国
道
・
県
道

の
整

備
促

進
に

つ
い

て
東

筑
摩

郡
筑

北
村

西
条
4
1
9
5

危
機

管
理

建
設

長
野

県
東

筑
摩

郡
村
議
会
議
長
会

　
会

長
　

鎌
田

　
欣
子

陳
第
 
3
9
1
号

道
路
等
整
備
の
推
進
に
つ
い

て
長

野
県

特
別

豪
雪

地
帯
指
定
市
町
村
議
会
協
議
会

危
機

管
理

建
設

　
会

長
　

飯
山

市
議
会
議
長
　
渋
川
　
芳
三

陳
第
 
3
9
2
号

道
路
除
雪
事
業
の
充
実
及
び

克
雪

住
宅

普
及

促
進

事
業

補
助

金
の

長
野

県
特

別
豪

雪
地
帯
指
定
市
町
村
議
会
協
議
会

危
機

管
理

建
設

継
続
と
拡
充
に
つ
い
て

　
会

長
　

飯
山

市
議
会
議
長
　
渋
川
　
芳
三

陳
第
 
3
9
3
号

災
害
に
備
え
た
公
共
事
業
の

推
進

に
つ

い
て

長
野

県
町

村
会

　
会
長
　
羽
田
　
健
一
郎

危
機

管
理

建
設

陳
第
 
3
9
4
号

防
災
・
減
災
対
策
等
の
強
化

に
つ

い
て

長
野

県
町

村
会

　
会
長
　
羽
田
　
健
一
郎

危
機

管
理

建
設
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陳
第
 
3
9
5
号

防
災
力
向
上
の
た
め
の
財
政

支
援

に
つ

い
て

長
野

県
町

村
会

　
会
長
　
羽
田
　
健
一
郎

危
機

管
理

建
設

陳
第
 
3
9
6
号

住
民
の
安
全
・
安
心
な
暮
ら

し
に

つ
い

て
長

野
県

町
村

会
　

会
長
　
羽
田
　
健
一
郎

県
民

文
化

健
康

福
祉

陳
第
 
3
9
7
号

行
政
対
象
暴
力
に
対
す
る
適

切
な

措
置

に
つ

い
て

長
野

県
町

村
会

　
会
長
　
羽
田
　
健
一
郎

総
務

企
画

警
察

陳
第
 
3
9
8
号

地
域
か
ら
の
活
力
あ
る
国
づ

く
り

に
向

け
た

地
方

創
生

の
更

な
る

長
野

県
町

村
会

　
会
長
　
羽
田
　
健
一
郎

総
務

企
画

警
察

推
進
に
つ
い
て

陳
第
 
3
9
9
号

少
子
化
対
策
の
推
進
と
地
方

の
取

組
へ

の
財

政
支

援
に

つ
い

て
長

野
県

町
村

会
　

会
長
　
羽
田
　
健
一
郎

県
民

文
化

健
康

福
祉

陳
第
 
4
0
0
号

学
校
給
食
費
無
償
化
な
ど
の

支
援

策
に

つ
い

て
長

野
県

町
村

会
　

会
長
　
羽
田
　
健
一
郎

環
境

文
教

陳
第
 
4
0
1
号

町
村
財
政
基
盤
の
強
化
に
つ

い
て

長
野

県
町

村
会

　
会
長
　
羽
田
　
健
一
郎

総
務

企
画

警
察

陳
第
 
4
0
2
号

地
域
公
共
交
通
対
策
の
推
進

に
つ

い
て

長
野

県
町

村
会

　
会
長
　
羽
田
　
健
一
郎

総
務

企
画

警
察

陳
第
 
4
0
3
号

教
育
環
境
の
整
備
に
つ
い
て

長
野

県
町

村
会

　
会
長
　
羽
田
　
健
一
郎

環
境

文
教

陳
第
 
4
0
4
号

フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
等
民
間
施

設
に

対
す

る
経

済
的

支
援

に
つ

い
て

長
野

県
町

村
会

　
会
長
　
羽
田
　
健
一
郎

県
民

文
化

健
康

福
祉

陳
第
 
4
0
5
号

公
立
社
会
教
育
施
設
の
充
実

に
つ

い
て

長
野

県
町

村
会

　
会
長
　
羽
田
　
健
一
郎

産
業

観
光

企
業

陳
第
 
4
0
6
号

情
報
化
施
策
の
推
進
に
つ
い

て
長

野
県

町
村

会
　

会
長
　
羽
田
　
健
一
郎

総
務

企
画

警
察

陳
第
 
4
0
7
号

人
権
の
擁
護
に
つ
い
て

長
野

県
町

村
会

　
会
長
　
羽
田
　
健
一
郎

県
民

文
化

健
康

福
祉

陳
第
 
4
0
8
号

地
域
医
療
・
保
健
体
制
の
充

実
に

つ
い

て
長

野
県

町
村

会
　

会
長
　
羽
田
　
健
一
郎

県
民

文
化

健
康

福
祉

陳
第
 
4
0
9
号

感
染
症
等
予
防
対
策
の
推
進

に
つ

い
て

長
野

県
町

村
会

　
会
長
　
羽
田
　
健
一
郎

県
民

文
化

健
康

福
祉

陳
第
 
4
1
0
号

社
会
福
祉
制
度
の
充
実
に
つ

い
て

長
野

県
町

村
会

　
会
長
　
羽
田
　
健
一
郎

県
民

文
化

健
康

福
祉

陳
第
 
4
1
1
号

発
達
障
が
い
児
（
者
）
の
支

援
体

制
の

強
化

及
び

保
育

制
度

・
児

長
野

県
町

村
会

　
会
長
　
羽
田
　
健
一
郎

県
民

文
化

健
康

福
祉

童
福
祉
制
度
等
の
充
実
に
つ

い
て
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陳
第
 
4
1
2
号

環
境
保
全
対
策
の
推
進
に
つ

い
て

長
野

県
町

村
会

　
会
長
　
羽
田
　
健
一
郎

環
境

文
教

陳
第
 
4
1
3
号

県
管
理
道
路
・
河
川
に
お
け

る
不

法
投

棄
防

止
対

策
の

推
進

に
つ

長
野

県
町

村
会

　
会
長
　
羽
田
　
健
一
郎

危
機

管
理

建
設

い
て

陳
第
 
4
1
4
号

地
域
経
済
活
性
化
対
策
の
推

進
に

つ
い

て
長

野
県

町
村

会
　

会
長
　
羽
田
　
健
一
郎

産
業

観
光

企
業

陳
第
 
4
1
5
号

農
林
業
の
６
次
産
業
化
に
よ

る
地

域
経

済
の

活
性

化
に

つ
い

て
長

野
県

町
村

会
　

会
長
　
羽
田
　
健
一
郎

農
政

林
務

陳
第
 
4
1
6
号

グ
リ
ー
ン
（
脱
炭
素
化
）
社

会
の

推
進

に
つ

い
て

長
野

県
町

村
会

　
会
長
　
羽
田
　
健
一
郎

環
境

文
教

陳
第
 
4
1
7
号

農
業
・
農
村
対
策
の
推
進
に

つ
い

て
長

野
県

町
村

会
　

会
長
　
羽
田
　
健
一
郎

農
政

林
務

陳
第
 
4
1
8
号

野
生
鳥
獣
被
害
対
策
の
推
進

に
つ

い
て

長
野

県
町

村
会

　
会
長
　
羽
田
　
健
一
郎

農
政

林
務

陳
第
 
4
1
9
号

野
生
鳥
獣
被
害
対
策
の
拡
充

に
つ

い
て

長
野

県
町

村
会

　
会
長
　
羽
田
　
健
一
郎

農
政

林
務

陳
第
 
4
2
0
号

森
林
・
林
業
対
策
の
推
進
に

つ
い

て
長

野
県

町
村

会
　

会
長
　
羽
田
　
健
一
郎

農
政

林
務

陳
第
 
4
2
1
号

産
業
人
材
確
保
の
推
進
に
つ

い
て

長
野

県
町

村
会

　
会
長
　
羽
田
　
健
一
郎

産
業

観
光

企
業

陳
第
 
4
2
2
号

観
光
振
興
対
策
の
推
進
に
つ

い
て

長
野

県
町

村
会

　
会
長
　
羽
田
　
健
一
郎

産
業

観
光

企
業

陳
第
 
4
2
3
号

リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
を
活
用

し
た

地
域

づ
く

り
計

画
の

見
直

し
に

長
野

県
町

村
会

　
会
長
　
羽
田
　
健
一
郎

危
機

管
理

建
設

対
す
る
財
政
支
援
に
つ
い
て

陳
第
 
4
2
4
号

信
州
ま
つ
も
と
空
港
に
よ
る

観
光

地
づ

く
り

の
推

進
に

つ
い

て
長

野
県

町
村

会
　

会
長
　
羽
田
　
健
一
郎

総
務

企
画

警
察

陳
第
 
4
2
5
号

道
路
等
交
通
網
の
整
備
促
進

及
び

イ
ン

フ
ラ

老
朽

化
対

策
の

充
実

長
野

県
町

村
会

　
会
長
　
羽
田
　
健
一
郎

危
機

管
理

建
設

に
つ
い
て

陳
第
 
4
2
6
号

河
川
の
整
備
促
進
に
つ
い
て

長
野

県
町

村
会

　
会
長
　
羽
田
　
健
一
郎

危
機

管
理

建
設

陳
第
 
4
2
7
号

砂
防
施
設
の
整
備
促
進
に
つ

い
て

長
野

県
町

村
会

　
会
長
　
羽
田
　
健
一
郎

危
機

管
理

建
設
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陳
第
 
4
2
8
号

住
宅
等
の
耐
震
化
の
促
進
に

つ
い

て
長

野
県

町
村

会
　

会
長
　
羽
田
　
健
一
郎

危
機

管
理

建
設

陳
第
 
4
2
9
号

空
き
家
対
策
に
対
す
る
総
合

的
な

支
援

策
の

充
実

に
つ

い
て

長
野

県
町

村
会

　
会
長
　
羽
田
　
健
一
郎

危
機

管
理

建
設

陳
第
 
4
3
0
号

冬
期
交
通
の
確
保
に
つ
い
て

長
野

県
町

村
会

　
会
長
　
羽
田
　
健
一
郎

危
機

管
理

建
設

陳
第
 
4
3
1
号

地
籍
調
査
事
業
の
推
進
に
つ

い
て

長
野

県
町

村
会

　
会
長
　
羽
田
　
健
一
郎

農
政

林
務

陳
第
 
4
3
2
号

水
道
施
設
整
備
の
推
進
に
つ

い
て

長
野

県
町

村
会

　
会
長
　
羽
田
　
健
一
郎

環
境

文
教

陳
第
 
4
3
3
号

災
害
に
備
え
た
公
共
事
業
の

推
進

に
つ

い
て

長
野

県
町

村
議

会
議
長
会

危
機

管
理

建
設

　
会

長
　

下
出

　
謙
介

陳
第
 
4
3
4
号

防
災
・
減
災
対
策
等
の
強
化

に
つ

い
て

長
野

県
町

村
議

会
議
長
会

危
機

管
理

建
設

　
会

長
　

下
出

　
謙
介

陳
第
 
4
3
5
号

防
災
力
向
上
の
た
め
の
財
政

支
援

に
つ

い
て

長
野

県
町

村
議

会
議
長
会

危
機

管
理

建
設

　
会

長
　

下
出

　
謙
介

陳
第
 
4
3
6
号

住
民
の
安
全
・
安
心
な
暮
ら

し
に

つ
い

て
長

野
県

町
村

議
会

議
長
会

県
民

文
化

健
康

福
祉

　
会

長
　

下
出

　
謙
介

陳
第
 
4
3
7
号

行
政
対
象
暴
力
に
対
す
る
適

切
な

措
置

に
つ

い
て

長
野

県
町

村
議

会
議
長
会

総
務

企
画

警
察

　
会

長
　

下
出

　
謙
介

陳
第
 
4
3
8
号

地
域
か
ら
の
活
力
あ
る
国
づ

く
り

に
向

け
た

地
方

創
生

の
更

な
る

長
野

県
町

村
議

会
議
長
会

総
務

企
画

警
察

推
進
に
つ
い
て

　
会

長
　

下
出

　
謙
介

陳
第
 
4
3
9
号

少
子
化
対
策
の
推
進
と
地
方

の
取

組
へ

の
財

政
支

援
に

つ
い

て
長

野
県

町
村

議
会

議
長
会

県
民

文
化

健
康

福
祉

　
会

長
　

下
出

　
謙
介

陳
第
 
4
4
0
号

学
校
給
食
費
無
償
化
な
ど
の

支
援

策
に

つ
い

て
長

野
県

町
村

議
会

議
長
会

環
境

文
教

　
会

長
　

下
出

　
謙
介
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陳
第
 
4
4
1
号

町
村
財
政
基
盤
の
強
化
に
つ

い
て

長
野

県
町

村
議

会
議
長
会

総
務

企
画

警
察

　
会

長
　

下
出

　
謙
介

陳
第
 
4
4
2
号

地
域
公
共
交
通
対
策
の
推
進

に
つ

い
て

長
野

県
町

村
議

会
議
長
会

総
務

企
画

警
察

　
会

長
　

下
出

　
謙
介

陳
第
 
4
4
3
号

教
育
環
境
の
整
備
に
つ
い
て

長
野

県
町

村
議

会
議
長
会

環
境

文
教

　
会

長
　

下
出

　
謙
介

陳
第
 
4
4
4
号

フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
等
民
間
施

設
に

対
す

る
経

済
的

支
援

に
つ

い
て

長
野

県
町

村
議

会
議
長
会

県
民

文
化

健
康

福
祉

　
会

長
　

下
出

　
謙
介

陳
第
 
4
4
5
号

公
立
社
会
教
育
施
設
の
充
実

に
つ

い
て

長
野

県
町

村
議

会
議
長
会

産
業

観
光

企
業

　
会

長
　

下
出

　
謙
介

陳
第
 
4
4
6
号

情
報
化
施
策
の
推
進
に
つ
い

て
長

野
県

町
村

議
会

議
長
会

総
務

企
画

警
察

　
会

長
　

下
出

　
謙
介

陳
第
 
4
4
7
号

人
権
の
擁
護
に
つ
い
て

長
野

県
町

村
議

会
議
長
会

県
民

文
化

健
康

福
祉

　
会

長
　

下
出

　
謙
介

陳
第
 
4
4
8
号

地
域
医
療
・
保
健
体
制
の
充

実
に

つ
い

て
長

野
県

町
村

議
会

議
長
会

県
民

文
化

健
康

福
祉

　
会

長
　

下
出

　
謙
介

陳
第
 
4
4
9
号

感
染
症
等
予
防
対
策
の
推
進

に
つ

い
て

長
野

県
町

村
議

会
議
長
会

県
民

文
化

健
康

福
祉

　
会

長
　

下
出

　
謙
介

陳
第
 
4
5
0
号

社
会
福
祉
制
度
の
充
実
に
つ

い
て

長
野

県
町

村
議

会
議
長
会

県
民

文
化

健
康

福
祉

　
会

長
　

下
出

　
謙
介

陳
第
 
4
5
1
号

発
達
障
が
い
児
（
者
）
の
支

援
体

制
の

強
化

及
び

保
育

制
度

・
児

長
野

県
町

村
議

会
議
長
会

県
民

文
化

健
康

福
祉

童
福
祉
制
度
等
の
充
実
に
つ

い
て

　
会

長
　

下
出

　
謙
介

陳
第
 
4
5
2
号

環
境
保
全
対
策
の
推
進
に
つ

い
て

長
野

県
町

村
議

会
議
長
会

環
境

文
教

　
会

長
　

下
出

　
謙
介
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陳
第
 
4
5
3
号

県
管
理
道
路
・
河
川
に
お
け

る
不

法
投

棄
防

止
対

策
の

推
進

に
つ

長
野

県
町

村
議

会
議
長
会

危
機

管
理

建
設

い
て

　
会

長
　

下
出

　
謙
介

陳
第
 
4
5
4
号

地
域
経
済
活
性
化
対
策
の
推

進
に

つ
い

て
長

野
県

町
村

議
会

議
長
会

産
業

観
光

企
業

　
会

長
　

下
出

　
謙
介

陳
第
 
4
5
5
号

農
林
業
の
６
次
産
業
化
に
よ

る
地

域
経

済
の

活
性

化
に

つ
い

て
長

野
県

町
村

議
会

議
長
会

農
政

林
務

　
会

長
　

下
出

　
謙
介

陳
第
 
4
5
6
号

グ
リ
ー
ン
（
脱
炭
素
化
）
社

会
の

推
進

に
つ

い
て

長
野

県
町

村
議

会
議
長
会

環
境

文
教

　
会

長
　

下
出

　
謙
介

陳
第
 
4
5
7
号

農
業
・
農
村
対
策
の
推
進
に

つ
い

て
長

野
県

町
村

議
会

議
長
会

農
政

林
務

　
会

長
　

下
出

　
謙
介

陳
第
 
4
5
8
号

野
生
鳥
獣
被
害
対
策
の
推
進

に
つ

い
て

長
野

県
町

村
議

会
議
長
会

農
政

林
務

　
会

長
　

下
出

　
謙
介

陳
第
 
4
5
9
号

野
生
鳥
獣
被
害
対
策
の
拡
充

に
つ

い
て

長
野

県
町

村
議

会
議
長
会

農
政

林
務

　
会

長
　

下
出

　
謙
介

陳
第
 
4
6
0
号

森
林
・
林
業
対
策
の
推
進
に

つ
い

て
長

野
県

町
村

議
会

議
長
会

農
政

林
務

　
会

長
　

下
出

　
謙
介

陳
第
 
4
6
1
号

産
業
人
材
確
保
の
推
進
に
つ

い
て

長
野

県
町

村
議

会
議
長
会

産
業

観
光

企
業

　
会

長
　

下
出

　
謙
介

陳
第
 
4
6
2
号

観
光
振
興
対
策
の
推
進
に
つ

い
て

長
野

県
町

村
議

会
議
長
会

産
業

観
光

企
業

　
会

長
　

下
出

　
謙
介

陳
第
 
4
6
3
号

リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
を
活
用

し
た

地
域

づ
く

り
計

画
の

見
直

し
に

長
野

県
町

村
議

会
議
長
会

危
機

管
理

建
設

対
す
る
財
政
支
援
に
つ
い
て

　
会

長
　

下
出

　
謙
介

陳
第
 
4
6
4
号

信
州
ま
つ
も
と
空
港
に
よ
る

観
光

地
づ

く
り

の
推

進
に

つ
い

て
長

野
県

町
村

議
会

議
長
会

総
務

企
画

警
察

　
会

長
　

下
出

　
謙
介

 
陳

1
1
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陳
第
 
4
6
5
号

道
路
等
交
通
網
の
整
備
促
進

及
び

イ
ン

フ
ラ

老
朽

化
対

策
の

充
実

長
野

県
町

村
議

会
議
長
会

危
機

管
理

建
設

に
つ
い
て

　
会

長
　

下
出

　
謙
介

陳
第
 
4
6
6
号

河
川
の
整
備
促
進
に
つ
い
て

長
野

県
町

村
議

会
議
長
会

危
機

管
理

建
設

　
会

長
　

下
出

　
謙
介

陳
第
 
4
6
7
号

砂
防
施
設
の
整
備
促
進
に
つ

い
て

長
野

県
町

村
議

会
議
長
会

危
機

管
理

建
設

　
会

長
　

下
出

　
謙
介

陳
第
 
4
6
8
号

住
宅
等
の
耐
震
化
の
促
進
に

つ
い

て
長

野
県

町
村

議
会

議
長
会

危
機

管
理

建
設

　
会

長
　

下
出

　
謙
介

陳
第
 
4
6
9
号

空
き
家
対
策
に
対
す
る
総
合

的
な

支
援

策
の

充
実

に
つ

い
て

長
野

県
町

村
議

会
議
長
会

危
機

管
理

建
設

　
会

長
　

下
出

　
謙
介

陳
第
 
4
7
0
号

冬
期
交
通
の
確
保
に
つ
い
て

長
野

県
町

村
議

会
議
長
会

危
機

管
理

建
設

　
会

長
　

下
出

　
謙
介

陳
第
 
4
7
1
号

地
籍
調
査
事
業
の
推
進
に
つ

い
て

長
野

県
町

村
議

会
議
長
会

農
政

林
務

　
会

長
　

下
出

　
謙
介

陳
第
 
4
7
2
号

水
道
施
設
整
備
の
推
進
に
つ

い
て

長
野

県
町

村
議

会
議
長
会

環
境

文
教

　
会

長
　

下
出

　
謙
介

陳
第
 
4
7
3
号

災
害
に
備
え
た
公
共
事
業
の

財
政

支
援

に
つ

い
て

長
野

県
町

村
会

　
会
長
　
羽
田
　
健
一
郎

総
務

企
画

警
察

陳
第
 
4
7
4
号

避
難
所
と
し
て
使
用
さ
れ
る

体
育

館
等

や
災

害
対

応
の

役
場

庁
舎

長
野

県
町

村
会

　
会
長
　
羽
田
　
健
一
郎

総
務

企
画

警
察

に
対
す
る
財
政
支
援
に
つ
い

て

陳
第
 
4
7
5
号

災
害
に
備
え
た
公
共
事
業
の

財
政

支
援

に
つ

い
て

長
野

県
町

村
議

会
議
長
会

総
務

企
画

警
察

　
会

長
　

下
出

　
謙
介

陳
第
 
4
7
6
号

避
難
所
と
し
て
使
用
さ
れ
る

体
育

館
等

や
災

害
対

応
の

役
場

庁
舎

長
野

県
町

村
議

会
議
長
会

総
務

企
画

警
察

に
対
す
る
財
政
支
援
に
つ
い

て
　

会
長

　
下

出
　

謙
介

 
陳

1
2

― 142 ―



陳
第
 
4
7
7
号

上
信
自
動
車
道
の
建
設
促
進

に
つ

い
て

上
信

自
動

車
道

建
設
促
進
期
成
同
盟
会

危
機

管
理

建
設

　
会

長
　

小
渕

　
優
子

陳
第
 
4
7
8
号

木
曽
郡
の
医
療
充
実
に
向
け

て
の

支
援

に
つ

い
て

木
曽

郡
町

村
会

県
民

文
化

健
康

福
祉

　
会

長
　

向
井

　
裕
明

陳
第
 
4
8
1
号

県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
集

約
に

反
対

す
る

こ
と

に
つ

い
て

長
野

市
妻

科
4
3
2

県
民

文
化

健
康

福
祉

長
野

県
弁

護
士

会
　
会
長
　
山
崎
　
勝
巳

 
陳

1
3
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（写）

陳 情 取 下 願

令和６年 月 日

長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様

陳 情 者

木曽郡木曽町福島

木曽郡教育関係七団体連絡協議会

議長 高 橋 龍 輔

令和５年 月６日付けで提出しました次の陳情を、下記の理由により、取り下

げたいので、許可してください。

陳第 号 特別支援教育の支援充実について

陳第 号 木曽の児童生徒が教育的不利にならないための対応につ

いて

陳第 号 木曽郡の実情に合わせた魅力ある高校づくりについて

陳第 号 中学校部活動の地域移行のあり方について

陳第 号 教員業務支援員の配置について

記

取下げの理由 諸般の状況を勘案し、改めて提出するため。

（写）

陳 情 取 下 願

令和６年 月７日

長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様

陳 情 者

長野県町村会

会長 羽 田 健一郎

令和５年 月 日付けで提出しました次の陳情を、下記の理由により、取り下

げたいので、許可してください。

陳第 号 教育環境の整備について

陳第 号 発達障がい児（者）の支援体制の強化及び保育制度・児

童福祉制度等の充実について

記

取下げの理由 諸般の状況を勘案し、改めて提出するため。
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（写）

陳 情 取 下 願

令和６年 月７日

長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様

陳 情 者

長野県町村会

会長 羽 田 健一郎

令和５年 月 日付けで提出しました次の陳情を、下記の理由により、取り下

げたいので、許可してください。

陳第 号 教育環境の整備について

陳第 号 発達障がい児（者）の支援体制の強化及び保育制度・児

童福祉制度等の充実について

記

取下げの理由 諸般の状況を勘案し、改めて提出するため。
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（写）

陳 情 取 下 願

令和６年 月７日

長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様

陳 情 者

長野県町村議会議長会

会長 下 出 謙 介

令和５年 月 日付けで提出しました次の陳情を、下記の理由により、取り下

げたいので、許可してください。

陳第 号 教育環境の整備について

陳第 号 発達障がい児（者）の支援体制の強化及び保育制度・児

童福祉制度等の充実について

記

取下げの理由 諸般の状況を勘案し、改めて提出するため。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（写）

陳 情 取 下 願

令和６年 月７日

長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様

陳 情 者

長野県町村会

会長 羽 田 健一郎

令和６年４月１日付けで提出しました次の陳情を、下記の理由により、取り下

げたいので、許可してください。

陳第 号 社会教育施設の充実について

記

取下げの理由 諸般の状況を勘案し、改めて提出するため。
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（写）

陳 情 取 下 願

令和６年 月７日

長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様

陳 情 者

長野県町村会

会長 羽 田 健一郎

令和６年４月１日付けで提出しました次の陳情を、下記の理由により、取り下

げたいので、許可してください。

陳第 号 社会教育施設の充実について

記

取下げの理由 諸般の状況を勘案し、改めて提出するため。
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（写）

陳 情 取 下 願

令和６年 月７日

長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様

陳 情 者

長野県町村議会議長会

会長 下 出 謙 介

令和６年４月１日付けで提出しました次の陳情を、下記の理由により、取り下

げたいので、許可してください。

陳第 号 社会教育施設の充実について

記

取下げの理由 諸般の状況を勘案し、改めて提出するため。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（写）

陳 情 取 下 願

令和６年 月 日

長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様

陳 情 者

木曽郡町村会

会長 向 井 裕 明

令和５年９月６日付けで提出しました次の陳情を、下記の理由により、取り下

げたいので、許可してください。

陳第 号 木曽郡の医療充実に向けての支援について

記

取下げの理由 諸般の状況を勘案し、改めて提出するため。
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（写）

陳 情 取 下 願

令和６年 月 日

長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様

陳 情 者

木曽郡町村会

会長 向 井 裕 明

令和５年９月６日付けで提出しました次の陳情を、下記の理由により、取り下

げたいので、許可してください。

陳第 号 木曽郡の医療充実に向けての支援について

記

取下げの理由 諸般の状況を勘案し、改めて提出するため。
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決 算 特 別 委 員 会 審 査 報 告 書

令和６年 月６日

長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様

決算特別委員長 清 水 正 康

次の決算は、原案可決及び認定すべきものと決定しました。 
 
第 号 令和５年度長野県一般会計及び特別会計の決算の認定について

（令和６年９月定例会付託）

第 号 令和５年度長野県企業特別会計剰余金の処分及び決算の認定に

ついて

（令和６年９月定例会付託）

県民文化健康福祉委員会審査報告書

令和６年 月 日

長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様

県民文化健康福祉委員長 小 山 仁 志

次の議案は、原案どおり可決すべきものと決定しました。
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県民文化健康福祉委員会審査報告書

令和６年 月 日

長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様

県民文化健康福祉委員長 小 山 仁 志

次の議案は、原案どおり可決すべきものと決定しました。
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◎ 県民文化健康福祉委員会

第 １ 号 令和６年度長野県一般会計補正予算（第４号）案中

第１条 「第１表 歳入歳出予算補正」中

歳 出 第 ２ 款 総 務 費

第９項 生活文化費

第３条 「第３表 債務負担行為補正」中の一部

第 ２ 号 令和６年度長野県総合リハビリテーション事業会計補正予算（第１号）

案

第 ７ 号 長野県消費生活条例の一部を改正する条例案

第 ８ 号 保護施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例案

第 号 指定管理者の指定について

第 号 公立大学法人長野県立大学定款の変更について

第 号 地方独立行政法人長野県立病院機構第４期中期目標の制定について

県民文化健康福祉委員会陳情審査報告書 
 

令和６年 月 日

 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
 

県民文化健康福祉委員長 小 山 仁 志  
 
 
次の陳情は、採択すべきものと決定しました。 

 
陳第 号 長野県立阿南病院の医師確保等について

陳第 号 住民の安全・安心な暮らしについて

陳第 号 少子化対策の推進と地方の取組への財政支援について

陳第 号 フリースクール等民間施設に対する経済的支援について

陳第 号 人権の擁護について

陳第 号 地域医療・保健体制の充実について

陳第 号 感染症等予防対策の推進について

陳第 号 住民の安全・安心な暮らしについて

陳第 号 少子化対策の推進と地方の取組への財政支援について

陳第 号 フリースクール等民間施設に対する経済的支援について

陳第 号 人権の擁護について

陳第 号 地域医療・保健体制の充実について

陳第 号 感染症等予防対策の推進について
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県民文化健康福祉委員会陳情審査報告書 
 

令和６年 月 日

 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
 

県民文化健康福祉委員長 小 山 仁 志  
 
 
次の陳情は、採択すべきものと決定しました。 

 
陳第 号 長野県立阿南病院の医師確保等について

陳第 号 住民の安全・安心な暮らしについて

陳第 号 少子化対策の推進と地方の取組への財政支援について

陳第 号 フリースクール等民間施設に対する経済的支援について

陳第 号 人権の擁護について

陳第 号 地域医療・保健体制の充実について

陳第 号 感染症等予防対策の推進について

陳第 号 住民の安全・安心な暮らしについて

陳第 号 少子化対策の推進と地方の取組への財政支援について

陳第 号 フリースクール等民間施設に対する経済的支援について

陳第 号 人権の擁護について

陳第 号 地域医療・保健体制の充実について

陳第 号 感染症等予防対策の推進について
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県民文化健康福祉委員会陳情審査報告書 
 

令和６年 月 日

 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
 

県民文化健康福祉委員長 小 山 仁 志  
 
 
次の陳情は、下記の理由により、不採択とすべきものと決定しました。 

 
陳第 号 県消費生活センターの集約に反対することについて

 
記 

 
不採択の理由 
陳情の趣旨には沿えないため。 

 
 
 

 
 
 

閉 会 中 継 続 審 査 及 び 調 査 申 出 書 
 

令和６年 月 日

 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
県民文化健康福祉委員長 小 山 仁 志  

 
当委員会は、下記の事件を閉会中も、なお、継続して審査及び調査す

る必要があると決定しましたので、手続きしてください。 
 

記 
１ 事件 
請第 ９号 沖縄戦戦没者の遺骨混入土砂を埋立てに使用しないこと

を求める意見書提出について

請第 号 訪問介護基本報酬の引き下げ撤回と、介護報酬引き上げ

の再改定を早急に行うことを求める意見書提出について

 
陳第 ５号 妊婦歯科健康診査及び成人歯周病検診における県内市町

村間相互乗入れ制度の整備について

陳第 ７号 福祉医療費給付事業窓口無料化の障がい者への拡大につ

いて

陳第 号 保育士確保の一体的・広域的な取組みについて

陳第 号 埋蔵文化財（出土品）の保管について

陳第 号 重症心身障がい児（者）及び医療的ケアが必要な障がい

児（者）への支援体制の拡充について

陳第 号 子ども医療費完全無料化について

陳第 号 不妊治療に関する支援の強化について

陳第 号 国民健康保険料（税）の軽減拡大について

陳第 号 長野県福祉医療費制度の拡大について

陳第 号 育休退園制度廃止を求めることについて

陳第 号 精神障がい者の福祉医療費給付事業における県補助の対

象範囲拡大について

陳第 号 在宅酸素等電子医療機器利用者に対する非常用電源設置

等助成について

陳第 号 妊婦一般健康診査の結果提供体制の整備について

陳第 号 医療的ケア児等総合支援事業の補助金交付対象の拡充に

ついて
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閉 会 中 継 続 審 査 及 び 調 査 申 出 書 
 

令和６年 月 日

 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
県民文化健康福祉委員長 小 山 仁 志  

 
当委員会は、下記の事件を閉会中も、なお、継続して審査及び調査す

る必要があると決定しましたので、手続きしてください。 
 

記 
１ 事件 
請第 ９号 沖縄戦戦没者の遺骨混入土砂を埋立てに使用しないこと

を求める意見書提出について

請第 号 訪問介護基本報酬の引き下げ撤回と、介護報酬引き上げ

の再改定を早急に行うことを求める意見書提出について

 
陳第 ５号 妊婦歯科健康診査及び成人歯周病検診における県内市町

村間相互乗入れ制度の整備について

陳第 ７号 福祉医療費給付事業窓口無料化の障がい者への拡大につ

いて

陳第 号 保育士確保の一体的・広域的な取組みについて

陳第 号 埋蔵文化財（出土品）の保管について

陳第 号 重症心身障がい児（者）及び医療的ケアが必要な障がい

児（者）への支援体制の拡充について

陳第 号 子ども医療費完全無料化について

陳第 号 不妊治療に関する支援の強化について

陳第 号 国民健康保険料（税）の軽減拡大について

陳第 号 長野県福祉医療費制度の拡大について

陳第 号 育休退園制度廃止を求めることについて

陳第 号 精神障がい者の福祉医療費給付事業における県補助の対

象範囲拡大について

陳第 号 在宅酸素等電子医療機器利用者に対する非常用電源設置

等助成について

陳第 号 妊婦一般健康診査の結果提供体制の整備について

陳第 号 医療的ケア児等総合支援事業の補助金交付対象の拡充に

ついて
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陳第 号 長野県地域福祉総合助成金交付事業における心身障がい

児（者）タイムケア事業の基準額の見直しについて

陳第 号 母子生活支援施設の整備等に対する県の財政支援につい

て

陳第 号 福祉医療給付事業窓口無料化の障がい者への拡大につい

て

陳第 号 障がい者の自立促進のための農福連携の推進について

陳第 号 高齢者等の交通弱者の移動支援について

陳第 号 社会福祉制度の充実について

陳第 号 発達障がい児（者）の支援体制の強化及び保育制度・児

童福祉制度等の充実について

陳第 号 社会福祉制度の充実について

陳第 号 発達障がい児（者）の支援体制の強化及び保育制度・児

童福祉制度等の充実について

陳第 号 木曽郡の医療充実に向けての支援について

 
県民生活及び芸術文化について

次世代育成支援について

私学振興対策について

社会福祉の充実について

医療対策について

公衆衛生対策について

 
２ 継続審査及び調査を必要とする理由 
なお慎重に審査及び調査を要するため。 

産 業 観 光 企 業 委 員 会 審 査 報 告 書

令和６年 月 日

長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様

産業観光企業委員長 宮 下 克 彦

次の議案は、原案どおり可決すべきものと決定しました。
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産 業 観 光 企 業 委 員 会 審 査 報 告 書

令和６年 月 日

長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様

産業観光企業委員長 宮 下 克 彦

次の議案は、原案どおり可決すべきものと決定しました。
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◎ 産業観光企業委員会

第 １ 号 令和６年度長野県一般会計補正予算（第４号）案中

第１条 「第１表 歳入歳出予算補正」中

歳 出 第 ５ 款 労 働 費

第３条 「第３表 債務負担行為補正」中の一部

第 ９ 号 長野県公営企業の設置及びその経営の基本並びに財務等の特例に関する

条例の一部を改正する条例案

第 号 指定管理者の指定について

第 号 指定管理者の指定について

第 号 指定管理者の指定について

第 号 指定管理者の指定について

第 号 指定管理者の指定について

産業観光企業委員会陳情審査報告書 
 

令和６年 月 日

 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
 

産業観光企業委員長 宮 下 克 彦  
 
 
次の陳情は、採択すべきものと決定しました。 

 
陳第 号 木曽地域における外国人観光客の受け入れ態勢の整備に

ついて

陳第 号 地域経済活性化に向けた資金繰り支援策について

陳第 号 地域経済活性化に向けた観光支援策について

陳第 号 地域経済活性化対策の推進について

陳第 号 産業人材確保の推進について

陳第 号 観光振興対策の推進について

陳第 号 地域経済活性化対策の推進について

陳第 号 産業人材確保の推進について

陳第 号 観光振興対策の推進について
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産業観光企業委員会陳情審査報告書 
 

令和６年 月 日

 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
 

産業観光企業委員長 宮 下 克 彦  
 
 
次の陳情は、採択すべきものと決定しました。 

 
陳第 号 木曽地域における外国人観光客の受け入れ態勢の整備に

ついて

陳第 号 地域経済活性化に向けた資金繰り支援策について

陳第 号 地域経済活性化に向けた観光支援策について

陳第 号 地域経済活性化対策の推進について

陳第 号 産業人材確保の推進について

陳第 号 観光振興対策の推進について

陳第 号 地域経済活性化対策の推進について

陳第 号 産業人材確保の推進について

陳第 号 観光振興対策の推進について
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閉 会 中 継 続 審 査 及 び 調 査 申 出 書 
 

令和６年 月 日

 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
産業観光企業委員長 宮 下 克 彦  

 
当委員会は、下記の事件を閉会中も、なお、継続して審査及び調査す

る必要があると決定しましたので、手続きしてください。 
 

記 
１ 事件 
請第 ４号 最低賃金法の改正と中小企業支援の拡充を求める意見書

提出について

 

陳第 号 令和 年（ 年）第 回国民スポーツ大会・第 回全

国障害者スポーツ大会に係る財政的支援の拡充について

陳第 号 公立社会教育施設の充実について

陳第 号 公立社会教育施設の充実について

 
商業及び工業の振興について

雇用、人材育成について

労働対策について

観光の振興について

スポーツの振興について 
公営企業の管理運営について 

 
２ 継続審査及び調査を必要とする理由 
なお慎重に審査及び調査を要するため。 

環 境 文 教 委 員 会 審 査 報 告 書

令和６年 月 日

長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様

環境文教委員長 花 岡 賢 一

次の議案は、原案どおり可決すべきものと決定しました。
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環 境 文 教 委 員 会 審 査 報 告 書

令和６年 月 日

長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様

環境文教委員長 花 岡 賢 一

次の議案は、原案どおり可決すべきものと決定しました。
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◎ 環境文教委員会

第 １ 号 令和６年度長野県一般会計補正予算（第４号）案中

第１条 「第１表 歳入歳出予算補正」中

歳 出 第 款 教 育 費

第２条 「第２表 繰越明許費補正」中の一部

第 号 小諸義塾高等学校（仮称）新棟ほか建築工事請負契約の締結について

第 号 小諸義塾高等学校（仮称）大体育館ほか建設工事請負契約の締結につい

て

環 境 文 教 委 員 会 陳 情 審 査 報 告 書 
 

令和６年 月 日

 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
 

環境文教委員長 花 岡 賢 一  
 
 
次の陳情は、採択すべきものと決定しました。 

 
陳第 号 学校給食費無償化などの支援策について

陳第 号 環境保全対策の推進について

陳第 号 グリーン（脱炭素化）社会の推進について

陳第 号 水道施設整備の推進について

陳第 号 学校給食費無償化などの支援策について

陳第 号 環境保全対策の推進について

陳第 号 グリーン（脱炭素化）社会の推進について

陳第 号 水道施設整備の推進について
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環 境 文 教 委 員 会 陳 情 審 査 報 告 書 
 

令和６年 月 日

 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
 

環境文教委員長 花 岡 賢 一  
 
 
次の陳情は、採択すべきものと決定しました。 

 
陳第 号 学校給食費無償化などの支援策について

陳第 号 環境保全対策の推進について

陳第 号 グリーン（脱炭素化）社会の推進について

陳第 号 水道施設整備の推進について

陳第 号 学校給食費無償化などの支援策について

陳第 号 環境保全対策の推進について

陳第 号 グリーン（脱炭素化）社会の推進について

陳第 号 水道施設整備の推進について
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  閉 会 中 継 続 審 査 及 び 調 査 申 出 書 
 

令和６年 月 日

 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
環境文教委員長 花 岡 賢 一  

 
当委員会は、下記の事件を閉会中も、なお、継続して審査及び調査す

る必要があると決定しましたので、手続きしてください。 
 

記 
１ 事件 
陳第 号 生徒会等役員選任において、生活困難世帯の生徒に対し、

負担軽減を求めることについて

陳第 号 代替講師不足への柔軟な対応について

陳第 号 専科教員の配置および教育体制の支援強化について

陳第 号 学校司書配置のための県費支援事業の創設について

陳第 号 運動部活動の地域移行に係る支援について

陳第 号 県内町村の学校給食無償化のための財政支援について

陳第 号 学級編制に関することについて

陳第 号 木曽谷の教育振興について

陳第 号 児童生徒に寄り添った教育環境の充実について

陳第 号 義務教育における教育環境の充実について

陳第 号 県立高校一人１台タブレット端末の公費導入を求めるこ

とについて

陳第 号 登校支援に係る加配教員の配置拡充について

陳第 号 欠員対策のための教員配置事業におけるサポートに入る

教員の増員について

陳第 号 市町村教育委員会主催の県費教職員を対象とする研修に

要する費用について

陳第 号 スクールソーシャルワーカーの拡充について

陳第 号 公立高校が魅力的で、特色ある学校づくりを進めるとと

もに、一人でも多くの生徒が希望する進路を実現できる

ようにするための支援を求めることについて

陳第 号 大町市の学校再編について

陳第 号 高校募集定員・高校再編・高校入試制度改革について

陳第 号 特別支援教育の充実について

陳第 号 へき地手当支給率の改善について

陳第 号 臨時的任用職員・任期付採用職員・再任用職員・定年延

長職員・会計年度任用職員について

陳第 号 定数内臨時的任用職員の解消及び教職員数の増員につい

て

陳第 号 部活動と小学校の課外活動について

陳第 号 教職員のなり手不足及び過酷な労働条件（ブラック化）

改善のための業務軽減や日課等の柔軟性について

陳第 号 人規模学級の継続について

陳第 号 日本語指導・外国籍等児童・生徒支援指導の充実につい

て

陳第 号 不適応・不登校児童・生徒への支援充実について

陳第 号 宿泊行事に関する人材確保について

陳第 号 教育予算の確保について

陳第 号 全国学力・学習状況調査等の扱いについて

陳第 号 学校における感染症対策について

陳第 号 学校自己評価制度について

陳第 号 学校における働き方改革について

陳第 号 教員の人事異動・任用について

陳第 号 主幹指導主事訪問の内容変更にかかわる確認事項につい

て

陳第 号 教職員の生活について

陳第 号 小中学校給食費への財政支援について

陳第 号 長野県阿南高等学校の存続について

陳第 号 少子化による学校統合の教育課題について

陳第 号 特別支援教育の充実について

陳第 号 教員業務支援員の配置について

陳第 号 木曽の児童生徒が教育的不利にならないための対応につ

いて

陳第 号 中学校部活動の地域移行に伴う人的・環境整備等に関わ

る保障の確保について

陳第 号 木曽郡の魅力ある高校づくりについて

陳第 号 小規模小学校、中学校への教育支援について

陳第 号 消滅可能性自治体論議と高校再編の考え方について

陳第 号 県立高等学校における学びのＤＸ推進とタブレット端末

の県費補助について

陳第 号 教育環境の整備について

陳第 号 教育環境の整備について
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陳第 号 へき地手当支給率の改善について

陳第 号 臨時的任用職員・任期付採用職員・再任用職員・定年延

長職員・会計年度任用職員について

陳第 号 定数内臨時的任用職員の解消及び教職員数の増員につい

て

陳第 号 部活動と小学校の課外活動について

陳第 号 教職員のなり手不足及び過酷な労働条件（ブラック化）

改善のための業務軽減や日課等の柔軟性について

陳第 号 人規模学級の継続について

陳第 号 日本語指導・外国籍等児童・生徒支援指導の充実につい

て

陳第 号 不適応・不登校児童・生徒への支援充実について

陳第 号 宿泊行事に関する人材確保について

陳第 号 教育予算の確保について

陳第 号 全国学力・学習状況調査等の扱いについて

陳第 号 学校における感染症対策について

陳第 号 学校自己評価制度について

陳第 号 学校における働き方改革について

陳第 号 教員の人事異動・任用について

陳第 号 主幹指導主事訪問の内容変更にかかわる確認事項につい

て

陳第 号 教職員の生活について

陳第 号 小中学校給食費への財政支援について

陳第 号 長野県阿南高等学校の存続について

陳第 号 少子化による学校統合の教育課題について

陳第 号 特別支援教育の充実について

陳第 号 教員業務支援員の配置について

陳第 号 木曽の児童生徒が教育的不利にならないための対応につ

いて

陳第 号 中学校部活動の地域移行に伴う人的・環境整備等に関わ

る保障の確保について

陳第 号 木曽郡の魅力ある高校づくりについて

陳第 号 小規模小学校、中学校への教育支援について

陳第 号 消滅可能性自治体論議と高校再編の考え方について

陳第 号 県立高等学校における学びのＤＸ推進とタブレット端末

の県費補助について

陳第 号 教育環境の整備について

陳第 号 教育環境の整備について
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環境の保全対策について

廃棄物対策について

学力の向上について

児童・生徒の健全育成について

中等教育の改善充実について

教育環境の整備充実について

人権教育及び特別支援教育の充実について

生涯学習の振興について

教育機関の運営について

 
２ 継続審査及び調査を必要とする理由 
なお慎重に審査及び調査を要するため。 

危 機 管 理 建 設 委 員 会 審 査 報 告 書

令和６年 月 日

長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様

危機管理建設副委員長 竹 村 直 子

次の議案は、原案どおり可決すべきものと決定しました。
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危 機 管 理 建 設 委 員 会 審 査 報 告 書

令和６年 月 日

長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様

危機管理建設副委員長 竹 村 直 子

次の議案は、原案どおり可決すべきものと決定しました。
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◎ 危機管理建設委員会

第 １ 号 令和６年度長野県一般会計補正予算（第４号）案中

第２条 「第２表 繰越明許費補正」中の一部

第３条 「第３表 債務負担行為補正」中の一部

第 号 道路上の事故による損害賠償請求事件に係る和解について

第 号 一般国道 号道路改築工事（浅蓼大橋２工区）請負契約の締結につい

て

第 号 主要地方道長野菅平線道路改築工事（菅平下）変更請負契約の締結につ

いて

第 号 一般県道市ノ沢山吹停車場線道路改築工事（新万年橋）変更請負契約の

締結について

第 号 一級河川諏訪湖河川改修工事（釜口水門）変更請負契約の締結について

第 号 一級河川黒沢川河川改修工事（調節池整備）変更請負契約の締結につい

て

第 号 県営住宅常盤上一団地３号棟建築工事変更請負契約の締結について

危機管理建設委員会陳情審査報告書 
 

令和６年 月 日

 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
 

危機管理建設副委員長 竹 村 直 子  
 
 
次の陳情は、採択すべきものと決定しました。 

 
陳第 号 国道 号の改良整備促進について

陳第 号 長野・愛知県境地域の道路整備について

陳第 号 主要地方道阿南根羽線の整備促進について

陳第 号 公共土木事業の整備促進について

陳第 号 一般国道 号の改良整備促進について

陳第 号 主要地方道飯田富山佐久間線の改良整備促進について

陳第 号 主要地方道天竜公園阿智線の改良促進について

陳第 号 主要地方道下条米川飯田線の改良促進について

陳第 号 主要地方道阿南根羽線の改良促進について

陳第 号 一般県道深沢阿南線の道路防災対策事業の整備促進につ

いて

陳第 号 一般県道大平山松葉線の拡幅改良整備促進について

陳第 号 南部地域とリニア中央新幹線長野県駅間のアクセス道路

整備促進について

陳第 号 支障木伐採による安全の確保と美しい景観の創出につい

て

陳第 号 空き家対策に関する支援の充実強化について

陳第 号 木曽地域の防災強靭化について

陳第 号 木曽地域の道路交通網の整備と木曽川の治水について

陳第 号 国道 号における交通安全対策と防災道路機能強化へ

の取組みについて

陳第 号 国道 号飯田南バイパスの早期開通について

陳第 号 国道 号の改良整備と継続的な維持管理について

陳第 号 国道 号の改良整備の充実について
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危機管理建設委員会陳情審査報告書 
 

令和６年 月 日

 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
 

危機管理建設副委員長 竹 村 直 子  
 
 
次の陳情は、採択すべきものと決定しました。 

 
陳第 号 国道 号の改良整備促進について

陳第 号 長野・愛知県境地域の道路整備について

陳第 号 主要地方道阿南根羽線の整備促進について

陳第 号 公共土木事業の整備促進について

陳第 号 一般国道 号の改良整備促進について

陳第 号 主要地方道飯田富山佐久間線の改良整備促進について

陳第 号 主要地方道天竜公園阿智線の改良促進について

陳第 号 主要地方道下条米川飯田線の改良促進について

陳第 号 主要地方道阿南根羽線の改良促進について

陳第 号 一般県道深沢阿南線の道路防災対策事業の整備促進につ

いて

陳第 号 一般県道大平山松葉線の拡幅改良整備促進について

陳第 号 南部地域とリニア中央新幹線長野県駅間のアクセス道路

整備促進について

陳第 号 支障木伐採による安全の確保と美しい景観の創出につい

て

陳第 号 空き家対策に関する支援の充実強化について

陳第 号 木曽地域の防災強靭化について

陳第 号 木曽地域の道路交通網の整備と木曽川の治水について

陳第 号 国道 号における交通安全対策と防災道路機能強化へ

の取組みについて

陳第 号 国道 号飯田南バイパスの早期開通について

陳第 号 国道 号の改良整備と継続的な維持管理について

陳第 号 国道 号の改良整備の充実について
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陳第 号 中央自動車道西宮線園原インターチェンジのフル規格化

について

陳第 号 主要地方道の改良促進等について

陳第 号 主要地方道園原インター線橋梁の拡幅改良整備促進と継

続的な維持管理について

陳第 号 県道田中乱橋線の早期改良整備について

陳第 号 県道園原清内路線の計画的な改良と整備について

陳第 号 県道富士見台公園線、弁天橋への歩道設置について

陳第 号 県道、国道 号にかかる樹木の伐採促進について

陳第 号 豪雨災害に備える早急な河川整備について

陳第 号 一級河川の整備促進について

陳第 号 上村川・平谷川の整備について

陳第 号 急傾斜地崩壊対策及び土石流対策の整備促進について

陳第 号 河畔林整備事業の促進について

陳第 号 東御市の河川及び砂防事業の推進について

陳第 号 上信越自動車道東部湯の丸インターチェンジへのアクセ

ス道路の整備促進について

陳第 号 県道新田松本バイパスの古見区間の早期完成について

陳第 号 生坂村に係る国道・県道の整備促進について

陳第 号 国道 号下井堀地区から下田地区、本町から明治町間

の整備促進について

陳第 号 歩道整備事業（一般県道新田松本線）の整備促進につい

て

陳第 号 筑北村に係る国道・県道の整備促進について

陳第 号 道路等整備の推進について

陳第 号 道路除雪事業の充実及び克雪住宅普及促進事業補助金の

継続と拡充について

陳第 号 災害に備えた公共事業の推進について

陳第 号 防災・減災対策等の強化について

陳第 号 防災力向上のための財政支援について

陳第 号 県管理道路・河川における不法投棄防止対策の推進につ

いて

陳第 号 リニア中央新幹線を活用した地域づくり計画の見直しに

対する財政支援について

陳第 号 道路等交通網の整備促進及びインフラ老朽化対策の充実

について

陳第 号 河川の整備促進について

陳第 号 砂防施設の整備促進について

陳第 号 住宅等の耐震化の促進について

陳第 号 空き家対策に対する総合的な支援策の充実について

陳第 号 冬期交通の確保について

陳第 号 災害に備えた公共事業の推進について

陳第 号 防災・減災対策等の強化について

陳第 号 防災力向上のための財政支援について

陳第 号 県管理道路・河川における不法投棄防止対策の推進につ

いて

陳第 号 リニア中央新幹線を活用した地域づくり計画の見直しに

対する財政支援について

陳第 号 道路等交通網の整備促進及びインフラ老朽化対策の充実

について

陳第 号 河川の整備促進について

陳第 号 砂防施設の整備促進について

陳第 号 住宅等の耐震化の促進について

陳第 号 空き家対策に対する総合的な支援策の充実について

陳第 号 冬期交通の確保について

陳第 号 上信自動車道の建設促進について
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陳第 号 道路等交通網の整備促進及びインフラ老朽化対策の充実

について

陳第 号 河川の整備促進について

陳第 号 砂防施設の整備促進について

陳第 号 住宅等の耐震化の促進について

陳第 号 空き家対策に対する総合的な支援策の充実について

陳第 号 冬期交通の確保について

陳第 号 災害に備えた公共事業の推進について

陳第 号 防災・減災対策等の強化について

陳第 号 防災力向上のための財政支援について

陳第 号 県管理道路・河川における不法投棄防止対策の推進につ

いて

陳第 号 リニア中央新幹線を活用した地域づくり計画の見直しに

対する財政支援について

陳第 号 道路等交通網の整備促進及びインフラ老朽化対策の充実

について

陳第 号 河川の整備促進について

陳第 号 砂防施設の整備促進について

陳第 号 住宅等の耐震化の促進について

陳第 号 空き家対策に対する総合的な支援策の充実について

陳第 号 冬期交通の確保について

陳第 号 上信自動車道の建設促進について
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  閉 会 中 継 続 審 査 及 び 調 査 申 出 書 
 

令和６年 月 日

 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
危機管理建設副委員長 竹 村 直 子  

 
当委員会は、下記の事件を閉会中も、なお、継続して審査及び調査す

る必要があると決定しましたので、手続きしてください。 
 

記 
１ 事件 
請第 ５号 千曲大橋（長野市長沼・須坂市豊洲間）県道建設の早期

事業化について

 
陳第 号 景観計画策定に要する経費に対する補助制度の創設につ

いて

陳第 号 長野県住宅新築資金等貸付助成事業費補助金に係る補助

対象項目の復活について

陳第 号 都市計画基礎調査に係る県からの委託料の増額について

陳第 号 県内有料道路の料金回収所のキャッシュレス化について

陳第 号 被災建築物応急危険度判定士養成講習会受講資格要件の

拡充について

陳第 号 既存木造住宅耐震改修工事費の補助対象範囲の拡充につ

いて

陳第 号 住宅・建築物の耐震改修工事に対する県の補助制度の拡

充について

陳第 号 準中型車両以上及び特殊車両免許取得費用に係る補助制

度の創設について

 
危機管理対策について

災害対策の調整について

道路整備事業について

河川・砂防等治水事業について

高速自動車国道関連公共土木施設の整備について

高速鉄道網の整備について

都市計画事業について

住宅及び建築行政について

災害対策について

２ 継続審査及び調査を必要とする理由 
なお慎重に審査及び調査を要するため。 
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住宅及び建築行政について

災害対策について

２ 継続審査及び調査を必要とする理由 
なお慎重に審査及び調査を要するため。 
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農 政 林 務 委 員 会 審 査 報 告 書

令和６年 月 日

長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様

農政林務委員長 中 川 博 司

次の議案は、原案どおり可決すべきものと決定しました。

◎ 農政林務委員会

第 １ 号 令和６年度長野県一般会計補正予算（第４号）案中

第２条 「第２表 繰越明許費補正」中の一部

第 号 病害虫防除所の設置及び病害虫防除員の設置区域に関する条例の一部を

改正する条例案

第 号 県営農村地域防災減災事業木島地区排水機場改修工事請負契約の締結に

ついて
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◎ 農政林務委員会

第 １ 号 令和６年度長野県一般会計補正予算（第４号）案中

第２条 「第２表 繰越明許費補正」中の一部

第 号 病害虫防除所の設置及び病害虫防除員の設置区域に関する条例の一部を

改正する条例案

第 号 県営農村地域防災減災事業木島地区排水機場改修工事請負契約の締結に

ついて
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農 政 林 務 委 員 会 陳 情 審 査 報 告 書 
 

令和６年 月 日

 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
 

農政林務委員長 中 川 博 司  
 
 
次の陳情は、採択すべきものと決定しました。 

 
陳第 号 森林造成（整備）事業の促進について

陳第 号 木曽地域における農泊施設の整備促進について

陳第 号 森林や樹木管理の必要性の県民啓発について

陳第 号 森林路網整備について

陳第 号 有害鳥獣対策の充実について

陳第 号 獣害（熊）対策について

陳第 号 弓の又林道の維持管理への支援について

陳第 号 農林業の６次産業化による地域経済の活性化について

陳第 号 農業・農村対策の推進について

陳第 号 野生鳥獣被害対策の推進について

陳第 号 野生鳥獣被害対策の拡充について

陳第 号 森林・林業対策の推進について

陳第 号 地籍調査事業の推進について

陳第 号 農林業の６次産業化による地域経済の活性化について

陳第 号 農業・農村対策の推進について

陳第 号 野生鳥獣被害対策の推進について

陳第 号 野生鳥獣被害対策の拡充について

陳第 号 森林・林業対策の推進について

陳第 号 地籍調査事業の推進について

 
 

閉 会 中 継 続 調 査 申 出 書 
 

令和６年 月 日

 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
農政林務委員長 中 川 博 司  

 
当委員会は、下記の事件を閉会中も、なお、継続して調査する必要が

あると決定しましたので、手続きしてください。 
 

記 
１ 事件 

農業及び水産業の振興対策について

農業・農村の活性化対策について

林業の振興対策について

林業・山村の活性化対策について

森林整備について

農林業の災害対策について

 
２ 継続調査を必要とする理由 
なお慎重に調査を要するため。 
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閉 会 中 継 続 調 査 申 出 書 
 

令和６年 月 日

 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
農政林務委員長 中 川 博 司  

 
当委員会は、下記の事件を閉会中も、なお、継続して調査する必要が

あると決定しましたので、手続きしてください。 
 

記 
１ 事件 

農業及び水産業の振興対策について

農業・農村の活性化対策について

林業の振興対策について

林業・山村の活性化対策について

森林整備について

農林業の災害対策について

 
２ 継続調査を必要とする理由 
なお慎重に調査を要するため。 
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総 務 企 画 警 察 委 員 会 審 査 報 告 書

令和６年 月 日

長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様

総務企画警察委員長 寺 沢 功 希

次の議案は、原案どおり可決すべきものと決定しました。

◎ 総務企画警察委員会

第 １ 号 令和６年度長野県一般会計補正予算（第４号）案中

第１条 歳入歳出予算の補正中

歳 入 全 部

歳 出

第 ２ 款 総 務 費

第２項 企画費

第２条 繰越明許費の補正中の一部

第３条 債務負担行為の補正中の一部

第４条 地方債の補正

第 ３ 号 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条

例案

第 ４ 号 長野県手数料徴収条例の一部を改正する条例案

第 ５ 号 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例案

第 ６ 号 長野県警察関係許可等手数料徴収条例の一部を改正する条例案

第 号 当せん金付証票の発売額について
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◎ 総務企画警察委員会

第 １ 号 令和６年度長野県一般会計補正予算（第４号）案中

第１条 歳入歳出予算の補正中

歳 入 全 部

歳 出

第 ２ 款 総 務 費

第２項 企画費

第２条 繰越明許費の補正中の一部

第３条 債務負担行為の補正中の一部

第４条 地方債の補正

第 ３ 号 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条

例案

第 ４ 号 長野県手数料徴収条例の一部を改正する条例案

第 ５ 号 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例案

第 ６ 号 長野県警察関係許可等手数料徴収条例の一部を改正する条例案

第 号 当せん金付証票の発売額について
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総務企画警察委員会陳情審査報告書 
 

令和６年 月 日

 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
 

総務企画警察委員長 寺 沢 功 希  
 
 
次の陳情は、採択すべきものと決定しました。 

 
陳第 号 地域公共交通対策の推進について

陳第 号 木曽地域における電車・バス利用時のキャッシュレス化

の整備促進について

陳第 号 国県道への横断歩道設置について

陳第 号 行政対象暴力に対する適切な措置について

陳第 号 地域からの活力ある国づくりに向けた地方創生の更なる

推進について

陳第 号 町村財政基盤の強化について

陳第 号 地域公共交通対策の推進について

陳第 号 情報化施策の推進について

陳第 号 信州まつもと空港による観光地づくりの推進について

陳第 号 行政対象暴力に対する適切な措置について

陳第 号 地域からの活力ある国づくりに向けた地方創生の更なる

推進について

陳第 号 町村財政基盤の強化について

陳第 号 地域公共交通対策の推進について

陳第 号 情報化施策の推進について

陳第 号 信州まつもと空港による観光地づくりの推進について

陳第 号 災害に備えた公共事業の財政支援について

陳第 号 避難所として使用される体育館等や災害対応の役場庁舎

に対する財政支援について

陳第 号 災害に備えた公共事業の財政支援について

陳第 号 避難所として使用される体育館等や災害対応の役場庁舎

に対する財政支援について

閉 会 中 継 続 審 査 及 び 調 査 申 出 書 
 

令和６年 月 日

 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
総務企画警察委員長 寺 沢 功 希  

 
当委員会は、下記の事件を閉会中も、なお、継続して審査及び調査す

る必要があると決定しましたので、手続きしてください。 
 

記 
１ 事件 
請第 ７号 日本国憲法の理念を生かし、イスラエル・パレスチナ紛

争の即時停戦、人道支援の徹底、早期の平和的解決に全

力を尽くすことを求める意見書提出について

 
陳第 １号 一般家庭で使用する除雪機の購入に対する補助制度につ

いて

陳第 号 住宅除雪支援事業の拡充について

陳第 号 年金制度における外国人への脱退一時金の是正を求める

意見書提出について

陳第 号 バス等公共交通における支援策、固定資産税の減免措置

及び免税軽油制度の継続について

陳第 号 ながの電子調達システム利用に対する市町村への財政支

援等について

 
県行政の総合的な企画調整について

県財政事情について

行政組織・機構及び県有財産の管理について

市町村行財政について

国際交流について

警察施設及び装備の整備について

防犯及び少年非行防止対策について

交通指導取締り対策及び交通安全施設の整備について

 
２ 継続審査及び調査を必要とする理由 
なお慎重に審査及び調査を要するため。 
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閉 会 中 継 続 審 査 及 び 調 査 申 出 書 
 

令和６年 月 日

 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
総務企画警察委員長 寺 沢 功 希  

 
当委員会は、下記の事件を閉会中も、なお、継続して審査及び調査す

る必要があると決定しましたので、手続きしてください。 
 

記 
１ 事件 
請第 ７号 日本国憲法の理念を生かし、イスラエル・パレスチナ紛

争の即時停戦、人道支援の徹底、早期の平和的解決に全

力を尽くすことを求める意見書提出について

 
陳第 １号 一般家庭で使用する除雪機の購入に対する補助制度につ

いて

陳第 号 住宅除雪支援事業の拡充について

陳第 号 年金制度における外国人への脱退一時金の是正を求める

意見書提出について

陳第 号 バス等公共交通における支援策、固定資産税の減免措置

及び免税軽油制度の継続について

陳第 号 ながの電子調達システム利用に対する市町村への財政支

援等について

 
県行政の総合的な企画調整について

県財政事情について

行政組織・機構及び県有財産の管理について

市町村行財政について

国際交流について

警察施設及び装備の整備について

防犯及び少年非行防止対策について

交通指導取締り対策及び交通安全施設の整備について

 
２ 継続審査及び調査を必要とする理由 
なお慎重に審査及び調査を要するため。 
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